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114SalutCa JCB 会員規約

第 1 章　総則

第 1 条（会員）
1. 株式会社百十四銀行（以下「当行」という。）および株式会社

ジェーシービー（以下「JCB」という。）が運営するカード取引
システム（以下「JCB カード取引システム」という。）に当行お
よび JCB（以下「両社」という。）所定の入会申込書等において、
本規約を承認のうえ、会員区分を指定して申し込まれた方で
両社が審査のうえ入会を承認した方を本会員といいます。

2. JCB カード取引システムに両社所定の入会申込書等において、
本規約を承認のうえ、家族会員として入会を申し込まれた本
会員の家族で、両社が審査のうえ入会を承認した方を家族
会員といいます。

3. 本会員は、家族会員に対し、本会員に代わって家族カード（第
2 条第 1 項で定義される「カード」のうち家族会員に貸与さ
れるものをいう。また当該カードのカード番号を含むものと
する。以下同じ。）を使用して、本規約に基づくカード利用（第
3 章（ショッピング利用、金融サービス）に定めるショッピン
グ利用（第 22 条に定めるものをいう。以下同じ。）、キャッ
シング 1 回払いおよびキャッシングリボ払い（以下併せて「金
融サービス」という。）ならびに第 4 条の 2 第 4 項に定める
WEB サービス等、第 5 条に定める付帯サービス等の利用の
全部または一部をいう。また、モバイル端末等にカード番号
を登録するなどして、当該モバイル端末等を使用したショッ
ピング利用または金融サービスの利用等をする行為を含む。
以下同じ。）を行う一切の権限（以下「本代理権」という。）
を授与します。なお、本会員は、家族会員に対する本代理権
の授与について、撤回、取消または無効等の消滅事由があ
る場合は、第 42 条第 5 項所定の方法により家族会員による
カード利用の中止を申し出るものとします。本会員は、この申
し出以前に本代理権が消滅したことを、両社に対して主張す
ることはできません。

4. 本代理権の授与に基づき、家族会員の家族カードによるカー
ド利用はすべて本会員の代理人としての利用となり、当該家
族カード利用に基づく一切の支払債務は本会員に帰属し、家
族会員はこれを負担しないものとします。また、本会員は、
自ら本規約を遵守するほか、善良なる管理者の注意をもって
家族会員をして本規約を遵守させる義務を負うものとし、家
族会員が本規約に違反した場合には、両社に対し、連帯して
責任を負うものとします。

5. 本会員と家族会員を併せて会員といいます。
6. 会員と両社との契約は、両社が入会を承認したときに成立し

ます。
7. 会員には、ゴールド会員、一般会員等の区分があります。会

員区分により、カード（第 2 条第 1 項に定めるものをいう。）
の利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員の有無等が
異なります。
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第 2 条（カードの貸与およびカードの管理）
1. 当行は、会員本人に対し、両社が発行するクレジットカード

（以下「カード」という。）を貸与します。カードには、ＩＣチッ
プが組み込まれたＩＣカード（以下「ＩＣカード」という。）を
含みます。また、会員は、カードを貸与されたとき、カード
に署名欄（サインパネル）がある場合は、直ちに自己の署名
を行わなければなりません。

2. カードの券面または会員本人のみが閲覧できる画面等には、
以下の情報の全部または一部が表示されています。

(1) 会員の氏名
(2) カード番号およびカードの有効期限（以下併せて「カード番

号等」という。）
(3) セキュリティコード（カード裏面に印字される場合には、署名

欄（サインパネル）に印字される7 桁の数値のうち下 3 桁ま
たは「SECURITY CODE」との表記で印字される 3 桁の数値
をいう。カード番号等とセキュリティコードを併せて「カード
情報」という。）

　　非対面取引等においては、カードを提示することなくカード
情報の全部または一部によりショッピング利用をすることが
できますので、第三者によるカード情報の悪用等を防止する
ため、会員は、次項に基づき、善良なる管理者の注意をもって、
カード情報を管理するものとします。

3. カードの所有権は当行にあります。会員は、善良なる管理者
の注意をもってカードおよびカード情報を使用し管理しなけ
ればなりません。また、カードおよびカード情報は、会員本
人以外は使用できないものです。会員は、他人に対し、カー
ドを貸与、預託、譲渡もしくは担保提供すること、またはカー
ド情報を預託しもしくは使用させることを一切してはなりませ
ん。

第 3 条（カードの再発行）
1. 両社は、カードの紛失、盗難、破損、汚損等またはカード

情報の消失、不正取得、改変等の理由により会員が希望し
た場合、両社が審査のうえ原則としてカードを再発行します。
この場合、本会員は、自己に貸与されたカードの他、家族カー
ドの再発行についても当行所定の再発行手数料を支払うも
のとし、再発行手数料は両社が別途通知または公表します。
なお、合理的な理由がある場合はカードを再発行しない場
合があります。

2. 両社は、両社におけるカード情報の管理、保護等業務上必
要と判断した場合、カード番号の変更ができるものとします。

第 4 条（カードの機能）
1. 会員は、本規約に定める方法、条件によりカードを使用する

ことによって第 3 章（ショッピング利用、金融サービス）に
定める機能を利用することができます。

2. ショッピング利用は、会員が加盟店（第 22 条に定めるもの
をいう。以下同じ。）から商品・権利を購入し、または役務
の提供を受けることの代金につき、会員が当行に対して、加
盟店に対する支払いを会員に代わって行うことを委託するこ
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とができる機能です。当行は、会員に対して、会員からの委
託に基づき、加盟店に対して、代金を支払うサービスを提供
します。

3. 金融サービスは、会員が JCB 所定の ATM 等を利用する方法
等により、当行から金銭を借り入れることができる機能であ
り、キャッシング 1 回払い、海外キャッシング 1 回払いおよ
びキャッシングリボ払い（第 30 条から第 31 条に定めるもの
をいう。以下同じ。）の 3 つのサービスからなります。

第４条の２ WEB サービス等
1. 両社が本規約に基づき提供するサービスの一部には、両社

所定の WEB サービスである「MyJCB」および両社所定のオ
ンライン本人認証サービス（インターネット等によるオンライ
ン取引等に際し、パスワードの入力その他両社所定の方法
による本人認証を行うサービスをいう。）である「J/Secure

（TM）」（以下、併せて「MyJCB 等」という。）を用いたサー
ビスが含まれ、原則として全ての会員は、MyJCB 等に利用
登録されるものとします。ただし、パソコンおよびスマートフォ
ン等をいずれも保有しないなどインターネットを使用できる
環境にない会員は、MyJCB 等を利用する必要はありません。

2. MyJCB 等の利用に関しては、両社が別途定める「MyJCB 利
用者規定」および「J/Secure(TM) 利用者規定」が適用され
るものとします。

3. 会員が「MyJCB」および「J/Secure（TM）」を利用しない場
合（「MyJCB」または「J/Secure（TM）」の利用登録がなさ
れていない場合を含みます。）、会員はオンライン取引による
ショッピング利用ができない場合があります。

4. 会員は、両社が認める場合、当社が別に定めるところに従い、
MyJCB 等以外の WEB サービス（「MyJ チェック」等を含むが、
それらに限らない。以下同じ。以下、MyJCB 等とその他の
WEB サービスとを併せて「WEB サービス等」という。）の
登録を行うことによりWEB サービスを利用することができま
す。ただし、家族会員は、WEB サービス等のうち一部の機
能を利用することができません。

5. 会員は、E メールアドレスもしくは携帯電話番号またはそれら
の両方を保有している場合には、両社所定の方法により、そ
れら（ただし、家族会員は E メールアドレスのみに限る。）を
届け出るものとし、両社、JCB または当社から送信される E
メールまたはショートメッセージを速やかに受信し確認するこ
とが可能な状態を維持するものとします。

6. 会員は、両社に届け出た E メールアドレスまたは携帯電話番
号を変更する場合、直ちに両社所定の届出を行うものとしま
す。

7. 会員が前二項に違反したことにより、会員に生じた損害につ
いて、両社の責めに帰すべき事由がある場合を除き、両社は
一切責任を負わないものとします。

第 5 条（付帯サービス等）
1. 会員は、第 3 章に明示的に列挙される機能・サービスとは別

に、当行、JCB または当行もしくは JCB が提携する第三者（以
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下「サービス提供会社」という。）が提供するカード付帯サー
ビスおよび特典（以下「付帯サービス」という。）を利用する
ことができます。会員が利用できる付帯サービスおよびその
内容については、当行が書面その他の方法により通知または
公表します。

2. 付帯サービスはカードの種類によって異なります。会員は、
付帯サービスの利用等に関する規定等がある場合はそれに従
うものとし、また、会員が本規約または付帯サービスの利用
等に関する規定等に違反した場合、または両社が会員のカー
ド利用が適当でないと合理的に判断したときは、付帯サービ
スを利用できない場合があります。

3.  会員は、付帯サービスを利用するために、カード（第 2 条に
定めるカードをいい、当該カードの種類やカード番号等を確
認できない ETC カード等またはモバイル端末等は含まない。
以下、本項において同じ。）をサービス提供会社または加盟
店等に提示することを求められる場合または加盟店でのカー
ドによるショッピング利用を求められる場合があります。そ
の他、会員は、付帯サービスを利用する場合、当行、JCB ま
たはサービス提供会社所定の方法に基づき、サービスを利
用するものとします。

4. 当行、JCB またはサービス提供会社が必要と認めた場合に
は、当行、JCB またはサービス提供会社は付帯サービスおよ
びその内容を変更することがあります。

第 6 条（カードの有効期限）
1. カードの有効期限は、カードの券面または会員本人のみが閲

覧できる画面等に表示された年月の末日までとします（なお、
各年における当該有効期限の月と同じ月のことを、以下「有
効期限月」という。）。

2. 両社は、カードの有効期限までに退会の申し出のない会員で、
両社が審査のうえ引き続き会員と認める方に対し、有効期限
を更新した新たなカード（以下「更新カード」という。）を発
行します。

第 7 条（暗証番号）
1. 会員は、カードの暗証番号（4 桁の数字）を両社に登録する

ものとします。ただし、会員からの申し出のない場合、また
は当行が暗証番号として不適切と判断した場合には、当行が
所定の方法により暗証番号を登録し通知します。

2. 会員は、暗証番号を新規登録または変更する場合、生年月
日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の使用を避け
るものとします。推測されやすい番号等を使用したことによ
り生じた損害に対し、両社は一切の責任を負わないものとし
ます。会員は、暗証番号を他人に知られないように善良なる
管理者の注意をもって管理するものとします。カード利用の
際、登録された暗証番号が使用されたときは、その使用はす
べて当該カードを貸与されている会員本人が使用したものと
推定し、その利用代金はすべて本会員の負担とします。ただ
し、登録された暗証番号の管理につき、会員に故意または
過失が存在しない場合には、この限りではありません。
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3. 会員は、当行所定の方法により申し出ることにより、暗証番
号を変更することができます。ただし、ＩＣカードの暗証番
号を変更する場合は、カードの再発行手続きが必要となりま
す（両社が特に認めた方法で変更する場合はこの限りではあ
りません。）。

第 8 条（年会費）
1. 本会員は、有効期限月の 3 ヵ月後の月の第 33 条に定める約

定支払日（ただし入会後最初の年会費については、有効期限
月の翌月の約定支払日）に当行に対し、当行が通知または
公表する年会費（家族会員の有無・人数によって異なります。）
を毎年支払うものとします。ただし、年会費が当該約定支払
日に支払われなかった場合には、翌月以降の約定支払日に
請求されることがあります。なお、当行または JCB の責に帰
すべき事由によらない退会または会員資格を喪失した場合、
すでにお支払い済みの年会費はお返ししません。

2. カードの種類によって年会費の支払日が異なる場合がありま
す。この場合、当行が通知または公表します。

第 9 条（届出事項の変更）
1. 会員が両社に届け出た氏名、住所、電話番号、勤務先、職業、

カードの利用目的、お支払い口座（第 33 条に定めるものを
いう。）、暗証番号、家族会員、国籍、在留情報（会員が外
国人である場合の在留資格、在留期間等をいう。）、E メール
アドレス等（以下「届出事項」という。）について変更があっ
た場合には、両社所定の方法により遅滞なく両社に届け出な
ければなりません。また、両社が会員に対して、会員の届出
内容（変更に関する内容を含む。）を証する資料の提出を求
めた場合には、会員はこれを提出しなければなりません。

2. 前項の変更届出がなされていない場合といえども、両社は、
それぞれ適法かつ適正な方法により取得した個人情報その
他の情報により、届出事項に変更があると合理的に判断した
ときは、当該変更内容に係る前項の変更届出があったものと
して取り扱うことがあります。なお、会員は、両社の当該取
り扱いにつき異議を述べないものとします。また、会員は、
両社が届出事項の変更の有無の確認を求めた場合には、こ
れに従うものとします。

3. 第 1 項の届け出がないため、当行からの通知または送付書
類その他のものが延着または到着しなかった場合といえども、
通常到着すべきときに到着したものとみなします。ただし、第
1 項の変更の届け出を行わなかったことについて、会員にやむ
を得ない事情がある場合はこの限りではないものとします。

第 10 条（会員区分の変更）
1. 本会員が申し出、両社が審査のうえ承認した場合、会員区分

は変更になります。会員が両社に対し暗証番号の変更を申し
出ない限り、会員区分の変更に伴い暗証番号は変更となりま
せん。なお、会員が両社に対し暗証番号の変更を申し出た
場合であっても、当行が暗証番号として不適切と判断した場
合には、暗証番号は変更となりません。
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2. 本会員が新たに別の会員区分を指定して両社または両社以
外の JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社に入
会を申し込んだ場合は、両社に対する会員区分の変更の申し
出があったものとして取り扱われることがあります。暗証番号
は第 7 条第 1 項を準用するものとします。

3. 会員区分が変更になった場合、変更後の会員区分に応じて
当行が定めた利用可能枠、利用範囲、利用方法、家族会員
の有無、手数料率、付帯サービスの内容・条件その他の条
件が新たに適用されます。また、家族会員の契約、利用中
の機能・サービス等が引き継がれないことがあります。

第 11 条（取引時確認等）
1. 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づく取引時確

認（本人特定事項等の確認をいう。）が当行所定の期間内に
完了しない場合、その他同法に基づき必要と当行が判断した
場合は、当行は入会を断ること、カード利用を制限すること
および会員資格を喪失させることがあります。

2. 両社は、会員が入会した後、会員が両社に申告または届け出
た情報等やカード利用に関する具体的な取引の内容等を適
切に把握するため、会員に対して各種確認や資料の提出を
求める場合があります。この場合、会員は正当な理由なく、
両社の求めに応じることを拒絶または遅延してはならないも
のとします。

第 11 条の 2（反社会的勢力の排除）
1. 会員および入会を申し込まれた方（以下併せて「会員等」と

いう。）は、暴力団、暴力団員および暴力団員でなくなったと
きから 5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係
企業に属する者、総会屋等、社会運動等標ぼうゴロ、特殊
知能暴力集団等、テロリスト等、日本政府または外国政府
が経済制裁の対象として指定する者（以下、上記の 9 者を総
称して「暴力団員等」という。）、暴力団員等の共生者、その
他これらに準ずる者（以下、上記のすべてを総称して「反社
会的勢力」という。）のいずれにも該当しないこと、かつ将
来にわたっても該当しないこと、および自らまたは第三者を
利用して、暴力的な要求行為、法的な責任を超えた不当な要
求行為、取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用
いる行為、風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて両
社の信用を毀損し、または両社の業務を妨害する行為、そ
の他これらに準ずる行為を行わないことを確約するものとし
ます。

2. 当行は、会員等が前項の規定に違反している疑いがあると認
めた場合には、会員等によるカードの入会申込みを謝絶し、
本規約に基づくカード利用を一時的に停止し、その他必要な
措置をとることができるものとします。カード利用を一時停止
した場合には、会員等は、当行が利用再開を認めるまでの間、
カード利用を行うことができないものとします。また、当行は、
会員が前項の規定に違反していると認めた場合には、第 38
条第 1 項 (10) および同条第 2 項なお書きの規定に基づき本
会員の期限の利益を喪失させ、第 42 条第 4 項 (6)(7) の規
定に基づき会員資格を喪失させます。
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3. 前項の規定の適用により、会員等に損害等が生じた場合で
も、会員等は当該損害等について両社に請求をしないものと
します。

4.  第 1 項に定める「暴力団員等の共生者」とは、以下のいずれ
かに該当する者をいいます。

(1) 暴力団員等が、経営を支配していると認められる関係を有す
る者

(2) 暴力団員等が、経営に実質的に関与していると認められる関
係を有する者

(3) 自己もしくは第三者の不正の利益を図る目的、または第三者
に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員等を
利用していると認められる関係を有する者

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する
などの関与をしていると認められる関係を有する者

(5) 暴力団員等と社会的に非難されるべき関係を有する者
(6) その他暴力団員等の資金獲得活動に乗じ、または暴力団員

等の威力、情報力、資金力等を利用することによって自ら利
益拡大を図る者

第 11 条の 3（マネー・ローンダリング等の禁止）
　会員は、マネー・ローンダリング、反社会的勢力（テロリス
トを含む。）に対して資金供与等をすること、または経済制
裁関係法令その他の法令もしくは国際的な規制に抵触する行
為（以下、これらを総称して「マネー・ローンダリング等」と
いう。）を遂行する目的で、またはマネー・ローンダリング等
を遂行する手段として、カードを利用してはならないものとし
ます。

第 12 条（業務委託）
　会員は、当行が代金決済事務その他の事務等を JCB に業
務委託することを予め承認するものとします。

第 2 章　個人情報の取り扱い

第 13 条（個人情報の収集、保有、利用、預託）
1. 会員等は、両社が会員等の個人情報につき必要な保護措置

を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します｡
(1) 本契約（本申し込みを含む。以下同じ。）を含む当行もしく

は JCB または両社との取引に関する与信判断および与信後
の管理のために、以下の①②③④⑤⑥⑦⑧⑨の個人情報を
収集、利用すること。

① 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号（ショートメッセー
ジサービスの送信先番号を兼ねる）、勤務先、職業、カー
ドの利用目的、E メールアドレス等、会員等が入会申込時
および第 9 条等に基づき入会後に届け出た事項。

② 入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会
員等と両社の契約内容に関する事項。

③ 会員のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内容
および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過程
において両社が知り得た事項。
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④ 会員等が入会申込時および入会後に届け出た収入・負債・
家族構成等、当行または JCB が収集したクレジット利用・
支払履歴。

⑤ 犯罪による収益の移転防止に関する法律で定める本人確認
書類等の記載事項または会員等が当行に提出した収入証
明書類等の記載事項。

⑥ 当行または JCB が適正かつ適法な方法で収集した住民票
等公的機関が発行する書類の記載事項（公的機関に当該書
類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③のう
ち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。）。

⑦ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧ インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用い

た非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力
した氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住
所および請求先住所等の取引情報（以下「オンライン取引
情報」という。）。

⑨ インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用い
た非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用し
たパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器
に関する情報（ＯＳの種類・言語、ＩＰアドレス、位置情報、
端末識別番号等）（以下「デバイス情報」という。）。

(2) 以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用する
こと。ただし、会員が本号③に定める市場調査を目的とした
アンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定め
る営業案内等について当行または JCB に中止を申し出た場
合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するも
のとします。なお、中止の申し出は本規約末尾に記載の相談
窓口へ連絡するものとします。

① カードの機能、付帯サービス等の提供。
② 当行もしくは JCB または両社のクレジットカード事業その

他の当行もしくは JCB または両社の事業（当行または JCB
の定款記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合に
おいて同じ。）における取引上の判断 ( 会員等による加盟店
申込み審査および会員等の家族または親族との取引上の判
断を含む。)。

③ 両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発お
よび市場調査。

④ 両社事業における宣伝物の送付または電話・E メールその
他の通信手段等の方法による、当行、JCB または加盟店そ
の他の営業案内、および貸付の契約に関する勧誘。

⑤ 刑事訴訟法第 197 条第 2 項に基づく捜査関係事項照会そ
の他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を
求められた場合の公的機関・公的団体等への提供。

(3) 本契約に基づく当行または JCB の業務を第三者に委託する
場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本項 (1) ①②③④⑤
⑥⑦⑧⑨の個人情報を当該業務委託先に預託すること。

(4) 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用
の防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオン
ライン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン
取引情報とデバイス情報に含まれる本項 (1) ⑧⑨の個人情報
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を使用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当
該非対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可
能性が相対的に高いと判断された取引については、当行は
会員らの財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを
求めたり、当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶
したりする場合があります。両社は当該業務のために、本項
(1) ⑧⑨の個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に
提供し、当該事業者から当該事業者が行った分析結果を受
領します。また当該事業者は、会員によるオンライン取引完
了後も当該個人情報を個人が直接特定できないような形式
に置き換えたうえで一定期間保管し、当該事業者内において、
当該事業者が提携する両社以外の組織向けの不正検知サー
ビスにおける分析のためにも当該情報を使用します。詳細に
ついては、JCB のホームページ内の J/Secure(TM) サービス
に関する案内にて確認できます。

2. 会員等は、当行、JCB および JCB カード取引システムに参加
する JCB の提携会社が、与信判断および与信後の管理、そ
の他自己との取引上の判断のため、第 1 項 (1) ①②③④の個
人情報（第 14 条により個人信用情報機関からのみ取得され
た個人情報を除く。）を共同利用することに同意します。（JCB
カード取引システムに参加する JCB の提携会社は次のホーム
ページにて確認できます。https://www.jcb.co.jp/r/riyou/）
なお、本項に基づく共同利用に係る個人情報の管理につい
て責任を有する者は JCB となります。

3. 会員等は、当行または JCB が個人情報の提供に関する契約
を締結した提携会社（以下「共同利用会社」という。）が、
共同利用会社のサービス提供等のため、第 1 項 (1) ①②③
の個人情報を共同利用することに同意します。（共同利用
会社および利用目的は次のホームページにて確認できます。
https://www.jcb.co.jp/r/riyou/）なお、本項に基づく共同
利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は JCB
となります。

第 14 条（個人信用情報機関の利用および登録）
1. 本会員および本会員として入会を申し込まれた方（以下併せて

「本会員等」という。）は、当行または JCB が利用・登録する
個人信用情報機関（個人の支払能力に関する情報の収集お
よび当該機関に加入する貸金業者その他与信事業者・包括
信用購入あっせん業者等（以下「加盟会員」という。）に対
する当該情報の提供を業とするもの）について以下のとおり
同意します。

(1) 両社が自己の与信取引上の判断（返済能力または転居先の
調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業法等により、
返済能力に関する情報については返済能力の調査の目的に
限る。）のためにそれぞれが加盟する個人信用情報機関（以下

「加盟個人信用情報機関」という。）および当該機関と提携
する個人信用情報機関（以下「提携個人信用情報機関」とい
う。）に照会し、本会員等の個人情報（官報等において公開
されている情報、当該各機関によって登録された情報に関し
本人から苦情を受け調査中である旨の情報、および本人確
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認資料の紛失・盗難等にかかり本人から申告された情報など、
加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関のそれ
ぞれが独自に収集・登録した情報を含む。以下本条において
同じ。）が登録されている場合はこれを利用すること。

(2) 本規約末尾に加盟個人信用情報機関毎に記載されている「登
録情報および登録期間」表の「登録情報」欄に定める本会
員等の個人情報（その履歴を含む。）が各加盟個人信用情報
機関に同表に定める期間登録されることで、当該機関および
提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る
情報が提供され、自己の与信取引上の判断（返済能力また
は転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法および貸金業
法等により、返済能力に関する情報については返済能力の調
査の目的に限る。）のためにこれを利用されること。

(3) 前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情
報について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情
処理、加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟
個人信用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確
保のために必要な範囲において、加盟個人信用情報機関お
よび当該機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、利用
すること。

2. 2005 年 3 月 30 日までに入会された家族会員および家族会
員として入会を申し込まれた方（以下「家族会員等」という。）
は、家族会員等の入会時の同意に基づき、加盟個人信用情
報機関に家族会員等の本契約に関する客観的な取引事実に
基づく個人情報および当該機関が独自に収集した情報が登
録されている場合は、当該機関および提携個人信用情報機
関の加盟会員が家族会員等の支払能力調査のためにこれを
利用することを引き続き承認します。

3. 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本
規約末尾に記載の個人信用情報機関とします。各機関の加
盟資格、加盟会員名等は各機関のホームページに掲載されて
おります。なお、当行または JCB が新たに個人信用情報機
関に加盟する場合は、書面その他の方法により通知のうえ同
意を得るものとします。

第 15 条（個人情報の開示、訂正、削除）
1. 会員等は、当行、JCB、JCB カード取引システムに参加する

JCB の提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情報機
関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自己に
関する個人情報を開示するよう請求することができます。な
お、開示請求は以下に連絡するものとします。

(1) 当行に対する開示請求：本規約末尾に記載の当行相談窓口へ
(2) JCB、JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社お

よび共同利用会社に対する開示請求：本規約末尾に記載の
JCB 相談窓口へ

(3) 加盟個人信用情報機関に対する開示請求：本規約末尾に記
載の各加盟個人信用情報機関へ

2. 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合
には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
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第 16 条（個人情報の取り扱いに関する不同意）
　両社は、会員等が入会の申し込みに必要な事項の記載を希
望しない場合、または本章に定める個人情報の取り扱いにつ
いて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続き
をとることがあります。ただし、第 13 条第 1 項 (2) ③に定め
る市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の
送付または同④に定める当行、JCB または加盟店等の営業案
内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや退
会の手続きをとることはありません（本条に関する申し出は本
規約末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。）。

第 17 条（契約不成立時および退会後の個人情報の利用）
1. 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込をした事実

は、承認をしない理由のいかんにかかわらず、第 13 条に定
める目的（ただし、第 13 条第 1 項 (2) ③に定める市場調査
を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および
同④に定める当行、JCB または加盟店等の営業案内等を除
く。）および第14 条の定めに基づき一定期間利用されますが、
それ以外に利用されることはありません。

2. 第 42 条に定める退会の申し出または会員資格の喪失後も、
第 13 条に定める目的（ただし、第 13 条第 1 項 (2) ③に定め
る市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の
送付および同④に定める当行、JCB または加盟店等の営業案
内等を除く。）および開示請求等に必要な範囲で、法令等ま
たは両社が定める所定の期間個人情報を保有し、利用します。

第 3 章　ショッピング利用、金融サービス

第 18 条（標準期間）
　本規約においては、前月16 日から当月15 日までを標準
期間といいます。

第 19 条（利用可能枠）
1. 当行は、本会員につき、商品ごとの利用可能枠として、次の

利用可能枠を審査のうえ決定します（商品ごとの利用可能枠
を総称して「機能別利用可能枠」という。）。

① ショッピング 1 回払い利用可能枠
② ショッピングリボ払い利用可能枠
③ ショッピング分割払い／ショッピングスキップ払い利用可能枠
④ ショッピング 2 回払い利用可能枠
⑤ ボーナス 1 回払い利用可能枠
⑥ キャッシング 1 回払い利用可能枠
⑦ 海外キャッシング 1 回払い利用可能枠
⑧ キャッシングリボ払い利用可能枠

2. 前項の機能別利用可能枠は、以下のとおり、3 つの商品群に
分類され、商品群ごとの利用可能枠（以下「内枠」という。）
が設定されます。各商品群に属する機能別利用可能枠のうち
最も高い金額が、当該商品群に係る内枠となります。

(1) 前項①の機能別利用可能枠・・・「ショッピング枠」として
分類
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(2) 前項②③④⑤の機能別利用可能枠・・・「ショッピング残高枠」
として分類

(3) 前項⑥⑦⑧の機能別利用可能枠・・・「キャッシング総枠」
として分類

3. 第 1 項①から⑧の機能別利用可能枠のうち最も高い金額が、
カード全体の利用可能枠（以下「総枠」という。）となります。
機能別利用可能枠、内枠および総枠を総称して、利用可能
枠といいます。

4. 当行は、会員のカード利用状況および本会員の信用状況等
に応じて、審査のうえ利用可能枠を増額または減額すること
ができるものとします。ただし、本会員より増額を希望しな
い旨の申し出があった場合は増額しないものとします。また、
貸金業法に定める所定の書面の提出がないときには、減額
されることがあります。

5. 当行は、本会員からの申し出に基づき、審査のうえ、会員の
カード利用状況、本会員の信用状況および本会員が増額を
希望する理由その他の事情を考慮して、一時的に利用可能枠
を増額する場合があります。この場合、当行が設定した増額
期間が経過することにより、当行からの何らの通知なく、増
額前の利用可能枠に戻ります。なお、当行は本会員からの申
し出の都度、利用可能枠の一時的な増額を認めるか否か審
査します。

6. 本会員が当行から複数枚の JCB カード（当行が発行する両社
所定のクレジットカード等をいい、当該カードに係るカード
情報を含む。以下同じ。）の貸与を受けた場合、それら複数
枚の JCB カード（ただし、一部の JCB カードは除く。）全体
における利用可能枠は、原則として各カードごとに定められ
た利用可能枠のうち最も高い金額（当該金額を「総合与信枠」
という。）となり、それら複数枚の JCB カードにおける利用
可能枠の合計金額にはなりません。なお、総合与信枠の金
額にかかわらず、各 JCB カードにおける利用可能枠は、当該
JCB カードについて個別に定められた金額となります。

7. 当行は、犯罪による収益の移転防止に関する制度の整備が
不十分として犯罪による収益の移転防止に関する法律施行令
において指定された特定の国または地域（以下「特定国等」
という。）において、また、同施行令において厳格な取引時
確認の対象とされている外国 PEPs（外国の元首その他、外
国の重要な公的地位にある者およびその家族等として、同施
行令において定められている者をいう。以下同じ。）に対して、
カード利用を制限することができるものとします。また、当
行は会員が特定国等へ居住する場合または外国 PEPs であ
ると認める場合、キャッシング総枠を消滅させることにより
キャッシングサービス等の利用を停止できるものとします。

第 20 条（利用可能な金額）
1. 会員は、以下の各号のうち最も低い金額の範囲内でカードを

利用することができるものとします。なお、本項から第 3 項
の定めは、ショッピング利用および金融サービス利用のすべ
てに適用されます。

(1) 会員が利用しようとする商品の機能別利用可能枠から当該機
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能別利用可能枠に係る利用残高（なお、前条第 1 項③の利
用可能枠に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残
高とショッピングスキップ払いの利用残高の合計額となりま
す。）を差し引いた金額

(2) 会員が利用しようとする商品の属する内枠から当該内枠に係
る利用残高を差し引いた金額

(3) 総枠から会員の全利用残高を差し引いた金額
2. 前項の利用残高とは、会員のカード利用に基づき当行に対し

て支払うべき金額（約定支払日が到来しているか否かを問わ
ない。また、キャッシング 1 回払い手数料、キャッシングリ
ボ払い利息、ショッピングリボ払い手数料、ショッピング分
割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料および遅延
損害金は除く。）で、当行が未だ本会員からの支払いを確認
できていない金額をいい、本会員分と家族会員分を合算し
た金額をいいます。

3. 第 1 項、第 2 項にかかわらず、本会員が当行から複数枚の
JCB カードの貸与を受け前条第 6 項の適用を受ける場合、
第 1 項の利用残高は、本会員が保有するすべての JCB カード
および当該 JCB カードに係る規約に基づき発行された家族
カードの利用残高を合算した金額となります。

4. 本会員は、利用可能枠を超えるカード利用についても当然に
支払義務を負うものとします。

5. 会員が、前条第 1 項②③④または⑤の機能別利用可能枠を
超えてショッピングリボ払い、ショッピング分割払い、ショッ
ピング 2 回払い、ボーナス 1 回払いによるショッピング利用
をした場合、当該機能別利用可能枠を超過した利用はショッ
ピング 1 回払いを指定したものと同様に取り扱われます。

第 21 条（手数料率、利率の計算方法等）
1. 手数料率、利率（遅延損害金の利率を含む。以下本条にお

いて同じ。）等の計算方法については、本規約において別途
定める場合を除き、1 年を 365 日（うるう年は 366 日）とす
る日割方式とします。

2. 当行は金融情勢の変化等により、本規約およびその他の諸
契約に基づくカード利用に係る手数料率および利率を変更
することがあります。

第 22 条（ショッピングの利用）
1. 会員は、JCB、JCB の提携会社および JCB の関係会社の認

める国内および国外の JCB カードの取扱加盟店（以下「加盟
店」という。）において、本条第 2 項から第 5 項に定める方
法または両社が特に認める方法により、本条その他両社所
定の定めに従い、会員と加盟店との間で直接現金決済を行
わずに、加盟店に対する支払いを当行に対して委託すること
により、加盟店から商品もしくは権利を購入し、または役務
の提供等を受けることができます（以下「ショッピング利用」
という。）。会員が加盟店においてカードを利用したことによ
り、会員の加盟店に対する支払いにつき、会員が当行に対し
て弁済委託を行ったものとみなし、当行は、自らまたは第三
者を介して、加盟店に対して、会員に代わって立替払いを行
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います。
2. 会員は加盟店の店頭（自動精算機の場合を含む。）において、

JCB 所定の方法により、カードを提示し、または非接触 ICカー
ド等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、原則と
して加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力するこ
とによりショッピング利用を行うことができます。なお、JCB
が認める場合には、加盟店に設置されている端末機への暗
証番号の入力にかえて、カードの署名と同じ署名を行うこと、
またはその他の所定の手続きを行うことにより、端末機への
暗証番号の入力を省略して、ショッピング利用ができること
があります。

3. インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用い
た非対面取引その他両社が特に認めた取引を行う加盟店に
おいては、会員は、加盟店所定の方法で、カード番号等を送
信もしくは通知する方法により、または当該方法に加えてセ
キュリティコードもしくは J/Secure(TM) 利用者規定に定める
パスワードを送信する方法その他両社が別に定める方法によ
り、ショッピング利用を行うことができます。この場合、会
員はカードの提示および暗証番号の入力を省略することがで
きます。

4. 両社が特に認めたホテル・レンタカー等の加盟店における取
引については、予め会員が加盟店との間で合意している場合
には、会員は、ショッピング利用代金額の一部についてのみ、
加盟店に対してカードの提示、暗証番号の入力または売上票
への署名等（以下「暗証番号入力等」という。）を行い、残額

（暗証番号入力等を行った後、利用が判明した代金を含む。）
についてはカードの提示、暗証番号入力等を省略することが
できます。

5. 通信料金等両社所定の継続的役務については、会員がカー
ド番号等を事前に加盟店に登録する方法により、当該役務
の提供を継続的に受けることができます。会員は、加盟店に
登録したカード番号等に変更があった場合ならびに退会また
は会員資格喪失等に至った場合、加盟店に当該変更、退会
または会員資格喪失等を申し出るものとします。なお、上記
の事由が生じた場合には、当行または JCB が会員に代わっ
て当該変更、退会または会員資格喪失等の情報を加盟店に
対し通知する場合があることを会員は予め承認するものとし
ます。また、会員に、退会または会員資格喪失等の通知が
なされた後であっても、当該加盟店におけるカード利用につ
いて、本会員は第 42 条第 1 項なお書きおよび第 42 条第 4
項に従い、支払義務を負うものとします。

6. 会員のショッピング利用に際して、加盟店が当該利用につき
当行に対して照会を行うことにより当行の承認を得るものと
します。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供
を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。

7. ショッピング利用のためにカード（カード情報を含む。以下
本項において同じ。）が加盟店に提示または通知された際、
カードの第三者による不正利用を防止する目的のために、当
行は以下の対応をとることができます。

(1) 当行は、事前または事後に、電話等の方法により直接また
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は加盟店を通じて会員本人の利用であることを確認する場合
があります。

(2) 当行、JCB または JCB の提携会社が当該加盟店より依頼を
受けた場合、当行または JCB において会員のカード番号・氏
名・住所・電話番号その他当該ショッピング利用の申込者が
加盟店に届け出た情報と会員が両社に届け出ている個人情
報を照合し、一致の有無を当該加盟店に対して回答する場
合があります。

(3) カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断
した場合、会員への事前通知なしにカード利用を保留または
断る場合があります。

(4) ショッピング利用の申込者に対して、セキュリティコードまた
は J/Secure(TM) 利用者規定に定めるパスワードの入力その
他両社が別に定める本人認証手続きを求める場合がありま
す。申込者がセキュリティコードまたは同規定に定めるパス
ワードを誤って入力した場合、その他両社が別に定める本人
認証手続きに失敗した場合、会員によるカード利用を一定期
間制限することがあります。

8. 家族会員が家族カードを使用して商品・権利を購入しまたは
役務の提供等を受けた場合、家族会員は本会員の代理人と
して加盟店との間でそれらに係る契約を行ったものとみなし、
当該契約に基づく債務は本会員が負担するものとします。

9. 会員は、現金を取得することを目的として商品・権利の購入
または役務の提供などにカードのショッピング枠、ショッピ
ング残高枠 ( 第 19 条第 2 項に定めるものをいう。) を利用す
ること ( 以下「ショッピング枠現金化」という。) はできませ
ん。なお、ショッピング枠現金化には以下の方式等がありま
すが、現金を取得することを目的とするショッピング利用であ
る限り、方式のいかんにかかわらず、禁止の対象となります。

(1) 商品・権利の購入、役務の提供の対価として、合理的な金
額以上の対価を、カードを利用して支払い、加盟店等から現
金または現金に類似するものの交付を受ける方式

(2) 商品・権利等を購入し、その対価を、カードを利用して支払っ
たうえで、当該商品・権利等を当該商品・権利等を購入した
加盟店その他の第三者に有償で譲渡する方式

(3) 現行紙幣もしくは貨幣、またはこれらが含まれる商品等をカー
ドを利用して購入する方式

10. 貴金属、金券類、プリペイドカード等の前払式支払手段、
現金類似物・現金等価物（疑似通貨、回数券等を含むが、
これらに限らない。)、パソコン等の一部の商品の購入およ
び電子マネーの入金等については、第 20 条第 1 項に定める
金額の範囲内であったとしても、会員のショッピング利用が
制限され、カードを利用できない場合があります。

第 23 条（立替払いの委託）
1. 会員は、第 22 条第 1 項の定めのとおり、加盟店においてカー

ドを利用したことにより、当行に対して弁済委託を行ったこ
ととなります。会員は、当行が会員からの委託に基づき、会
員の加盟店に対する支払いを代わりに行うために、以下の方
法をとることについて、予め異議なく承諾するものとします。
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なお、加盟店への立替払いに際しては、JCB が認めた第三者
を経由する場合があります。

(1) 当行が加盟店に対して立替払いすること。
(2) JCB が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行が JCB に対

して立替払いすること。
(3) JCB の提携会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、当行

が当該 JCB の提携会社に対して立替払いすること。
(4) JCB の関係会社が加盟店に対して立替払いしたうえで、JCB

が当該 JCB の関係会社に対して立替払いし、さらに当行が
JCB に対して立替払いすること。

2. 商品の所有権は、当行が加盟店、JCB または JCB の提携会
社に対して支払いをしたときに当行に移転し、ショッピング
利用代金の完済まで当行に留保されることを、会員は承認す
るものとします。

第 24 条（ショッピング利用代金の支払区分）
1. ショッピング利用代金の支払区分は、ショッピング 1 回払い、

ショッピング 2 回払い、ボーナス 1 回払い、ショッピングリ
ボ払い、支払回数が 3 回以上でかつ当行所定の支払回数の
ショッピング分割払い（以下「ショッピング分割払い」という。）
のうちから、会員がショッピング利用の際に指定するものと
します。ただし、ショッピング 2 回払い、ボーナス 1 回払い、
ショッピングリボ払い、ショッピング分割払いは、当行が指
定する加盟店においてのみ利用できるものとします。なお、
ショッピング 2 回払い、ボーナス 1 回払い、ショッピングリ
ボ払いおよびショッピング分割払い取扱加盟店において会員
が支払区分を指定しなかった場合は、すべてショッピング 1
回払いを指定したものとして取り扱われます。また、ショッピ
ングリボ払い、ショッピング分割払いを指定した場合、ショッ
ピング利用代金額に所定の手数料が加算されます。

2. 第 1 項にかかわらず、当行が認めた場合、会員は、以下の方
式で、ショッピング利用代金の支払区分をショッピングリボ
払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払い
に指定することができます。会員は、当該サービスに関する
規定・特約等がある場合はそれに従うものとします。ただし、
いずれの場合でも、一部の加盟店の利用、カードの付帯サー
ビス料金その他当行が指定するものについては、以下の方
式による支払区分の指定を行うことはできず、ショッピング
1 回払いのみの指定となります。

(1) 本会員が申し出、以後のショッピング利用代金の支払いをす
べてショッピングリボ払いとする方式。なお、本方式を利用
する場合は、本規約末尾の手数料率となります。

(2) 当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変更を希望
するショッピング利用を特定して申し出、当行が指定した月
の約定支払日から別の支払区分を指定したショッピング利用
代金をショッピングリボ払い、ショッピング分割払いまたは
ショッピングスキップ払いに変更する方式。本方式を利用す
る場合は、カード利用日にショッピングリボ払い、ショッピン
グ分割払いまたはショッピングスキップ払いの指定があった
ものとします。なお、1 回のショッピング利用の代金の一部
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についてのみ支払区分を変更することはできません。

第 25 条（ショッピング利用代金の支払い）
1. 本会員は、会員が標準期間においてショッピング利用を行っ

た場 合、第 23 条における当行、JCB、JCB の 提 携 会社、
JCB の関係会社または加盟店の各間の立替払いの有無にか
かわらず、第 2 項、第 3 項の場合を除き、以下のとおり支払
うものとします。

(1) ショッピング 1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利
用代金額を、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日

(2) ショッピング 2 回払いを指定した場合、当該ショッピング利
用代金額の半額（1 円単位とし、端数が生じた場合は初回の
約定支払日に算入します。）を、標準期間満了日の属する月
の翌月および翌々月の約定支払日

2. 本会員は、会員がショッピング利用においてボーナス 1 回払
いを指定した場合、原則として、以下のとおり支払うものとし
ます。ただし、加盟店によりボーナス 1 回払いの取扱期間が
異なることがあります。

(1) 前年 12 月16 日から当年 6 月15 日までの当該ショッピング
利用代金額の合計を、当年 8 月の約定支払日

(2) 当年 7 月16 日から当年 11 月15 日までの当該ショッピング
利用代金額の合計を、翌年 1 月の約定支払日

3. 本会員は、会員がショッピング利用においてショッピングリボ
払い、ショッピング分割払いまたはショッピングスキップ払い
を指定した場合、第 26 条、第 27 条または第 27 条の 2 に
定めるとおり支払うものとします。

第 26 条（ショッピングリボ払い）
1. 本会員は、会員がショッピングリボ払いを指定した場合、以

下のとおり弁済金を支払うものとします。
(1) 標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間

満了日の属する月の 16 日から翌月の約定支払日までの間当
行所定の手数料率を乗じたショッピングリボ払い手数料を、
翌月の約定支払日。ただし、( ｱ ) 当該ショッピング利用によ
り第 19 条第 1 項②の機能別利用可能枠に係る残高が当該機
能別利用可能枠を超える場合の超過金額、および ( ｲ ) 標準
期間におけるショッピングリボ払いのショッピング利用代金
額とショッピングリボ払い利用残高の合計金額が (2) に定め
るリボ払元金以下の場合の当該ショッピング利用代金額は当
該手数料の計算から除かれるものとします。

(2) (1) の手数料のほか、以下の金額を毎月の約定支払日。ただ
し、ボーナス増額払いを指定した場合、ボーナス指定月の約
定支払日において会員が指定した金額を加算して支払うもの
とします。なお、債務の充当は当行所定の方法により行います。

（リボ払元金）
前月15 日のショッピングリボ払い利用残高が、会員の指定し
た支払方法により決定されるショッピングリボ払い元金（以下

「リボ払元金」という。）以上の場合は当該リボ払元金。リ
ボ払元金未満の場合は当該ショッピングリボ払い利用残高。

（ショッピングリボ払い手数料）
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前月の約定支払日のショッピングリボ払い利用残高（同日に
支払うリボ払元金、ボーナス加算額および前々月16 日から
前月の約定支払日までのショッピングリボ払い利用額を差し
引いた金額）に対して前月の約定支払日の翌日から当月の約
定支払日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額。

2. 当行が認めた場合、本会員は支払方法の変更およびボーナ
ス増額払いの追加指定、加算額の変更をすることができます。

3. 本会員は、ショッピングリボ払いに関する債務の支払いを本
規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うこと
ができます。

第 27 条（ショッピング分割払い）
1. 本会員は、会員がショッピング分割払いを指定した場合、

ショッピング利用代金額に会員の指定した支払回数（ただし、
ショッピング利用代金額が少額の場合、当行にて、会員が指
定した支払回数より少ない回数に変更する場合があります。
以下同じ。）に応じた当行所定の割賦係数を乗じたショッピ
ング分割払い手数料を加算した金額（以下「分割支払金合計
額」という。）を支払うものとします。

2. 分割支払金合計額を支払回数で除した金額を分割支払金（た
だし、計算上の都合により初回および最終回の分割支払金
は金額が異なります。）とし、標準期間満了日の属する月の
翌月の約定支払日から支払回数回にわたり最終約定支払日
まで、分割支払金を各約定支払日に支払うものとします。

3. 各分割支払金における分割支払元金と手数料の内訳の計算
方法については以下のとおりとします。

(1) 初回の分割支払金の内訳
手数料＝標準期間に利用した場合、ショッピング利用代金
額に対する標準期間満了日の属する月の 16 日から翌月10
日までの間当行所定の手数料率を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた
金額

(2) 第 2 回の分割支払金の内訳
手数料＝ショッピング分割払い残元金（ショッピング利用
代金額－ (1) の分割支払元金の額）に当行所定の手数料率

（月利）を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた
金額

(3) 第 3 回の分割支払金の内訳
手数料＝ショッピング分割払い残元金（ショッピング利用
代金額－ (1) および (2) の分割支払元金の額）に当行所定
の手数料率（月利）を乗じた金額
分割支払元金＝分割支払金から上記手数料を差し引いた
金額

4. ボーナス併用ショッピング分割払いを指定した場合、本会員
は、ショッピング利用代金額の半額を第 1 項、第 2 項、第
3 項の規定に従い支払い、残額を当行所定の方法によりボー
ナス月（1 月および 8 月）の約定支払日に支払うものとします。
なお、初回から最終回までの約定支払日にボーナス月の約
定支払日に該当する日がない場合、ボーナス併用ショッピン
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グ分割払いを指定しなかったものとして取り扱われます。第
23 条に定める立替払手続きの遅延その他の事務上の都合に
より、ボーナス月の約定支払日に該当する日がないこととなっ
た場合についても同様とします。

5. 本会員は、ショッピング分割払い残元金および手数料につい
ては、第 2 項、第 4 項の支払いのほか、本規約末尾に記載
の「繰上返済方法」に従い一括で支払うことができます。

第 27 条の 2（ショッピングスキップ払い）
1. 本会員は、会員が第 24 条第 2 項 (2) の規定に従いショッピ

ングスキップ払いを指定した場合、ショッピング利用代金額
に、以下のショッピングスキップ払い手数料を加算した金額
を、標準期間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日
の属する月の 7ヵ月後の月までのうちから会員が指定した月

（以下「スキップ指定月」という。）の約定支払日に一括（1 回）
で支払うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払
日を再度変更することはできません。

（ショッピングスキップ払い手数料）
標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間
満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定
月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率（月
利）を乗じた金額

2. 本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払い
を本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い一括で支払
うことができます。

第 28 条（見本・カタログ等と現物の相違による売買契約の解除等）
　会員は、見本・カタログ等により申し込みをした場合にお
いて、引き渡された商品・権利または提供された役務等が見
本・カタログ等と相違している場合は、加盟店に商品、権利、
役務等の交換を申し出るかまたは売買契約の解除または役
務提供契約の解除ができるものとします。なお、支払区分が
１回払いの場合は次条第 2 項が、支払区分がその他の場合
は、次条第 3 項から第 7 項が適用されます。

第 29 条（会員と加盟店との間の紛議等）
1. 当行は、カードの機能として、会員が現金決済によらずに商品・

権利を購入し、または役務の提供を受けることができる加盟
店網を会員に対して提供するものです。会員は、加盟店にお
いて商品・権利を購入し、または役務の提供を受けるにあたっ
ては、自己の判断と責任において、加盟店との契約を締結す
るものとします。

2. 会員は、加盟店から購入した商品、権利または提供を受け
た役務に関する紛議、その他加盟店との間で生じた紛議に
ついて、当該加盟店との間で自ら解決するものとします。

3. 第 2 項にかかわらず、本会員は、支払区分をショッピングリ
ボ払い、ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、
ショッピング 2 回払いまたはボーナス 1 回払いに指定もしく
は変更して購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権
利または提供を受けた役務（以下併せて「商品等」という。）
について次の事由が存するときは、その事由が解消されるま
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での間、当該事由の存する商品等について、当行への支払
いを停止することができるものとします。

(1) 商品の引き渡し、指定権利の移転または役務の提供がない
こと。

(2) 商品等に破損、汚損、故障があるなど会員と加盟店との間
の契約の内容に適合しないこと。

(3) その他商品等の販売について加盟店に対して生じている抗弁
事由があること。

4. 当行は、本会員が第 3 項の支払いの停止を行う旨を当行に
申し出たときは、直ちに所要の手続きをとります。

5. 本会員は、第 4 項の申し出をするときは、予め第 3 項の事由
の解消のため、加盟店と交渉を行うよう努めるものとします。

6. 会員は、本会員が第 4 項の申し出をしたときは、速やかに第
3 項の事由を記載した書面（資料がある場合には資料添付の
こと。）を当行に提出するよう努めるものとします。また当行
が第 3 項の事由について調査する必要があるときは、会員は
その調査に協力するものとします。

7. 第 3 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、支払
いを停止することはできないものとします。

(1) ショッピングリボ払いの場合において、1 回のカード利用に
おけるショッピング利用代金額が 3 万 8 千円に満たないとき。
ショッピング分割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピ
ング 2 回払いまたはボーナス 1 回払いの場合において、1 回
のカード利用における分割支払金合計額が 4 万円に満たな
いとき。

(2) 本会員による支払いの停止が信義に反すると認められたとき。
(3) 会員によるショッピング利用が営業のために行うショッピン

グ利用である場合または海外でのショッピング利用である場
合等、割賦販売法第 35 条の 3 の 60 に定める適用除外条
件に該当するとき。

第 30 条（キャッシング 1 回払い）
1. 会員は、当行所定の現金自動支払機（以下「CD」という。）、

現金自動預払機（以下「ATM」という。）等でカードおよび
登録された暗証番号を使用することにより金銭を借り入れる
ことができます（以下「キャッシング 1 回払い」という。）。

2. 本会員は、前項のほか JCB ホームページにおいて申し込む方
法により、キャッシング 1 回払いを利用することができます。

3. キャッシング 1 回払いおよび第 31 条に定めるキャッシングリ
ボ払いにおける融資の日（以下「融資日」という。）は、CD・
ATM もしくは次条第 3 項に定める窓口等で融資を受けた
日または第 33 条第 1 項規定のお支払い口座へ融資金が振
り込まれた日とします。お支払い口座へは、当行に代わり、
JCB が立て替えて融資金を振り込む場合があります。

4. 会員は、第 20 条に定める金額の範囲内でキャッシング 1 回
払いを利用することができます。

5. 本会員は、会員が標準期間にキャッシング 1 回払いを利用し
た場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日に、
標準期間の借入金合計額およびキャッシング 1 回払い手数
料（各借入金に対してキャッシング 1 回払い融資日の翌日か
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ら標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払日までの間当
行所定の手数料率を乗じた金額）を支払うものとします。な
お、本会員は本規約末尾に記載の「繰上返済方法」に従い、
約定支払日の前に借入金および手数料の全額または一部を
随時支払うことができます。

6. 前項にかかわらず、本会員が当行所定の方法で申し込み、当
行が特に認めた場合に限り、本会員は借入れごとの元本全額

（以下本項において「対象元本」という。）について、第 20
条に定める金額の範囲内でキャッシングリボ払い（第 31 条
に定めるもの）へ返済方式を変更できるものとします。この
場合、本会員が支払うキャッシング 1 回払い手数料は、各
対象元本に対してキャッシング 1 回払い融資日の翌日から本
項に基づく変更日までの間当行所定の手数料率を乗じた金
額となり、第 33 条の規定に従い支払うものとします。また、
本会員が支払う変更日後のキャッシングリボ払いの利息は、
第 31 条第 4 項に従い計算されます。

7. キャッシング 1 回払いの利用のために、カードを使用して
CD・ATM が操作された際等、カードまたはカード情報の第
三者による不正利用を防止する目的のために、当行は以下の
対応をとることができます。

(1) 当行は、事前または事後に、電話等の方法により会員本人
の利用であることを確認する場合があります。

(2) カードの第三者による不正利用の可能性があると当行が判断
した場合、会員への事前通知なしにカード利用を保留または
断る場合があります。

第 30 条の 2( 海外キャッシング 1 回払い )
1. 会員は、前条に定めるキャッシング 1 回払いを日本国外に

おいても利用することができます ( 以下「海外キャッシング 1
回払い」という。)。

2. 会員が海外キャッシング 1 回払いを利用する場合に適用され
る機能別利用可能枠は、海外キャッシング 1 回払い利用可
能枠となります。

3. 会員は、前条第 1 項に定める方法のほか、当行所定の方法
により、国外の金融機関やその他の店舗等の窓口等におい
て海外キャッシング 1 回払いを利用できる場合があります。
海外キャッシング 1 回払いの利用方法は、利用される国や地
域、ＡＴＭにより異なるため別途公表します。

4. 本会員は、会員が標準期間に海外キャッシング 1 回払いを
利用した場合、標準期間満了日の属する月の翌月の約定支払
日に、標準期間の借入金合計額およびキャッシング 1 回払
い手数料 ( 各借入金に対してキャッシング1回払い融資日（現
地時間）の翌日から標準期間満了日の属する月の翌月の約
定支払日（日本時間）までの間当行所定の手数料率を乗じ
た金額 ) を支払うものとします。なお、本会員は本規約末尾
に記載の「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入
金および手数料の全額または一部を随時支払うことができま
す。ただし、会員が海外キャッシング 1 回払いを利用した国
外の金融機関・ＡＴＭ保有会社等の事務処理の都合上、上
記の約定支払日から1 ヵ月または 2 ヵ月後の約定支払日とな
る場合があります。この場合であっても、キャッシング 1 回
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払い手数料が本項本文に定める金額から増額されることはあ
りません。

5. 会員が海外キャッシング 1 回払いを利用する場合、前条第 3
項、第 4 項および第 7 項の定めが適用されますが、前条第
2 項、第 5 項および第 6 項は適用されません。

6. 海外キャッシング 1 回払いの利用により会員が日本円以外
の通貨で現金の交付を受けた場合（会員が交付を受けた外
貨のことを次項において、「出金通貨」という。）であっても、
海外キャッシング 1 回払いの借入金元金は、JCB と JCB の
提携会社が当該借入金元金の集中決済をした時点 ( 会員が
カードを利用した日とは原則として異なります。) の JCB が定
める換算レートおよび換算方法に基づき、円換算した円貨
とします。なお、換算レートおよび換算方法については、第
33 条第 6 項が適用されるものとします。

7. 前項にかかわらず、会員が CD・ATM または第 3 項に定める
金融機関等の窓口等において、出金通貨建の金額のほかに、
出金通貨と異なる通貨建の金額の提示を受けて（この通貨
のことを、以下「提示通貨」という。）、会員が提示通貨建の
金額で海外キャッシング 1 回払いを利用する旨の操作を行
い、または当該意思を示した場合には、CD・ATM 保有会社
または金融機関等（以下総称して「ATM 保有会社等」とい
う。）と会員との間で、ATM 保有会社等が提示した条件（こ
の場合に適用される換算レートは、ATM 保有会社等が独自
に定めるレートであり、第 33 条第 7 項は適用されません。）
に基づき、出金通貨と提示通貨の両替がなされたこととなり、
この場合、以下の定めが適用されるものとします。

① 提示通貨が日本円の場合
会員が選択した円貨建の金額が海外キャッシング 1 回払い
の借入金元金となります。

② 提示通貨が日本円以外の場合
会員が選択した提示通貨建の金額で、会員が提示通貨建の
現金の交付を受けたとみなしたうえで、前項が適用されます。
なお、提示通貨から日本円への換算にあたっては、第 33 条
第 7 項が適用されます。

第 31 条（キャッシングリボ払い）
1. 会員は、第 20 条に定める金額の範囲内で、繰り返し当行か

ら融資を受けることができます（以下「キャッシングリボ払い」
という。）。ただし、家族会員については、当行が承認した場
合に限り、キャッシングリボ払いが利用できます。

2. 会員は、次の (1) から (4) の方法により、キャッシングリボ払
いを利用することができます。ただし、家族会員は (2)、(3)、
(4) の方法を選択できません。

(1) ＣＤ・ＡＴＭに暗証番号を入力して所定の操作をする方法
(2) 電話により申し込む方法
(3) JCB ホームページにおいて申し込む方法
(4) その他、当行が指定する方法

　また、キャッシングリボ払いによる融資日は、第 33 条第
1 項規定のお支払い口座へ融資金が振り込まれた日またはＣ
Ｄ・ＡＴＭで融資を受けた日とします。お支払い口座へは、
当行に代わり、JCB が立て替えて融資金を振り込む場合があ
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ります。
3. キャッシングリボ払いの返済方式は毎月元金定額払いとしま

す。本会員は、以下の元金を翌月の約定支払日に支払うもの
とします。
　当月15 日のキャッシングリボ払い利用残高（キャッシング
リボ払いの未返済元金の合計金額をいい、第 30 条第 6 項
に基づきその日までに返済方式がキャッシングリボ払いに変
更されたものの金額を含む。以下同じ。）が、当行が別途
通知するキャッシングリボ払い支払元金以上の場合は当該
キャッシングリボ払い支払元金、キャッシングリボ払い支払
元金未満の場合は当該キャッシングリボ払い利用残高。な
お、キャッシングリボ払い支払元金は、キャッシングリボ払
い利用可能枠に応じて、当行が増額できるものとします。

4. 本会員は、以下のとおり利息を支払うものとします。
(1) 標準期間におけるキャッシングリボ払い利用金額に対して融

資日の翌日（なお、標準期間におけるキャッシング 1 回払い
に関して、第 30 条第 6 項に定めるキャッシング 1 回払いか
らキャッシングリボ払いへの返済方式の変更があった場合
は、変更日の翌日）から標準期間満了日の属する月の翌月の
約定支払日までの間当行所定の利率を乗じた金額を翌月の
約定支払日

(2) 当月の約定支払日のキャッシングリボ払い利用残高（ただし、
同日に支払うキャッシングリボ払い支払元金および (1) の
キャッシングリボ払い利用金額を差し引いた金額）に対して
当月の約定支払日の翌日から翌月の約定支払日までの間当
行所定の利率を乗じた金額を翌月の約定支払日

5. 当行が認めた場合、本会員は、当行所定の方法によりキャッ
シングリボ払い支払元金の金額を変更し、また、返済方式を、
ボーナス併用払いまたはボーナス月のみ元金定額払いに変更
できるものとします。第 3 項にかかわらず、本会員は、ボー
ナス併用払いの場合、ボーナス指定月の約定支払日において
は本会員が指定した金額を加算した金額をキャッシングリボ
払い支払元金とし、ボーナス月のみ元金定額返済の場合、ボー
ナス指定月の約定支払日においてのみ本会員が指定した金額
をキャッシングリボ払い支払元金として支払うものとします。

6. 本会員は、キャッシングリボ払い利用残高および利息につい
ては、第 3 項、第 4 項、第 5 項の支払いのほか本規約末尾
に記載の「繰上返済方法」に従い随時支払うことができます。

7. 第 30 条第 7 項の規定は、キャッシングリボ払いに準用され
ます。

第 32 条（ＣＤ・ＡＴＭでの利用）
　会員は、JCB と提携する金融機関等のＣＤ・ＡＴＭで以下
の取引を行うことができます。その場合、会員は当行に対し、
当行所定の金融機関利用料（本規約末尾に記載の「キャッシ
ングサービスのご案内」に定めるものをいう。）を支払うもの
とします。なお、ＣＤ・ＡＴＭの機種や設置地域、店舗等により、
利用できない取引があり、また、ＣＤ・ＡＴＭの設置店舗の
営業時間やシステム保守等により、利用できない時間帯があ
ります。
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(1) キャッシング 1 回払いの利用
(2) キャッシングリボ払いの利用または随時支払い
(3) ショッピングリボ払いの随時支払い

第 4 章　お支払い方法その他

第 33 条（約定支払日と口座振替）
1. 毎月10 日（当日が金融機関等休業日の場合は翌営業日）を

約定支払日とし、本会員はショッピング利用代金の支払区分
および金融サービスごとに定められた該当する約定支払日に
支払うべき金額（以下「約定支払額」という。）を、予め本
会員が届け出た当行所定の金融機関の預金口座等（原則とし
て本会員名義の口座を届け出るものとします。以下「お支払
い口座」という。）から口座振替または自動引落しの方法に
より支払うものとします。ただし、事務上の都合により当該
約定支払日以降の約定支払日にお支払いいただくことや、本
会員の当行に対するお支払い口座の届け出の遅延、金融機
関の都合等により当行が特に指定した場合には、当行所定
の金融機関の預金口座に振り込む方法、当行所定の収納代
行業者による収納代行等の他の支払方法（この場合、金融
機関または収納代行業者に対する支払いに係る手数料は原
則本会員の負担となります。また、収納代行による支払方法
において、収納代行業者に対する支払いとは別に、払込票
の発行および送付にかかる当行に対する手数料の支払義務
が発生する場合があります。）によりお支払いいただくことも
あります。なお、約定支払日に口座振替または自動引落しが
できなかった場合には、当該約定支払日以降、約定支払額
の全額または一部につき、お支払い口座が開設されている金
融機関との約定に基づく口座振替または当行所定の方法によ
る自動引落しがなされることがあります。

2. 前項に基づき当行がお支払い口座から自動引落しをする場
合、当行は当行普通預金規定または当座勘定規定にかかわ
らず、普通預金通帳、払戻請求書または当座小切手なしで自
動引落しができるものとします。

3. 当行が本会員に明細（第 34 条第 1 項に定めるものをいう。）
の通知手続きを行った後に、本会員が本規約末尾に記載の

「繰上返済方法」に従い、約定支払日の前に借入金等を支払っ
たこと、もしくは会員がキャッシング 1 回払いもしくはキャッ
シングリボ払いを利用したこと等により、本会員が本規約に
基づき当行に支払うべき手数料もしくは利息の金額と当行が
前項の方法により約定支払日に本会員から実際に支払いを
受けた手数料もしくは利息の金額との間に差額が生ずる場
合、または本会員が当行所定の金融機関の預金口座に振り
込む方法で、本会員が本規約に基づき当行に支払うべき金額
を超えて当行に対する支払いをした場合、当行は翌月の約定
支払日に本会員に当該差額を返金するなどの方法により精算
することを本会員は承諾するものとします。なお、当行は本
会員が翌月の約定支払日に支払うべき約定支払額から当行
が本会員に返金すべき金額を差し引くことができます。

4. 会員が国外でカードを利用した場合等の本会員の外貨建債
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務については、JCB の関係会社が加盟店等に第 23 条に係る
代金等の支払処理を行った時点（会員がカードを利用した日
とは原則として異なります。）の JCB が定める換算レートおよ
び換算方法に基づき、円換算した円貨により、本会員は当行
に対し支払うものとします。

5. 会員が国外でカードを利用した場合において、JCB の関係会
社が加盟店等に第 23 条に係る代金等を支払った後に、会
員と加盟店間のカード利用に係る契約が解除された場合等、
当行が本会員へ返金を行う場合は、原則として、前項に基
づき JCB の関係会社が加盟店等に第 23 条に係る代金等の
支払処理を行った時点の JCB が定める換算レートおよび換
算方法により、円換算した円貨によるものとします。ただし、
当行が係る時点を特定することが不可能な場合等、やむを
得ない事情がある場合には、JCB の関係会社が加盟店等と
の間で当該解除等に係る手続きを行った時点（会員が加盟店
との間で当該解除等に係る手続きを行った日とは異なること
があります。）の JCB が定める換算レートおよび換算方法に
よる場合があります。

6. 会員が国外で付加価値税（VAT）返金制度を利用した場合
において、当行が本会員へ返金を行う際の換算レートおよび
換算方法は、JCB の関係会社が付加価値税（VAT）返金制
度取扱免税会社との間で当該返金に係る手続きを行った時点

（会員が付加価値税（VAT）返金制度を利用した日またはカー
ドを利用した日とは異なります。）の JCB が定める換算レート
および換算方法により、円換算した円貨によるものとします。
なお、会員が本条第 8 項に基づき円貨建のショッピング利
用代金額を選択した場合であっても、当行が本項に基づき本
会員へ返金を行う金額は、外貨建の返金額を本項および次
項に基づき円換算した金額となり、加盟店が会員に対して円
貨建のショッピング利用代金額を提示する際に適用した換算
レートは適用されません。

7. 第 4 項から第 6 項の換算レートおよび換算方法は、原則
として、JCB 指定金融機関等が指定した為替相場を基準に
JCB が定めるものとし、別途公表します。なお、一部の航空
会社その他の加盟店におけるカード利用の場合には、当該
加盟店の都合により一旦異なる通貨に換算されたうえ、JCB
が定める換算レートおよび換算方法により円換算することが
あります。

8. 会員が国外でカードを利用した場合であっても、会員が加盟
店において、外貨建のショッピング利用代金額のほかに、ま
たは外貨建のショッピング利用代金額に代えて、円貨建の
ショッピング利用代金額の提示を受けて、会員が円貨建の
ショッピング利用代金額を選択した場合には、会員が加盟店
において提示を受けた円貨建の金額がショッピング利用代
金額となります。この場合、本条第 4 項、第 5 項および第
7 項の適用はありません。なお、加盟店が会員に対して円貨
建のショッピング利用代金額を提示する際に適用される、外
貨から円貨への換算レートは、各加盟店が独自に定めるレー
トであり、JCB が定める換算レートとは異なります。（ただし、
第 6 項に基づく返金時のみ、第 7 項は適用されます。）
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第 34 条（明細）
1. 当行は、「MyJ チェック」の登録を行った本会員に対し、約

定支払日に先立ち、カード利用の内容や約定支払額その他
カード利用に関連する事項の明細（以下「明細」という。）を、
電磁的記録の提供の方法によって通知します。当行は明細の
内容が確定した後速やかに（なお、第 24 条第 2 項 (2) に基
づく利用内容の変更等がなされた場合には、当該変更後速
やかに）、明細の内容が確定した旨の通知（以下「明細確定
通知」という。）を本会員が届け出た E メールアドレス宛に
送信します。ただし、標準期間にカード利用がなく、かつ約
定支払額が 0 円である場合等、明細確定通知を省略するこ
とがあります。

2. 当行は、本会員が標準期間満了日の当月19 日までに「MyJ
チェック」に登録していない場合には、前項に代えて、明細
書（明細を書面化したものをいう。以下同じ。）を本会員の届
出住所宛に送付します。また、当行は本会員が明細書の発
行を希望し、当行がこれを認める場合には、前項に加えて、
明細書を本会員の届出住所宛に送付します。なお、年会費
のみの支払いの場合等、カードの種類によっては明細書の送
付を行わない場合があります。当行が本会員に明細書を送付
した場合、本会員は当行に対し明細書の発行および送付に
係る明細手数料（以下「明細手数料」という。）として当行が
定める額を標準期間の満了日の翌々月10 日に（ただし、当
行所定の事由に該当した場合には、その翌月以降に繰り延
べられる場合があります。）支払うものとします。ただし、当
行が公表する事由に該当する場合には、本会員は明細手数
料の支払義務を負わないものとします。なお、当行は本会員
が明細手数料の支払義務を負わない事由を変更する場合が
ありますが、その場合には事前に公表または通知します。

3. 当行が本会員に対して第 1 項に基づき明細確定通知を送信
したとき、または前項に基づき明細書を送付したときは、本
会員は速やかに明細の内容が、本会員および家族会員のカー
ド利用の内容と整合していないものがないか、また本会員お
よび家族会員以外の第三者によるカード利用が含まれていな
いか、明細を閲覧するなどして確認するものとし、それらの
事由があった場合には、直ちに当行に対して届け出るものと
します。

4. 当行は、会員がキャッシング 1 回払い、キャッシングリボ払
いを利用した場合、ご利用の都度、利用内容を明らかにした
書面を、前項の明細とは別に、本会員の届け出住所へ郵送
にて通知します。ただし、本会員が希望または同意する場合
は、書面の郵送に代えて、電磁的方法により利用内容を通知
します。なお、利用内容を明らかにした書面に記載された返
済期間、返済回数、返済期日または返済金額は、当該書面
を交付後に会員が新規の利用または本会員が返済をした場
合は変動します。

5. 会員は、当行が本会員に交付する書面を、一定期間における
貸付・返済その他の取引状況を記載した明細（電磁的方法に
よるものを含む。以下「代替書面等」という。）に代えること
ができることを承諾するものとします。また、当行は、当行
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が定め、本会員に対して別途通知または公表する時期以降、
代替書面等による運用を開始するものとします。なお、本会
員が退会または会員資格を喪失した場合には、それ以降は、
代替書面等は本会員に提供されません。

第 35 条（遅延損害金）
1. 本会員が、会員のカード利用に基づき当行に対して支払うべ

き約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合には、約
定支払額（ただし、ショッピングリボ払い手数料、ショッピ
ング分割払い手数料、ショッピングスキップ払い手数料、金
融サービスの手数料および利息ならびに遅延損害金等は除
く。）に対しその翌日から完済に至るまで、また、本規約に
基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を喪失し
た場合には、残債務全額（ただし、ショッピングリボ払い手
数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングスキップ
払い手数料、金融サービスの手数料および利息ならびに遅
延損害金等は除く。）に対し期限の利益を喪失した日の翌日
から完済に至るまで、それぞれ以下に定める利率を乗じた遅
延損害金を支払うものとします。

 ・ショッピング 1 回払い、ショッピングリボ払い 年 14.60％
 ・キャッシング 1 回払い、キャッシングリボ払い 年 20.00％
  ・ショッピング 2 回払い、ボーナス 1 回払い、ショッピングスキップ払い

法定利率
2. 第 1 項にかかわらず、ショッピング分割払いに係る債務につ

いては以下の遅延損害金を支払うものとします。
(1) 分割支払金の支払いを遅延した場合は、分割支払金のうち

分割支払元金に対し約定支払日の翌日から完済に至るまで
年 14.60％を乗じた金額。ただし、当該遅延損害金はショッ
ピング分割払い残元金に対し法定利率を乗じた額を超えな
い金額。

(2) 分割支払金合計額の残額の期限の利益を喪失した場合は
（(1) の場合を除く）、ショッピング分割払い残元金に対し期
限の利益を喪失した日の翌日から完済に至るまで法定利率
を乗じた金額。

第 36 条（支払金等の充当順序）
　本会員の当行に対する債務の支払額が本規約およびその
他の諸契約に基づき当行に対して負担する債務の全額を消
滅させるのに充たない場合には、当該支払額の債務への充
当は、当行所定の順序により当行が行うものとします。

第 37 条（当行の債権譲渡）
　当行は、当行が必要と認めた場合、当行が本会員に対し
て有するカード利用に係る債権を信託銀行等の第三者に譲
渡すること、または担保に入れることがあります。

第 38 条（期限の利益の喪失）
1. 本会員は、次のいずれかに該当する場合、(1) においては相

当期間を定めた当行からの催告後に是正されない場合、(2)、
(3)、(4) または (6) においては何らの通知、催告を受けること
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なく当然に、(5)、(7)、(8)、(9)、(10) または (11) においては
当行の請求により、当行に対する一切の債務について期限
の利益を喪失し、残債務全額を直ちに支払うものとします。

(1) 約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき。
(2) 自ら振出した手形、小切手が不渡りになったとき、または一

般の支払いを停止したとき。
(3) 差押、仮差押、仮処分の申立てまたは滞納処分を受けたとき。
(4) 破産、民事再生、金銭の調整に係る調停の申立てを受けた

とき、または自らこれらの申立てをしたとき。
(5) 本規約に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担

する債務について本会員が当行の指定する保証会社（以下
「保証会社」という。）に対し保証を委託した場合において、
当該保証会社から当行に対し当該委託に基づく連帯保証の
取消または解約の申し出（ただし、もっぱら保証会社側の事
情による取消または解約の申し出を除く）があったとき。

(6) 本会員の預金その他の当行に対する債権について仮差押、
保全差押または差押の命令通知が発送されたとき。

(7) カード改ざん、不正利用等当行がカードの利用を不適当と認
めたとき。

(8) 住所変更の届出を怠るなど、会員の責めに帰すべき事由に
よって、当行において会員の所在が不明となったとき。

(9) 前各号のほか会員の信用状態に重大な変化が生じたとき。
(10) 本規約に違反し、その違反が本規約の重大な違反となると

き。( 第 11 条の 2 第 1 項に違反する場合を含むが、それに
限らない。)

(11) 第 42 条第 4 項 (1)、(2)、(4) 、(9)、(11) または (12) のいず
れかの事由に基づき会員資格を喪失したとき。

2. 第 1 項にかかわらず、ショッピングリボ払い、ショッピング分
割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング 2 回払い
またはボーナス 1 回払いによるショッピング利用代金額に基
づく債務については、第 26 条の弁済金または第 27 条の分
割支払金の支払い、その他本会員の当行に対する債務の支
払いを遅滞し、当行から 20 日以上の相当な期間が定められ
た書面により催告を受けたにもかかわらず、当該書面に記載
された期限までに支払わなかったときに期限の利益を喪失す
るものとします。なお、第 1 項 (2)、(3)、(4)、(5)、(6)、(7)、(8)、
(9) または (10) に該当する場合には、第 1 項の規定が優先し
て適用されるものとします。

第 38 条の 2（取引の制限等）
　当行は、以下の各号のいずれかに該当する場合、当行が
必要と判断する期間、会員のカード利用（ショッピング利用、
キャッシング 1 回払い、海外キャッシング 1 回払いおよび
キャッシングリボ払いの利用を含むが、それらに限らない。
以下同じ。）を停止し、または制限する場合があります。なお、
(1) の理由によりカード利用を停止または制限する場合、本
会員のその後の支払状況にかかわらず、当行が定める一定
期間、当該停止または制限を継続する場合があります。

(1) 本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかった場合、
その他本会員の当行に対する一切の債務の全部または一部
について延滞が発生している場合
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(2) 前号のほか、会員のカードの利用状況および本会員の信用状
況等により会員のカード利用が適当でないと当行が判断した
場合

(3) 会員が第 11 条の 3 に違反しているか、または違反している
おそれがあると当行が判断した場合

(4) 会員が第 9 条第1項第2 文に基づく資料の提出に応じなかっ
た場合、あるいは第11条第2 項に基づく両社の求めに対して、
回答を拒絶もしくは遅延し、または十分な回答を行わなかっ
た場合

(5) 会員が在留期間（出入国管理及び難民認定法に基づく在留
期間をいう。以下同じ。）の定めのある外国人である場合で
あって、会員の届出によって当社が確認できる在留期間の満
了日が経過した場合

(6) 前各号のほか、会員が本規約に違反し、もしくは違反するお
それがある場合、その他会員のカード利用が適切でないと当
行が合理的に判断した場合

第 39 条（当行からの相殺）
1. 本会員が、本規約に基づくクレジットカード利用により当行

に対して負担した債務を履行しなければならないときは、そ
の債務と当行に対する本会員の預金その他債権とを、その
債権の期限のいかんにかかわらず、当行はいつでも相殺する
ことができます。この場合、当行は本会員に対し、書面によ
り通知します。

2. 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料
および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金そ
の他の債権の利率については、預金規定等の定めによるも
のとし、また外国為替相場については当行の相殺計算実行
時の相場を適用するものとします。

第 40 条（本会員からの相殺）
1. 本会員は、弁済期にある預金その他の債権と本規約に基づ

くクレジットカード利用により当行に対して負担した債務と
を、その債務の期限が未到来であっても、本会員自ら当該
期限の利益を放棄することにより、相殺することができます。
この場合、本会員は当行に対し、書面により通知します。

2. 前項によって相殺する場合には、債権債務の利息、手数料
および損害金の計算期間は相殺実行の日までとし、預金等
の利率については預金規定等の定めによるものとし、また外
国為替相場については当行の相殺計算実行時の相場を適用
するものとします。

第 41 条（相殺における充当の指定）
1. 当行から相殺する場合に、本会員が本規約に基づくクレジッ

トカード利用により当行に対して負担した債務のほかに当行
に対して債務を負担しているときは、当行は債権保全上の事
由によりどの債務との相殺にあてるかを指定することができ
ます。

2. 本会員から返済または相殺をする場合に、本会員が本規約
に基づくクレジットカード利用により当行に対して負担した債
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務のほかに当行に対して債務を負担しているときは、本会員
はどの債務の返済または相殺にあてるかを指定することがで
きます。なお、本会員がどの返済または相殺にあてるかを指
定しなかったときは当行が指定することができます。

第 42 条（退会および会員資格の喪失等）
1. 会員は、両社所定の方法により退会を申し出ることができま

す。この場合、当行の指示に従って直ちにカードを返還する
か、カードに切り込みを入れて破棄しなければならないもの
とし、当行に対する残債務全額を完済したときをもって退会
となります。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対して
負担する債務については、退会の申し出後も、本規約の定
めに従い支払義務を負うものとします。

2. 当行が第 2 条、第 3 条または第 6 条に基づき送付したカー
ドについて、会員が相当期間内に受領しない場合には、両社
は会員が退会の申し出を行ったものとして取り扱うものとし
ます。

3. 本会員が退会する場合、当然に家族会員も退会となります。
4. 会員（(5) または (9) のときは、それに該当する会員をいい、

家族会員が (1)、(2)、(3)、(4)、(6)、(7)、(8) 、(9)、(11)、(12)
のいずれかに該当したときは、当該家族会員のみならず、本
会員も含む。）は、次のいずれかに該当する場合、(1)、(5)、(9)、
(13) においては当然に、(2) においては相当期間を定めた
当行からの通知、催告後に是正されない場合、(3)、(4)、(6)、
(7)、(8) 、(10)、(11)、(12) においては当行が会員資格の喪
失の通知をしたときに、会員資格を喪失します。また、本会
員が会員資格を喪失した場合、当然に家族会員も会員資格
を喪失します。なお、本会員は、本規約に基づき当行に対し
て負担する債務については、会員資格の喪失後も、本規約
の定めに従い支払義務を負うものとします。また、本会員は、
会員が会員資格喪失後にカードを利用した場合にも支払義
務を負うものとします。

(1) 会員が入会時に虚偽の申告をしたことが判明したとき。
(2) 本会員が約定支払額を約定支払日に支払わなかったとき、

その他会員が本規約に違反したとき。
(3) 会員が本規約に違反し、当該違反が重大な違反にあたるとき。
(4) 会員の信用状態に重大な変化が生じたとき、または換金目的

によるショッピング利用等会員によるカードの利用状況が適
当でないと当行が判断したとき。

(5) 両社が更新カードを発行しないで、カードの有効期限が経過
したとき。

(6) 会員が反社会的勢力に該当することが判明したとき。
(7) 会員が、自らまたは第三者を利用して、暴力的な要求行為、

法的な責任を超えた不当な要求行為、取引に関して、脅迫的
な言動をし、または暴力を用いる行為、風説を流布し、偽
計を用いまたは威力を用いて両社の信用を毀損し、または両
社の業務を妨害する行為、その他これらに準ずる行為を行っ
たとき。

(8) 会員が自らまたは第三者を利用して、当行、JCB または両社
の委託先の役員または従業員（以下、総称して「役職員」と
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いう。）に対して、以下の①から⑤のいずれかの行為をした
とき。

① 暴言、誹謗中傷、威迫的な言動、性的な言動、役職員の
人格を攻撃する言動または役職員個人に対する攻撃的言
動・要求

② 長時間にわたる時間的拘束（電話によるものを含む。）、同
じ趣旨の言動を繰り返す行為、執拗な問い合わせ・要求、
または役職員の業務に支障が生じるような対応の要求

③ 上記①②のほか、役職員の心身または就業環境を害する
おそれのある行為

④ 法的な根拠のない金品の要求、特別対応の要求
⑤ 上記①②③④のほか、要求の内容の妥当性に照らして、当

該要求を実現するための手段・態様が社会通念上不相当な
行為

(9) お支払い口座が開設されている銀行において、指定口座が法
令や公序良俗に反する行為に利用され、またその恐れがある
と認め、お支払い口座における取引を停止しまたは本会員に
通知する事によりお支払い口座が強制解約されたとき。

(10) 会員が死亡したことを当行が知ったとき、または会員の親族
等から会員が死亡した旨の連絡が当行にあったとき。

(11) 会員が第 11 条の 3 に違反したと当行が合理的に判断したと
き、または会員が第 9 条第 1 項第 2 文に基づく資料の提出
に応じなかった場合、あるいは第 11 条第 2 項に基づく両社
の求めに対して応じず、もしくは十分な回答を行わなかった
とき。

(12) 会員のカード利用が法令や公序良俗に反し、もしくは法令や
公序良俗に反する行為に利用されたと認められるとき、また
はそれらのおそれがあると認められるとき。

(13) 会員が在留期間の定めのある外国人である場合であって、会
員の届出によって当社が確認できる在留期間の満了日から、
当社所定の期間が経過したとき。

5. 家族会員は、本会員が、両社所定の方法により家族会員に
よる家族カードの使用の中止を申し出た場合、その申し出時
をもって当然に、本代理権を喪失し、これにより会員資格を
喪失します。

6. 第 4 項または第 5 項の場合、会員資格の喪失の通知の有無
にかかわらず、当行は加盟店にカードの無効を通知すること
ができるものとします。

7. 第 4 項または第 5 項に該当し、当行が直接または加盟店を
通じてカードの返還を求めたときは、会員は直ちにカードを
返還するものとします。

第 43 条（カードの紛失、盗難による責任の区分）
1. カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことによ

り、他人にカードまたはカード番号等を使用された場合（モ
バイル端末等にカード番号等を登録するなどして、当該モバ
イル端末等が決済手段として使用された場合等を含む。）、そ
れらのカード利用代金は本会員の負担とします。

2. 前項にかかわらず、会員が自己の意思によらずしてカードの
占有を喪失した場合（紛失または盗難による場合をいう。）、
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会員がカードの紛失または盗難の事実またはそのおそれがあ
ることを知ったときから直ちに（ただし、直ちに通知すること
が不可能なやむを得ない事情がある場合には、可能な限り
速やかに）、当行または JCB に両社所定の方法によりその事
実を通知するとともに所轄の警察署へ届け出、かつ当行ま
たは JCB の請求により所定の紛失盗難届を当行または JCB
に提出したことを条件として、当行は、当該通知を受けたカー
ドについて、当行または JCB が通知を受けた日の 60 日前以
降に他人によってカードまたはカード番号等が使用されたも
のにかかるカード利用代金を免除します。

3. 会員は、カードを盗取した他人、またはカードもしくはカー
ド番号等を使用した他人が会員と面識のある者である場合

（ただし、本条に基づき本会員がカード利用代金を負担する
場合を除く。）には、当該他人が当行に対して負う損害賠償
債務を弁済するよう、当行の求めに応じて最大限の協力をす
るものとします。

4. 第 2 項にかかわらず、次のいずれかに該当するときは、カー
ド利用代金は免除されず、本会員は第 1 項に基づいて、カー
ド利用代金を当行に支払うものとします。

(1) 会員が第 2 条に違反したとき。
(2) 会員の家族もしくは親族（同居の有無を問わない。）、同居人、

法定代理人、留守人その他会員の依頼もしくは同意に基づき
会員やその家族等の身の回りの世話をする者、またはこれら
に準ずる会員の関係者（以下「会員関係者」という。）がカー
ドまたはカード番号等を使用したとき。なお、この場合、会
員のカードまたはカード番号等の管理にかかる過失の有無お
よび会員の本規約への違反の有無を問わないものとします。

(3) 会員が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難の被
害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる場
所である等他人がカードを盗取することが困難ではない状況
下においてカードを自己の身の回りから離した場合やこれら
に準じる場合等、会員または会員関係者の故意または重過
失によって紛失または盗難が生じたとき。

(4) 会員が当行もしくは JCB の請求する書類を提出しなかったと
き、または当行もしくは JCB 等の行う被害状況の調査（詳細
な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らな
い。）に協力しなかったとき。

(5) 第 2 項に定める通知、警察署への届け出もしくは両社所定
の紛失・盗難届、または本項 (4) に定める書類もしくは調査
に対する回答の内容等に虚偽が含まれるとき、または重要事
項を告知していなかったとき。

(6) 会員が第 3 項に違反したとき。
(7) カードまたはカード番号等の使用の際、登録された暗証番号

またはその他の会員の認証情報（各種のパスワード等をいう。
以下同じ。）が使用されたとき（ただし、暗証番号またはその
他の認証情報の管理につき、会員に故意または過失が存在
しない場合を除く。）。

(8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失または盗
難が生じたとき。

(9) その他本規約に違反している状況において紛失または盗難
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が生じたとき。
第 43 条の 2（カード番号等の不正利用）
1. カード番号等を紛失し、または盗難もしくは詐取等（以下「紛

失・盗難等」という。）されたことにより、他人にカード番号
等を使用された場合（モバイル端末等にカード番号等を登録
するなどして、当該モバイル端末等が決済手段として使用さ
れた場合を含む。）、それらのカード利用代金は本会員の負
担とします。

2. 前項にかかわらず、会員がカード番号等の紛失・盗難等の
事実もしくはカード番号等を他人に不正に使用された事実ま
たはそれらのおそれがあることを知ったときから直ちに（た
だし、直ちに通知することが不可能なやむを得ない事情があ
る場合には、可能な限り速やかに）、当行または JCB に両社
所定の方法によりその事実を通知するとともに、当行または
JCB の請求により両社所定の紛失・盗難等届を当行または
JCB に提出したことを条件として、当行は、当該通知を受け
たカード番号等を他人が不正に使用したと認められるものの
うち、次項に定める「免責対象カード利用」について、カー
ド利用代金を免除します。

3. 他人が会員のカード番号等を不正に使用したカード利用のう
ち、明細についての次の (1)(2) のうちいずれか早い方の日（な
お、日にちを特定するに当たっては、第 9 条（届出事項の
変更）第 3 項が適用されるものとする。）から 60 日以内に、
会員が前項に基づき当行または JCB に対して通知をした場合
に、当該明細に情報が初めて記載されたカード利用を「免責
対象カード利用」として、前項に基づくカード利用代金の免
責対象とします。なお、カード番号等が不正に使用されたカー
ド利用の支払区分がショッピングリボ払い、ショッピング分
割払い、ショッピングスキップ払い、ショッピング 2 回払い、
またはボーナス 1 回払いである場合には、これらのカード利
用が初めて記載された明細を基準として、60 日が経過して
いないか否かを判定するものとし、2 度目以降の記載にかか
る明細を基準とはしません。

(1) 当行が明細確定通知を本会員が登録した E メールアドレス宛
に送信した日

(2) 当行が本会員に対して明細書を送付した場合にあっては、当
該明細書が本会員の届出住所に到達した日

4. 会員は、カード番号等を盗取もしくは詐取した他人、または
カード番号等を使用した他人が会員と面識のある者である場
合（ただし、本条に基づき本会員がカード利用代金を負担す
る場合を除く。）には、当該他人が当行に対して負う損害賠
償債務を弁済するよう、当行の求めに応じて最大限の協力を
するものとします。

5. 第 2 項および第 3 項にかかわらず、次のいずれかに該当する
ときは、カード利用代金は免除されず、本会員は第 1 項に基
づいて、カード利用代金を当行に支払うものとします。

(1) 会員が第 2 条に違反したとき。
(2) 会員関係者がカード番号等を使用したとき。なお、この場合、

会員のカード番号等の管理にかかる過失の有無および会員
の本規約への違反の有無を問わないものとします。
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(3) 会員が類似の過失を繰り返した場合もしくは紛失・盗難等の
被害を何度も繰り返した場合、他人が立ち入ることのできる
場所である等他人がカード番号等を盗取することが困難では
ない状況下においてカードを自己の身の回りから離した場合
やこれらに準じる場合等、会員または会員関係者の故意また
は重過失によって紛失・盗難等が生じたとき。

(4) 会員が当行もしくは JCB の請求する書類を提出しなかったと
き、または当行もしくは JCB 等の行う被害状況の調査（詳細
な状況の確認や証拠物の提出等を含むが、それらに限らな
い。）に協力しなかったとき。

(5) 第 2 項に定める通知もしくは両社所定の紛失・盗難等届、ま
たは本項 (4) に定める書類もしくは調査に対する回答の内容
等に虚偽が含まれるとき、または重要事項を告知していな
かったとき。

(6) 会員が第 4 項に違反したとき。
(7) カード番号等の使用の際、会員の認証情報が使用されたとき

（ただし、認証情報の管理につき会員に故意または過失が存
在しない場合を除く。）。

(8) 戦争、地震など著しい社会秩序の混乱の際に紛失・盗難等
が生じたとき。

(9) その他本規約に違反している状況において、紛失・盗難等が
生じたとき。

6. カードを紛失し、または盗難もしくは詐取等されたことによ
り、他人にカード番号等を使用された場合には本条の適用
はなく、前条が適用されます。

7. 当行は、前条および本条に定めるカード利用代金の本会員に
よる負担およびその免除の要件を将来に向けて変更する場
合があります。当行が当該変更を行う場合には、原則として
3 ヵ月前までに会員に対して当該変更につき通知します。た
だし、当該変更が専ら会員の利益となるものである場合、そ
の他会員に不利益を与えないと認められる場合には、公表
のみとする場合があります。また緊急に変更を行う必要が認
められる場合には、会員に対して事前に通知のうえ当該変更
を行うことができます。

第 44 条（偽造カードが使用された場合の責任の区分）
1. 偽造カード（第 2 条第 1 項に基づき両社が発行し当行が会

員本人に貸与するカード以外のカードその他これに類似する
ものをいう。）の使用に係るカード利用代金については、本
会員の負担となりません。

2. 第 1 項にかかわらず、偽造カードの作出または使用につき、
会員に故意または過失があるときは、当該偽造カードの使用
に係るカード利用代金は、本会員の負担とします。

第 45 条（費用の負担）
1. 本会員は、金融機関等にて振込により支払う場合の金融機

関等所定の振込手数料その他本規約に基づく債務の支払に
際して発生する各種取扱手数料、本規約に基づく費用・手数
料等に課される消費税その他の公租公課、および当行が債
権の保全実行のために要した費用を負担するものとします。
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2. 本会員が約定支払日に約定支払額を支払わなかった場合に
は、当社と本会員との間の精算のために当社に追加的に生じ
る事務に要する費用（再振替費用、事務処理費用、通信費等）
の一部として、当社または JCB が公表する金額を会員は負担
するものとし、本会員は当社の請求に基づき、当該金員を第
33 条に定める方法により当社に対して支払うものとします。

第 46 条（合意管轄裁判所）
　会員は、会員と当行または JCB との間で訴訟が生じた場合、
訴額のいかんにかかわらず会員の住所地または当行（会員と
当行との間の訴訟の場合）もしくは JCB（会員と JCB との間
の訴訟の場合）の本社、支社、営業所の所在地を所轄する
簡易裁判所または地方裁判所を第一審の合意管轄裁判所と
することに同意するものとします。

第 47 条（準拠法）
　会員と両社との本規約およびその他の諸契約に関する準
拠法はすべて日本法とします。

第 48 条（外国為替および外国貿易管理に関する諸法令等の適用）
　会員は、国外でカードを利用するに際しては、外国為替お
よび外国貿易管理に関する諸法令等に従い、許可証、証明
書その他の書類を提出し、またはカードの利用の制限あるい
は停止に応じていただくことがあります。

第 49 条（会員規約およびその改定）
　本規約は、会員と両社との一切の契約関係に適用されます。
両社は、民法の定めに基づき、会員と個別に合意することなく、
将来本規約を改定し（本規約と一体をなす規定・特約等を
新たに定めることを含みます。）、または本規約に付随する規
定もしくは特約等を改定することができます。この場合、両
社は、当該改定の効力が生じる日を定めたうえで、原則とし
て会員に対して当該改定につき通知します。ただし、当該改
定が専ら会員の利益となるものである場合、または会員への
影響が軽微であると認められる場合、その他会員に不利益
を与えないと認められる場合には、公表のみとする場合があ
ります。なお、本規約と明示的に相違する規定または特約が
ある場合は、当該規定または特約が優先されるものとします。

附則
　第 4 条の 2 第 1 項に基づき、会員が 2025 年 2 月 28 日ま
でに、自ら「MyJCB」または「J/Secure（TM）」の利用登録を
行っていない場合、両社は、同日以降、当該会員につき、順次
MyJCB 等の登録を行います。

2025 年 2 月 28 日現在

※本規約または本規定に付随する規定もしくは特約等の各条項に
記載の法令は、当該条項の適用時点における最新の法令を指す
ものとします（改正により法令の名称、条文番号等に変更があっ
た場合には、合理的に読み替えるものとします。）。
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スマリボ特約
第１条 （総則）
1. 本特約は、会員規約（個人用）（以下「会員規約」という。）

第 26 条（ショッピング利用代金の支払区分）第 2 項 (1) 号
に基づき、会員がショッピング利用代金の支払区分をショッ
ピングリボ払いとする場合のサービス内容および利用条件等
を定めるものです。なお、本特約において特に定義のない用
語については、会員規約におけるものと同様の意味を有します。

2. 本特約と会員規約その他の付随規定（以下「会員規定等」と
いう。）との間に内容の相違がある場合、本特約が優先して
適用されます。本特約に定めのない事項については、会員規
定等が適用されます。

第２条 （定義）
1. 「スマリボ」（以下「本サービス」という。）とは、会員規約第

26 条第 2 項 (1) 号に基づき、原則として全てのショッピング
利用代金の支払区分をショッピングリボ払いとするサービス
をいいます。

2. 「利用者」とは、本特約第 3 条に基づき、本サービスの利用
登録が完了した会員をいいます。

第３条 （利用登録）
1. 本サービスの利用を希望する会員は、本特約を承認の上、

両社所定の方法により、両社に本サービスの利用を申し込む
ものとします。両社は、会員の申し込みを承諾した場合に、
当該会員の利用登録を行います。

2. 前項の利用登録の申し込みができる会員は、会員規約（個人
用）の適用を受ける会員です。ただし、一部の会員は、前項
の利用登録の申し込みを行うことができません。

第４条 （本サービスの内容）
1. 本サービスの内容は、以下のとおりとします。ただし、利用

者により提供を受けることができるサービスに制限のある場
合があります。

(1) 利用者が会員規約第 24 条（ショッピングの利用）および第
26 条第1項に基づきショッピング利用をするに当たり、ショッ
ピング 1 回払いを指定した場合、当該ショッピング利用の支
払区分は、原則として全てショッピングリボ払いとなります。
ただし、電子マネーの入金、カードの付帯サービス料金その
他両社が指定するもの（JCB のホームページ等で公表します。）
の支払区分はショッピング 1 回払いとなります。なお、利用
者がショッピング利用をするに当たり、ショッピング 1 回払い
以外の支払区分を指定した場合、本サービスの適用は受けま
せん。

(2) 本サービスの利用登録がなされている間、会員規約第 22 条
（利用可能な金額）第 1 項から第 3 項に基づき会員がショッ
ピング利用できる金額を算定するに当たり、適用される機能
別利用可能枠は会員規約第 21 条（利用可能枠）第 1 項②に
定める「ショッピングリボ払い利用可能枠」となります。



36 37

(3) (1) 号および (2) 号にかかわらず、利用者がショッピングリボ
払い利用可能枠を超えてショッピング利用をした場合、当該
利用可能枠を超過した利用分については、会員規約第 27
条（ショッピング利用代金の支払い）第 1 項 (1) 号に基づき、
ショッピング 1 回払いとしてお支払いいただくものとします。

(4) ショッピングリボ払いの支払方法は会員規約第 28 条（ショッ
ピングリボ払い）第1項に定めるとおりです。また、支払いコー
スは、会員規約末尾の「ショッピングリボ払いのご案内」に
記載するコースのうち「残高スライドゆとりコース」または「残
高スライド標準コース」となります。各支払いコースの詳細お
よび手数料率は、「ショッピングリボ払いのご案内」に記載
のとおりです。

(5) 利用者は、本サービスの利用登録が有効になされている間、
別途両社が公表する条件を充たした場合には、両社が公表
する内容の優遇サービスを受けることができます。

2. 両社は、営業上その他の理由により、本サービスの内容を
変更することができるものとします。この場合、両社は、利
用者に対して、3 ヶ月前まで（ただし、重要な変更について
は 6 ヶ月前まで）に公表または通知します。ただし、緊急を
要する場合には、この限りではありません。

第５条 （本サービスの利用方法）
 　利用者は、ショッピング利用をするに当たって、ショッピン

グ 1 回払いをご指定ください。

第６条 （利用登録の抹消）
1. 利用者は、両社が定める方法で本サービスの解除を申し出る

ことにより、利用登録を抹消することができます。
2. 両社は、(1)利用者が約定支払額を約定支払日に支払わなかっ

たとき、(2) 利用者が会員規定等または本特約に違反したとき、
(3) 利用者のショッピングリボ払い利用可能枠が 0 円となった
とき、(4) その他利用者のカード利用状況または信用状況等
に照らして、本サービスの利用が適当でないと判断した場合
には、当該利用者の利用登録を抹消することができます。

3. 前二項に基づき利用登録が抹消された場合、会員は以後、
利用者ではなくなり、本サービスを利用することはできませ
ん。この場合、会員がその後に利用したショッピング利用に
ついては、本特約は適用されず、会員規定等のみが適用され
ます。

4. 第 1 項または第 2 項に基づき利用登録が抹消された場合で
あっても、それまでのショッピング利用については、本特約
第 4 条第 1 項 (1) 号から (4) 号が適用されます。ただし、利
用者が会員規約第 41 条（期限の利益の喪失）第 1 項また
は第 2 項に基づき期限の利益を喪失した場合には、この限
りではありません。

第７条 （本サービスの終了）
 　両社は、営業上その他の理由により、本サービスを終了す

ることができます。この場合、両社は本サービス終了の 6 ヶ
月前までに利用者に通知します。本サービスが終了した場合、
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前条第 3 項および第 4 項が準用されます。

第８条 （本特約の改定）
 　本特約の改定は、会員規約第 46 条（会員規約およびそ

の改定）が適用されます。

第９条 （「支払い名人」からの移行）
1. ｢支払い名人｣（両社が会員規約第 24 条第 2 項 (1) 号に基づ

き 2019 年 4 月 15 日利用分、2019 年 5 月 10 日支払日ま
で会員に提供していたサービスをいう。以下同じ。）から本
サービスに移行した利用者については、本特約第 4 条第 1
項 (4) 号にかかわらず、ショッピングリボ払いの支払いコース
は、会員規約末尾の ｢ショッピングリボ払いのご案内｣ に記
載するコースのうち、｢支払い名人｣ から本サービスへの移行
時点で当該会員に対して適用されていた支払いコース（以下
｢既存コース｣ という。）または残高スライド標準コースとなり
ます。

2. 利用者は、両社所定の方法により申し出、両社が認めた場合、
既存コースから、本特約第 4 条第 1 項 (4) 号に定める支払い
コースに変更することができます。但し、当該変更後は、利
用者は既存コースに再度変更することはできません。

ショッピングスキップ払い  特約
（※本特約は、2016 年 5 月以降、当行および JCB が定める日よ
り有効となります。）

第１条（総則）
1． 株式会社百十四銀行（以下「当行」という。）および株式会

社ジェーシービー（以下「JCB」という。）所定の会員規約（個
人用）（以下「会員規約」という。）に定める会員は、本特約
を承認のうえ、本特約に定めるショッピングスキップ払いを
利用することができます。なお、本特約における用語は、会
員規約における用法に従うものとします。

2． 会員は、当行が別途定める期日までに会員が支払区分の変
更を希望するショッピング利用を特定して申し出、当行が認
めた場合、ショッピング利用代金の支払区分を、ショッピン
グ 1 回払いからショッピングスキップ払いに変更することが
できます。会員が支払区分の変更を行った場合、カード利用
日にショッピングスキップ払いの指定があったものとします。

3． 会員は、1 回のショッピング利用代金の一部についてのみ支
払区分を変更することはできません。また、電子マネーの入金、
カードの付帯サービス料金その他当行が指定する利用代金に
ついては、ショッピングスキップ払いへの変更はできません。

第２条（利用可能枠、利用可能な金額、明細）
1． ショッピングスキップ払いの利用可能枠は、会員規約第 21 条

第1項③のショッピング分割払い利用可能枠と共通となります。
2． 会員規約第 22 条第 1 項⑴にかかわらず、ショッピング分割

払い利用可能枠（会員規約第 21 条第 1 項③の利用可能枠）
に係る利用残高は、ショッピング分割払いの利用残高とショッ
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ピングスキップ払いの利用残高の合計となります。また、ご
利用代金明細書においても、ショッピング分割払いの利用残
高とショッピングスキップ払い利用残高の合計額が、ショッ
ピング分割払いの利用残高として記載されます。

第３条（支払い）
1． 本会員は、会員が第 1 条第 2 項に従いショッピングスキップ

払いを指定した場合、ショッピング利用代金額に、以下の
ショッピングスキップ払い手数料を加算した金額を、標準期
間満了日の属する月の翌々月から標準期間満了日の属する月
の 7 ケ月後の月までのうちから会員が指定した月（以下「ス
キップ指定月」という。）の約定支払日に一括（1 回）で支払
うものとします。なお、会員が一度指定した約定支払日を再
度変更することはできません。

（ショッピングスキップ払い手数料）
　　標準期間におけるショッピング利用代金額に対して標準期間

満了日の属する月の翌月の約定支払日翌日からスキップ指定
月の約定支払日までの経過月数と、当行所定の手数料率（月
利）を乗じた金額

2． 本会員は、ショッピングスキップ払いに関する債務の支払い
を会員規約末尾に記載の「繰上返済方法」中の「ショッピン
グ分割払い」にかかる規定に基づいて一括で支払うことがで
きます。

第４条（支払停止の抗弁）
　　　本会員は、支払区分をショッピングスキップ払いに変更し

て購入した商品もしくは割賦販売法に定める指定権利または
提供を受けた役務（以下併せて「商品等」という。）について、
会員規約第 31 条第 2 項各号の事由が存するときは、その
事由が解消されるまでの間、当該事由の存する商品等につい
て、同条の定めに従い、当行への支払いを停止することがで
きるものとします。ただし、同条第 6 項の各号に加え、ショッ
ピングスキップ払いの対象となった 1 回のカード利用におけ
る支払総額が 4 万円に満たないときは支払いを停止すること
はできないものとします。

第５条（遅延損害金）
　　　本会員が、第 3 条第 1 項に基づき支払うべき約定支払額

をスキップ指定月の約定支払日に支払わなかった場合には、
約定支払額（ただし、ショッピングスキップ払い手数料は除
きます。）に対しその翌日から完済に至るまで、また、会員
規約に基づき当行に対して負担する債務につき期限の利益を
喪失した場合には、残債務全額（ただし、ショッピングリボ
払い手数料、ショッピング分割払い手数料、ショッピングス
キップ払い手数料、金融サービスの手数料および利息なら
びに遅延損害金等は除きます。）に対し期限の利益を喪失し
た日の翌日から完済に至るまで、ショッピングスキップ払い
に関しては年 6．00％、その他の支払区分については会員
規約第 37 条に定める利率を乗じた遅延損害金を支払うもの
とします。
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第６条（期限の利益喪失）
　　　会員規約第41条第1項から第3 項にかかわらず、本会員は、

ショッピングスキップ払いによるショッピング利用代金に基づ
く債務については、会員規約に基づき会員が支払うべき約定
支払額（第 3 条第 1 項に基づき支払うべき約定支払額を含
む。）の支払いを遅滞し、当行から 20 日以上の相当な期間
が定められた書面により催告を受けたにもかかわらず、当該
書面に記載された期限までに支払わなかったときに期限の利
益を喪失するものとします。なお、会員規約第 41 条第 2 項
または第 3 項⑴、⑵、⑶、⑷、に該当する場合には、同条
第 2 項、第 3 項の規定が優先して適用されるものとします。

　　　ショッピングスキップ払いを利用の場合、割賦販売法で定
める以下の法定用語は、カード発行のご案内、会員規約、
ご利用代金明細書において次のとおり読み替えます。

割賦販売法で定める法定用語 読み替え後の用語

包括信用購入あっせんの手数料 ショッピングリボ払い・分割払い・
スキップ払い手数料、手数料

＜ご相談窓口＞
1． 商品等についてのお問い合わせ、ご相談はカードをご利用さ

れた加盟店にご連絡ください。
2． 宣伝印刷物の送付等の営業案内の中止のお申し出について

は下記にご連絡ください。
●株式会社百十四銀行　クレジットセンター　087-832-0114
●株式会社　ジェーシービー　JCB インフォメーションセンター
　　東京・0422-76-1700　　大阪・06-6941-1700
　　福岡・092-712-4450　　札幌・011-271-1411
3． 本規約についてのお申し出、お問い合わせ、ご相談、個人

情報の開示・訂正・削除等の会員の個人情報に関するお問
い合わせ、ご相談および支払停止の抗弁に関する書面につ
いては下記にご連絡ください。なお、JCB では個人情報保護
の徹底を推進する管理責任者として個人情報統括責任者（コ
ンプライアンス部担当役員）を設置しております。

●株式会社百十四銀行　クレジットセンター
　〒 760-0050　高松市亀井町 7 番地 15　087-832-0114
●株式会社ジェーシービー　お客様相談室
　〒 107-8686　東京都港区南青山 5-1-22　青山ライズスクエア
　　　0120-668-500
＜共同利用会社＞
本規約に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社 JCBトラベル
　〒 171-0033　東京都豊島区高田 3-13-2　高田馬場ＴＳビル
　利用目的： 旅行サービス、航空券、ゴルフ場等リザベーションサー

ビス等の提供
○株式会社ジェーシービー・サービス
　〒 107-0062　東京都港区南青山 5-1-22　青山ライズスクエア
　利用目的：保険サービス等の提供
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【当行、JCB、百十四 JCB の加盟個人信用情報機関】

名
称

全国銀行個人信用
情報センター

（KSC）

株式会社シー・
アイ・シー（CIC）

株式会社日本信用
情報機構（JICC）

所
在
地

〒 100-8216
東京都千代田区丸
の内 1-3-1

〒 160-8375
東京都新宿区西新宿
1-23-7 新宿ファー
ストウエスト 15 階

〒 110-0014
東京都台東区北上野一丁
目 10 番 14 号住友不動産
上野ビル５号館

電
話
番
号

03-3214-5020 0120-810-414 0570-055-955

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
）

https : //www.
zenginkyo.or.jp/
pcic/

https : //www.
cic.co.jp/

https : //www.
jicc.co.jp/

◆ 各個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名
等の詳細は、各機関のホームページをご覧ください。

【当行、JCB、百十四 JCB の個人信用情報機関加盟状況】
名称 当行 JCB 百十四 JCB

全国銀行個人信用情報センター（KSC） ○
株式会社シー・アイ・シー（CIC） ○ ○ ○
株式会社日本信用情報機構（JICC） ○ ○

【加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係】
加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報

KSC CIC・JICC ※
CIC KSC・JICC ※
JICC KSC・CIC ※

※ 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報
は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。

※ 当行が加盟する個人信用情報機関のうち、CIC は、割賦販売法
に基づく指定信用情報機関です。

※ 当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員
の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報
を加盟会員に提供します。（但し、ショッピングリボ払い、ショッ
ピング分割払い、ショッピング2 回払い、ボーナス1回払いのサー
ビスがないカードについてはこの限りではありません。）

【当行、JCB、百十四 JCB の加盟個人信用情報機関への登録情報とその期間】
株式会社シー・アイ・シー（CIC）

登録情報 登録期間
①氏名、生年月日、性別、住所、

電話番号、勤務先、勤務先
電話番号、運転免許証等の
記号番号等の本人を特定す
る為の情報

左記②～④までのいずれかの
情報が登録されている期間
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②加盟個人信用情報機関を利
用した日および本約款に係
る申込みの事実

個人信用情報機関に照会した
日から 6 ヶ月間

③本契約に係る客観的な取引
の事実（注 1）

契約期間中および契約終了後
5 年以内

④債務の支払を延滞した事実 契約期間中および契約終了後
5 年間

注１ ．氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、
運転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名およびその
数量／回数／期間、支払回数等契約内容に関する情報、等。
利用残高、割賦残高、年間請求予定額、支払日、完済日、
延滞等支払い状況に関する情報、等

全国銀行個人情報センター（KSC）・株式会社日本信用情報機構（JICC）

登録情報 登録期間
KSC JICC

① 氏名、生年月日、住所、電
話番号、勤務先、運転免許
証の番号、本人確認書類の
記号番号等の本人情報

左記②から⑥までのいずれか
の情報等が登録されている期
間

② 加盟個人信用情報機関を利
用した日および本約款に係
る申込みの事実

当該利用日か
ら 1 年を超え
ない期間

照会日から
6 ヶ月以内

③ 入会承認日、利用可能枠、貸
付残高等の本約款の内容お
よび債務の支払を延滞した
事実、完済等のその返済状況

契 約 期 間 中 お
よ び 契 約 終 了
日（完済してい
ない場合は完済
日）から 5 年を
超えない期間

契約継続中
および契約終
了後
5 年以内

④ 官報において公開されてい
る情報

破産手続開始決
定等を受けた日
か ら 7 年 を 超
えない期間

－

⑤ 登録情報に関する苦情を受
け、調査中である旨 当該調査中の期間

⑥ 本人確認資料の紛失、盗難、
貸付自粛等の本人申告情報

本人申告があっ
た 日 か ら 5 年
を超えない期間

－

※ 上記の内、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、
④～⑥までとなります。

※ 上記の他、JICC については、債権譲渡の事実に係る情報は当
該事実の発生日から1 年以内が登録されます。
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＜ショッピングリボ払いのご案内＞
1. 毎月のお支払い元金

締切日（毎月 15 日）のご利用残高

10 万円以下 １0 万円超
50 万円以下

50 万円超
100 万円以下 100 万円超

全額コース 締切日（毎月15日）のご利用残高全額

定額コース ご指定の金額（5千円以上1千円単位）＊

残
高
ス
ラ
イ
ド
コ
ー
ス

ゆとりコース 5 千円 1 万円 1 万 5 千円 2 万円

標準コース 1 万円 10 万円超 10 万円ごとに 1 万円加算

短期コース 2 万円 10 万円超 10 万円ごとに 2 万円加算

※ゴールドカードをお持ちの会員の方は 1 万円以上 1 千円単位と
なります。

※新カードへお切り替えの場合に、指定する欄がない、もしくは
指定いただいていない場合はお切り替え前の設定元金が引き
継がれます。

※スマリボに新規登録する場合は、残高スライドゆとりコースまた
は標準コースのみ選択可能です。

2．手数料率
実質年率　15.00％
※上記以外の利率となる場合もございます。
※ 会員規約（ショッピング利用代金の支払区分）に定めるショッ

ピング利用代金の支払区分をすべてショッピングリボ払いとす
る方式を利用する場合は、実質年率 15.00％になります。

［初回のご請求］
実質年率×日数（締切日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷ 365 日

［2 回目以降のご請求］
実質年率×日数（約定支払日の翌日より翌月の約定支払日まで）÷ 365 日
3．お支払い例
・ 定額コース 1 万円、手数料率 15.00％の方が 6 月 30 日に 7 万

円をご利用の場合
(1) 8 月10 日お支払い

① お支払い元金 10,000 円
② 手数料 747 円（7 万円×15.00％× 26 日÷ 365 日）
③ 8 月10 日の弁済金 10,747 円（①＋②）

(2) 9 月10 日のお支払い
① お支払い元金 10,000 円
② 手数料 764 円（6 万円×15.00％× 31 日÷ 365 日）
③ 9 月10 日の弁済金 10,764 円（①＋②）

＜ショッピング分割払いのご案内＞
1．手数料率
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実質年率　15.00％（月利 1.25％）
　（上記以外の利率となる場合もございます。）
2．支払回数表
実質年率　15.00％の場合
支払回数 3回 5回 6回 10回 12回
支払期間 3ヶ月 5ヶ月 6ヶ月 10ヶ月 12ヶ月
割賦係数 2.51％ 3.78％ 4.42％ 7.00％ 8.31％

（ショッピング利用代金 10,000
円あたりの分割手数料の額） 251円 378円 442円 700円 831円

支払回数 15回 18回 20回 24回
支払期間 15ヶ月 18ヶ月 20ヶ月 24ヶ月
割賦係数 10.29％ 12.29％ 13.64％ 16.37％

（ショッピング利用代金 10,000
円あたりの分割手数料の額） 1,029円 1,229円 1,364円 1,637円

※ 加盟店によりまして、上記支払回数以外の回数がご指定いただ
ける場合がございます。

3．お支払い例
　実質年率 15.00％の方が現金販売価格 10 万円の商品を 10 回

払いでご購入の場合
Ａ．上表に基づく手数料総額
　　100,000 円× 7.00％＝ 7,000 円
Ｂ．上表に基づく支払総額
　　100,000 円＋ 7,000 円＝107,000 円※ 1
Ｃ．毎月の支払額
　　107,000円÷10回＝10,700円※2（ただし、初回10,518円※3、

最終回 10,699 円※ 4）
Ｄ．分割支払金合計額
　　10,518 円（初回）＋ 10,700 円× 8（第 2 回～第 9 回）＋

10,699 円（最終回）＝106,817 円
※ 1「Ｄ．分割支払金合計額」は、「Ｂ．上表に基づく支払総額」

を超えない範囲とします。（計算の過程で端数金額が生じた
場合は、調整されます。）

※ 2 毎月の支払金額を均等にするため、いったん割賦係数を用い
て「Ｃ．毎月の支払額」を算出しています。

※ 3 初回支払額は上記「Ｃ．毎月の支払額」から月利で求めた手
数料を引いた金額を支払元金とし、それに日割計算で求め
た手数料を加えた金額となります。

　月利計算の手数料　100,000 円×1.25％＝1,250 円
　初回支払元金　　　10,700 円－1,250 円＝ 9,450 円
　 日割計算の手数料　100,000 円× 15.00％× 26 日÷ 365 日＝

1,068 円（ご利用金額×実質年率×日数（締切日の翌日より翌
月10 日まで）÷ 365 日）

　初回支払額　　　　9,450 円＋1,068 円＝10,518 円
※ 4 最終回の支払額は、最終回の分割支払元金（現金販売価格

からお支払済分割支払元金（初回から第 9 回まで）の合計
を差し引いていた金額）と手数料の合計となります。第 2 回
目から第 9 回までの分割支払元金は、「Ｃ．毎月の支払額」
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から月利で求めた手数料を引いた金額となります。
＜例・第２回＞

初回支払後残高　　100,000 円－ 9,450 円＝ 90,550 円
月利計算の手数料　90,550 円×1.25％＝1,131 円
第 2 回支払元金　　10,700 円－1,131 円＝ 9,569 円

＜ショッピングスキップ払いのご案内＞
　ご利用金額にショッピングスキップ払い手数料を加えた金額を、
ご指定のお支払い月の10日に一括（1回）でのお支払いとなります。
手数料：ご利用金額×手数料率（月別）×繰延月数（変更前お支
払い月からご指定のお支払い月までの月数をいいます。）
支払期間：54 ～ 239 日
1．手数料率
実質年率　15.00％（月別 1.25％）
　　　　　（上記以外の利率となる場合もございます。）
2．お支払い例
　6 月 30 日にショッピング 1 回払いにて 1 万円を利用し（8 月10
日お支払い分にて利用）、お支払い月を11 月10 日へ変更した場合

＜ 11 月10 日のお支払い＞
　①お支払い元金　10,000 円
　②手数料　　　375 円（1 万円× 3 ヵ月×（15.00％／ 12 ヵ月））
　③ 11 月10 日の支払額　10,375 円（①＋②）

＜キャッシングサービスのご案内＞

名称 融資利率
（年利＊1） 返済方式 返済期間／返済回数 担保

キャッシング
１回払い

（国内・海外）
15.00％ 元利一括払い 23 ～ 56 日

（ただし暦による）／ 1 回 不要

JCB
キャッシング
リボ払い

15.00％

・ 毎月元金定
額払い

・ ボーナス併
用払い

・ ボーナス月
のみ元金定
額払い

利用残高および返済方式に応
じ、ご返済元金と利息を完済
するまでの期間、回数。
なお、ご利用可能枠の範囲内で
繰り返し借り入れる場合には、
利用残高が変動するため、返済
期間返済回数も変更となる。
＜返済例＞
貸付金額 10 万円で返済元金 1
万円の毎月元金定額払いの場
合、10 ヶ月／ 10 回

不要

※ 海外キャッシング 1 回払いをご利用の場合、国外の金融機関等
の事務処理の都合上、ご利用データの JCB の到着が遅れ、お
支払日が標準期間満了日の属する月の最大 2 ヵ月後または 3 ヵ
月後の約定支払日となる場合がございます（最大返済期間は
101 日）。この場合であっても、手数料は融資日の翌日から標
準期間満了日の属する月の翌月10 日までの期間に手数料率を
乗じた金額となります。

●遅延損害金（＊1）年 20.00％
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＊1）1 年 365 日（うるう年は 366 日）による日割計算

＜繰上返済方法＞
ショッピ
ングリボ
払い

ショッピ
ング分割
払い＊ 1

キ ャ ッ シ ン
グ 1 回 払 い

（国内・海外）

キャッシ
ングリボ
払い

1. ATM によ
るご返済 ○ × × ○

当行の ATM および提携
金融機関の ATM 等から
入金して返済する方法

2. 口座振替に
よるご返済 ○ ○ × ○

事前に当行に申し出ること
により、約定支払日に口座
振替により返済する方法

3. 口 座 振 込
でのご返済 ○ ○ ○ ○

事前に当行に申し出のう
え、当行指定口座への振
込により返済する方法

4. 持参によ
るご返済 ○ ○ ○ ○ 当行に現金を持参して

返済する方法
＊全額繰上返済のみとなります。
※全額繰上返済の場合、日割計算にて返済日までの手数料また

は利息を併せ支払うものとします。
※一部繰上返済の場合、原則として返済金の全額を元本の返済

に充当するものとし（キャッシングサービスに対する充当金額は
1 千円以上 1 千円単位または 1 万円以上 1 万円単位となりま
す。）、次回以降の約定支払日に、日割計算にて元本額に応じ
た手数料または利息を支払うものとします。

日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語との
読み替えについて

　日本クレジット協会が定める自主規制規則における標準用語
は、カード発行のご案内、会員規約、ご利用代金明細書等にお
いて次のとおり読み替えます。

日本クレジット協会が定める
自主規制規則における標準用語 読み替え後の用語

現金販売価格、現金提供価格 ショッピング利用代金、ショッピ
ング利用代金額

支払総額 分割支払金合計額

包括信用購入あっせんの手数料 ショッピングリボ払い・分割払い・
スキップ払い手数料、手数料

分割支払額
毎月の支払額、お支払金額、
今回のお支払明細、お支払予
定情報

支払回数 支払区分

以下の規定については、Oki Doki ポイントプログラムの対象とな
る方に適用されます。
 ･ Oki Doki ポイントプログラム利用規定
　https://www.jcb.co.jp/terms-and-conditions/
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114 SalutCa JCB 保証委託約款

第１条（委託の範囲および契約の成立）
1． 114SalutCa JCB（以下、「カード」といいます。）のクレジット

本会員（既入会済の本人会員、以下「会員」といいます。）ま
たは本会員入会申込者（以下総称して「会員等」といいます。）
が、株式会社百十四ジェーシービーカード（以下「保証会
社」といいます。）に委託する債務保証の範囲は、株式会社
百十四銀行（以下「当行」といいます。）の定める「114SalutCa 
JCB 会員規約（以下「会員規約」といいます。）に基づき、会
員が当行に対し負担する114SalutCa JCB 利用による一切の
債務、損害金その他一切の債務の全額とします。ただし、保
証会社が実際に保証する範囲、条件および方法は保証会社
と当行との間に締結されている保証契約によるものとし、保
証契約で保証の範囲が限定されても異議ないものとします。

2． 前項の保証は保証会社が保証を適当と認めた後、会員等が
カードを受領した時点で成立するものとします。

3． 会員等が保証会社の保証を得て、カードを利用するについて
は、本約款のほかカード会員規約の各条項を遵守し、期日
には遅滞なく債務を弁済するものとします。

第 2 条（調査及び報告）
　会員等は、保証会社から会員等の資産、収入、信用状況
等について調査、説明を求められたときは、ただちにこれに
応じ書類作成、諸手続実行等協力するものとします。会員は、
その資力、信用等に著しい変動が生じたとき、または生じる
おそれがあるときは遅滞なく保証会社に通知しその指示に従
うものとします。

第 3 条（保証債務の履行）
　会員は、会員が会員規約及びその特約事項等に従い支払
いをしないとして、保証会社が当行から保証債務の履行を求
められたときは、会員に対して事前の通知、催告なく、保証
会社と当行との保証契約に基づいて保証債務を履行されるこ
とに同意するものとします。

第 4 条（求償権の範囲）
　会員は、保証会社の会員に対する下記各号に定める求償
権およびその関連費用について弁済の責任を負い、遅滞なく
保証会社に支払うものとします。

① 前条による保証会社の代位弁済額。
② 保証会社が保証債務の履行のために要した費用の総額。
③ 保証会社が弁済した翌日から1 年 365 日（うるう年は 366

日）の日割計算による遅延損害金。詳細は以下。
　　1）ショッピング 1 回払い、ショッピングリボ払い年 14.60％
　　2）キャッシング 1 回払い、キャッシングリボ払い年 14.60％
　　3）ショッピング2回払い、ボーナス1回払い、分割払い、スキップ
　　　　払い法定利率

④ 保証会社が前記各号の金額を請求するために要した費用
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の総額。

第 5 条（弁済の充当順序）
　会員の弁済した金額が、保証会社に対する債務の全額を
消滅させるに足りないときは、保証会社が適当と認める順序、
方法により充当されても異議ないものとします。

第 6 条（求償権の事前行使）
1． 会員が次の各号の 1 つにでも該当し、求償権の保全に支障

が生じまたは生じるおそれがある時は、保証会社は第 3 条
の保証債務履行前に求償権を行使されることに同意するもの
とします。

① 保証会社および当行に対する債務の 1 つでも期限に弁済せ
ずまたは取引規定の 1 つにでも違反したとき。

② 仮差押、仮処分もしくは差押の通知または破産、競売、民
事再生手続開始の申立をしたときまたは受けたとき。

③ 手形交換所から不渡処分を受けたとき。
④ 租税、公課を滞納して督促を受けたときまたは保全差押を

受けたとき。
⑤ 支払いを停止したとき。
⑥ 会員規約に基づき退会もしくは会員資格の取消を受けたとき。
⑦ その他保証会社が債権保全のため必要と認めたとき。

2. 保証会社が前項により求償権を行使する場合には、会員は、
民法 461 条にもとづく抗弁権を主張しません。会員は借入金債
務または償還債務について担保がある場合にも同様とします。

第 7 条（反社会的勢力の排除）
　会員は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表
明し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するもの
とします。

1． 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過
しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他
これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）に
該当せず、または次のいずれかに該当しないこと。

① 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有す
ること

② 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関
係を有すること

③ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または
第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力
団員等を利用していると認められる関係を有すること

④ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与す
るなどの関与をしていると認められる関係を有すること

⑤ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と
社会的に非難されるべき関係を有すること

2． 会員は、自らまたは第三者を利用して次の各号に該当する行
為を行わないことを確約するものとします。

① 暴力的な要求行為
② 法的な責任を超えた不当な要求行為
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③ 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
④ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の

信用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
⑤ その他前各号に準ずる行為

3． 会員は、第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号
のいずれかに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づ
く表明・確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員
との取引を継続することが不適切である場合には、保証会
社からの請求によって、保証会社が保証している金額または
保証限度額について保証会社に対しあらかじめ求償債務を
負い、直ちに弁済するものとします。

4． 保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、第 6
条第 2 項の規定を準用するものとします。

5． 第 3 項の規定により、求償債務の弁済がなされたときには、
本約定は失効するものとします。

第 8 条（公正証書の作成）
　会員は、保証会社から請求があるときはこの契約による債
務の履行につき直ちに強制執行認諾条項のある公正証書の
作成に必要な一切の手続を執るものとします。

第 9 条（費用負担）
　保証会社が第 3 条の保証債務の履行によって取得した権
利の保全もしくは行使に要した費用およびこの契約から生じ
た一切の費用は会員が負担するものとします。

第 10 条（合意管轄）
　会員は、会員と保証会社の間で訴訟が生じた場合、訴額
のいかんにかかわらず保証会社の本社、支社、支店または
営業所所在地を所轄する簡易裁判所または地方裁判所を第
一審の合意管轄裁判所とすることに同意するものとします。

第 11 条（保証契約の改定）
　保証会社と当行との間の保証契約が改定されたときは、
改定後の契約が適用されるものとします。

第 12 条（保証の打ち切り）
1． 会員は、保証会社が会員の信用状況が悪化したと判断した

場合、保証会社と当行との保証契約が終了した場合、その
他保証会社が適当と判断した場合、この約款にかかわらず保
証会社が何ら通知なく新たな保証をしない場合があることに
同意するものとします。会員は、保証会社が事後に保証の打
ち切りを会員に通知をする場合であっても、打ち切りの理由
を開示しないことに異議ないものとします。

2． 会員が、保証会社の保証の打ち切りにより、期限の利益の喪
失や会員資格の喪失等の不利益を被ったとしても、保証会社
は会員に対し一切責任を負わないことに同意するものとします。

第 13 条（届出事項）
1． 会員は、氏名、住所、印鑑、電話番号、勤務先等届出事項
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に変更があったときは、ただちに当行に書面によって届出を
し、当行は変更内容を保証会社に通知するものとします。

2． 前項の届出がないために保証会社からなされた通知または
送付された書類等が延着、または到着しなかった場合には、
通常到着すべきときに到着したものとします。

第 14 条（ 個人情報の収集・利用・預託・提供および登録に関する同意）
1． 会員等は、保証会社が本申込（本契約を含む。以下、同じ。）

を含む保証会社との取引の与信判断及び与信後の管理のた
め、会員等および家族会員（以下、「契約者等」という。）の
以下の情報（以下、これらを総称して「個人情報」という。）
を保証会社が保護措置を講じた上で、収集・利用すること、
ならびに保証会社と個人情報の預託もしくは提供に関する契
約を締結した企業に対し本約款に関わる事務を業務委託（契
約に基づき当該委託先が別企業に再委託する場合を含む。）
する場合、保証会社が必要な範囲において当該委託先に個
人情報を預託することに同意するものとします。

(1) 所定の申込書に契約者等が記載した氏名、年齢、生年月日、
住所、勤務先、家族構成、住居状況等の事項。

(2) 保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約
款に基づく保証委託契約に関する事項。

(3) 本約款に基づく保証委託取引状況、支払状況。
(4) 本約款に関する会員が申告した会員等の資産、負債、収入、

支出、保証会社が収集したクレジット利用履歴および過去の
債務返済状況。

(5) 会員等または公的機関から、適法かつ適正な方法により収
集した、住民票等公的機関が発行する書類の記載事項。

(6) 金融機関等による顧客等の本人確認等および預金口座等の
不正な利用の防止に関する法律に基づく本人確認書類の記
載事項。

(7) 官報に記載された情報等、公開されている情報。
2． 保証会社は、会員等が本申込に必要な記載事項の記載を希

望しない場合及び本条項の内容の全部または一部を承認で
きない場合、保証をお断りすることや保証を中止する場合が
あります。

第 15 条（信用情報機関への登録・利用）
1． 保証会社が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力・

返済能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該
情報の提供を業とするもの。以下、「加盟個人信用情報機関」
という。）および当該機関と提携する個人信用情報機関（以
下、「提携個人信用情報機関」という。）に照会し、会員等
の個人情報が登録されている場合には、会員等の支払能力
に関する調査の目的に限り、それを利用することに同意する
ものとします。

2． 会員等は、会員等の本契約に関する客観的な取引事実に基
づく個人情報が、加盟個人信用情報機関に本約款末尾の表
に定める期間登録され、また、加盟個人信用情報機関およ
び提携個人信用情報機関の加盟会員により、会員等の支払
能力・返済能力に関する調査の目的に限り、利用されること
に同意するものとします。
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3． 保証会社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に加盟
する場合は、別途書面により通知し、同意を得るものとします。

4． 本契約が不成立の場合であっても本申込をした事実は第 14
条および本条第 1 項に基づき、当該契約の不成立の理由の
いかんを問わず、一定期間利用されることに同意します。た
だし、それ以外に利用されることはありません。

第 16 条（準拠法）
　会員と保証会社との間の諸契約に関する準拠法は日本法と
します。

第 17 条（規定の変更）
　この約款の内容を変更する場合は、保証会社は変更内容
および変更日を銀行の本支店に掲示する等の方法により通
知または告知するものとします。この場合、会員は、変更日
以降は変更後の内容に従うものとします。

〔加盟個人信用情報機関〕
本約款に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
名　　　　　称：株式会社シー・アイ・シー（CIC）
問合せ電話番号：0120-810-414
住　　　　　所：〒 160-8375　東京都新宿区新宿 1-23-7
　　　　　　　　　　　　　　　新宿ファーストウエスト15 階
Ｈ Ｐ ア ド レ ス：https://www.cic.co.jp

〔登録情報および登録期間〕
株式会社シー・アイ・シー（CIC）

登録情報 登録期間
① 氏名、生年月日、性別、住所、

電話番号、勤務先、勤務先
電話番号、運転免許証等の
記号番号等の本人を特定す
る為の情報

左記②～④までのいずれかの
情報が登録されている期間

② 加盟個人信用情報機関を利
用した日および本約款に係
る申込みの事実

個人信用情報機関に照会した
日から 6 ヶ月間

③ 本契約に係る客観的な取引
の事実（注 1）

契約期間中および契約終了後
5 年以内

④債務の支払を延滞した事実 契約期間中および契約終了後
5 年間

注 1. 上記 「本契約に係る客観的な取引の事実」は、氏名、生年
月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運転免
許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。契約
の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回数等契
約内容に関する情報、等。利用残高、支払日、完済日、延
滞等支払い状況に関する情報、等

※ 加盟する個人信用情報機関の CIC は、割賦販売法に基づく指
定信用情報機関です。

※ 当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員
の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報
を加盟会員に提供します。（但し、ショッピングリボ払い、ショッ
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ピング分割払い、ショッピング2 回払い、ボーナス1回払いのサー
ビスがないカードについてはこの限りではありません。）

〔加盟個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関〕
名　　　　　称：全国銀行個人信用情報センター（KSC）
問合せ電話番号：03-3214-5020
住　　　　　所：〒 100-8216　東京都千代田区丸の内 1-3-1
Ｈ Ｐ ア ド レ ス：https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/
名　　　　　称：株式会社日本信用情報機構（JICC）
問合せ電話番号：0570-055-955
住　　　　　所：〒 110-0014 東京都台東区北上野一丁目 10 番 14 号

　　　　　　　　　　　　住友不動産上野ビル５号館
Ｈ Ｐ ア ド レ ス：https://www.jicc.co.jp/
※ なお、各個人信用情報機関の規約、入会資格、入会している

企業のリスト等は、各個人信用情報機関のホームページに記載
されております。

※ 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報
は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。

〔個人情報のお問い合わせや開示・訂正・削除の窓口〕
名　　　　　称：株式会社百十四ジェーシービーカード
住　　　　　所：〒 760-0053　香川県高松市田町 11 番地 5
　　　　　　　　　　　　　　　（セントラル田町ビル 7 階）
電　話　番　号 ：（代表）087-802-3533

キャッシュカード規定

1．カードの利用
(1) 普通預金（総合口座取引の普通預金を含みます。以下同じ

です。）について発行した IC キャッシュカード（以下 IC カー
ドといいます。）は、普通預金口座について、次の場合に利
用することができます。

① 当行および当行がオンライン現金自動預金機の共同利用に
よる現金預入業務を提携した金融機関等（郵便局を含み、
以下「提携先」といいます。）の現金自動預金機（現金自
動預入払出兼用機を含みます。以下「預金機」といいます。）
を使用して普通預金（以下「預金」といいます。）に預入れ
をする場合。

② 当行および当行がオンライン現金自動支払機の共同利用に
よる現金支払業務を提携した金融機関等（郵便局を含み、
以下「提携先」といいます。）の現金自動支払機（現金自
動預入払出兼用機を含みます。以下「支払機」といいます。）
を使用して預金の払戻しをする場合。

③ 当行および当行がオンライン自動振込機の共同利用による
振込業務を提携した金融機関等（以下「提携先」といい
ます。）の自動振込機（振込を行うことができる現金自動
預入払出兼用機を含みます。以下「振込機」といいます。）
を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより払戻
し、振込みの依頼をする場合。

④ 当行所定の預金機を使用して預入資金を当行所定の預金
口座からの振替えにより払戻し、同時に当行所定預金口座
に通帳を使用して預入れをする（以下この取扱いを「振替
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入金」といいます。）場合。
⑤ その他当行所定の取引をする場合。

2．預金機による預金の預入
(1) 預金機を使用して預金に預入れをする場合には、預金機の

画面表示等の操作手順に従って、預金機に IC カードまたは
通帳を挿入し、現金を投入して操作してください。

(2) 預金機による預入れは、預金機の機種により当行または提
携先所定の種類の紙幣および硬貨に限ります。また、1 回あ
たりの預入れは、当行または提携先所定の枚数による金額
の範囲内とします。

3．支払機による預金の払戻し
(1) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合には、支払機の

画面表示等の操作手順に従って、支払機に IC カードを挿入
し、届出の暗証および金額を正確に入力してください。この
場合、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

(2) 支払機による払戻しは、支払機の機種により当行または提
携先所定の金額単位とし、1 回あたりの払戻しは、当行また
は提携先所定の金額の範囲内とします。なお、1 日あたりの
払戻しは当行所定の金額の範囲内とします。

(3) 支払機を使用して預金の払戻しをする場合に、払戻請求金額
と 6．⑵に規定する自動機利用手数料金額との合計額が払戻
すことのできる金額をこえるときは、その払戻しはできません。

4．振込機による振込
　 　振込機を使用して振込資金を預金口座からの振替えにより

払戻し、振込の依頼をする場合には、振込機の画面表示等の
操作手順に従って、振込機に IC カードを挿入し、届出の暗証
その他の所定の事項を正確に入力してください。この場合にお
ける預金の払戻しについては、通帳および払戻請求書の提出は
必要ありません。

5．預金機による振替入金
(1) 預金機を使用して振替入金をする場合には、預金機の画面表

示等の操作手順に従って、預金機に IC カードおよび振替入金
口座の通帳を挿入し、届出の暗証その他の所定の事項を正確
に入力してください。この場合における預金の払戻しについて
は、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

(2) 預金機による1 回あたりの振替入金は当行所定の金額の範囲
内とします。

6．自動機利用手数料等
(1) 提携先預金機を使用して預金の預入れをする場合には、提

携先所定の預金機の利用に関する手数料（以下「自動機利
用手数料」といいます。）をいただきます。

(2) 支払機または振込機を使用して預金の払戻しをする場合に
は、当行および提携先所定の支払機・振込機の利用に関す
る手数料（以下「自動機利用手数料」といいます。）をいた
だきます。
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(3) 自動機利用手数料は、預金の預入れまたは払戻し時に、通
帳および払戻請求書なしで、その預入れまたは払戻しをした
預金口座から自動的に引落します。なお、提携先の自動機
利用手数料は、当行から提携先に支払います。

(4) 振込手数料は、振込資金の預金口座からの払戻し時に、通
帳および払戻請求書なしで、その払戻しをした預金口座から
自動的に引落します。

7．代理人による預金の預入れ・払戻しおよび振込
(1) 代理人（本人と生計をともにする親族 1 名に限ります。）によ

る預金の預入れ・払戻しおよび振込の依頼をする場合には、
本人から代理人の氏名、暗証を届出てください。この場合、
当行は代理人のための IC カードを発行します。

(2) 代理人 IC カードにより振込の依頼をする場合には、振込依
頼人名は本人名義となります。「114 お振込カード」と代理人
カードを併用して振込の依頼をする場合には、振込依頼人
名は「114 お振込カード」の振込依頼人名義となります。た
だし、振込依頼人名を変更した場合は変更後の振込依頼人
名となります。

(3) 代理人の IC カードの利用についても、この規定を適用します。

8．預金機・支払機・振込機故障時等の取扱い
(1) 停電、故障等により預金機による取扱いができない場合に

は、窓口営業時間内に限り、当行本支店の窓口で IC カード
により預金に預入れをすることができます。

 なお、提携先の窓口では、この取扱いはできません。
(2) 停電、故障等により当行の支払機による取扱いができない

場合には、窓口営業時間内に限り、当行支払機故障時等の
取扱いとして定めた金額を限度として当行本支店の窓口で IC
カードにより預金の払戻しをすることができます。なお、提
携先の窓口では、この取扱いはできません。

(3) 前項による払戻しをする場合には、当行所定の払戻請求書
に氏名、金額および届出の暗証を記入のうえ、IC カードとと
もに提出してください。

(4) 停電、故障等により振込機による取扱いができない場合に
は、窓口営業時間内に限り、前 2 項によるほか振込依頼書
を提出することにより振込の依頼をすることができます。

9．IC カードによる預入れ・払戻し金額等の通帳記入
　 　IC カードにより預入れた金額、払戻した金額、自動機利用手

数料金額、振込手数料金額の通帳記入は、通帳が当行の預金機、
振込機、支払機もしくは通帳記帳機で使用された場合または当
行本支店の窓口に提出された場合に行います。また、窓口で IC
カードにより取扱った場合にも同様とします。なお、払戻した金
額と自動機利用手数料金額および振込手数料金額は当行所定の
方法によって通帳に記入します。

10．IC カード・暗証の管理等
(1) 当行は、支払機または振込機の操作の際に使用されたICカー

ドが、当行が本人に交付した IC カードであること、および入
力された暗証と届出の暗証とが一致することを当行所定の方
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法により確認のうえ預金の払戻しを行います。当行の窓口に
おいても同様に IC カードを確認し、払戻請求書、諸届その
他の書類に使用された暗証と届出の暗証との一致を確認のう
え取扱います。

(2) IC カードは他人に使用されないよう保管してください。暗証
は生年月日・電話番号等の他人に推測されやすい番号の利
用を避け、他人に知られないよう管理してください。IC カー
ドが、偽造、盗難、紛失等により他人に使用されるおそれ
が生じた場合または他人に使用されたことを認知した場合に
は、すみやかに本人から当行に通知してください。この通知
を受けたときは、直ちに IC カードによる預金の払戻し停止
の措置を講じます。

(3) IC カードの盗難にあった場合には、当行所定の届出書を当
行に提出してください。

11．偽造カード等による払戻し等
　 　偽造または変造カードによる払戻しについては、本人の故意

による場合または当該払戻しについて当行が善意かつ無過失で
あって本人に重大な過失があることを当行が証明した場合を除
き、その効力を生じないものとします。

　 　この場合、本人は、当行所定の書類を提出し、IC カードおよ
び暗証の管理状況、被害状況、警察への通知状況等について
当行の調査に協力するものとします。

12．盗難カードによる払戻し等
(1) IC カードの盗難により、他人に当該カードを不正使用され生

じた払戻しについては、次の各号のすべてに該当する場合、
本人は当行に対して当該払戻しにかかる損害（手数料や利息
を含みます。）の額に相当する金額の補てんを請求すること
ができます。

① IC カードの盗難に気づいてからすみやかに、当行への通知
が行われていること

② 当行の調査に対し、本人より十分な説明が行われていること
③ 当行の調査に対し、警察署に被害届を提出していることそ

の他の盗難にあったことが推測される事実を確認できるも
のを示していること

(2) 前項の請求がなされた場合、当該払戻しが本人の故意による
場合を除き、当行は、当行へ通知が行われた日の 30 日（た
だし、当行に通知することができないやむを得ない事情があ
ることを本人が証明した場合は、30 日にその事情が継続し
ている期間を加えた日数とします。）前の日以降になされた
払戻しにかかる損害（手数料や利息を含みます。）の額に相
当する金額（以下「補てん対象額」といいます。）を補てんす
るものとします。

 ただし、当該払戻しが行われたことについて、当行が善意か
つ無過失であり、かつ、本人に過失があることを当行が証明
した場合には、当行は補てん対象額の 4 分の 3 に相当する
金額を補てんするものとします。

(3) 前 2 項の規定は、第 1 項にかかる当行への通知が、盗難が
行われた日（当該盗難が行われた日が明らかでないときは、
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当該盗難にかかる盗難カード等を用いて行われた不正な預
金払戻しが最初に行われた日。）から、2 年を経過する日後
に行われた場合には、適用されないものとします。

(4) 前 2 項の規定にかかわらず、次のいずれかに該当することを
当行が証明した場合には、当行は補てん責任を負いません。

① 当該払戻しが行われたことについて当行が善意かつ無過失
であり、かつ、次のいずれかに該当する場合

　　Ａ本人に重大な過失があることを当行が証明した場合
　　Ｂ 本人の配偶者、二親等内の親族、同居の親族、その他の

同居人、または家事使用人（家事全般を行っている家政婦
など）によって行われた場合

　　Ｃ 本人が、被害状況についての当行に対する説明において、
重要な事項について偽りの説明を行った場合

② 戦争、暴動等による著しい社会秩序の混乱に乗じまたはこ
れに付随して IC カードが盗難にあった場合

13．IC カードの紛失、届出事項の変更等
(1) IC カードを紛失した場合または氏名、代理人、暗証その他

の届出事項に変更があった場合には、直ちに本人から当行
所定の方法により当行に届出てください。

(2) 前項によるほか、届出の暗証を変更される場合は、当行の
預金機・支払機・振込機の画面表示等の操作手順に従って
IC カードを挿入し、届出の暗証および新しい暗証を正確に入
力してください。この場合、書面による届出は必要ありません。
なお、代理人 IC カードについても同様に取扱います。

14．IC カードの再発行等
(1) IC カードの盗難、紛失等の場合の IC カードの再発行は、当

行所定の手続をした後に行います。この場合、相当の期間を
おき、また保証人を求めることがあります。

(2) IC カードを再発行する場合には、当行所定の再発行手数料
をいただきます。

15．預金機・支払機・振込機への誤入力等
　 　預金機・支払機・振込機の使用に際し、金額等の誤入力に

より発生した損害については、当行は責任を負いません。なお、
提携先の預金機・支払機・振込機を使用した場合の提携先の
責任についても同様とします。

16．解約、IC カードの利用停止等
(1) 預金口座を解約する場合または IC カードの利用を取りやめ

る場合には、その IC カードを当店に返却してください。なお、
当行普通預金規定により、預金口座が解約された場合にも
同様に返却してください。

(2) IC カードの改ざん、不正使用など当行が IC カードの利用を
不適当と認めた場合には、その利用をおことわりすることが
あります。この場合、当行からの請求がありしだい直ちに IC
カードを当店に返却してください。

(3) 17．に定める規定に違反した場合には、IC カードの利用を
停止することがあります。この場合、当行の窓口において当
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行所定の本人確認書類の提示を受け、当行が本人であること
を確認できたときに停止を解除します。

(4) IC カードが偽造、盗難、紛失等により不正に使用されるおそ
れがあると当行が判断した場合には、IC カードの利用を停止
することがあります。

17．譲渡、質入れ等の禁止
　　IC カードは譲渡、質入れまたは貸与することはできません。

18．規定の適用
　 　この規定に定めのない事項については、当行普通預金規定、

総合口座取引規定、貯蓄預金規定および振込規定により取扱
います。

身体認証にかかる特約

身体認証のご利用に際しては、この特約を適用します。
1．身体認証とは
(1) 身体認証とは、当行との間の銀行取引について預金者本人で

あることの確認手段の一つとして用いる認証方式で、IC カー
ド上の IC チップ（以下「IC」といいます。）に当行所定の機器、
操作および手続きにより当行の認めた利用者（以下「利用者」
といいます。）の手指の静脈パターンを記録（記録した指静
脈パターンを「身体認証データ」といいます。）し、これを当
行所定の機器により当該利用者の指静脈パターンと照合する
こと（以下「身体認証データの照合」といいます。）により認
証を行うものをいいます。

(2) 身体認証データの照合は、当行との間の銀行取引について
当行が預金者本人であることの確認（以下「本人確認」とい
います。）手段の一つとして使用するものです。当行が必要と
認める場合には、お取引の種類や状況に応じて IC カードの
暗証番号の入力その他の本人であることを確認する手段と併
せて使用するものとします。

2．身体認証データの登録・削除
　 　身体認証データの利用にあたっては、あらかじめ IC カードの

申し込みが必要となります。
(1) 身体認証データの登録は、当行所定の書面による届出時に

行うものとします。
(2) 身体認証データの登録にあたっては、当行所定の本人確認を

行わせていただきます。十分な本人確認ができない場合には、
当行は身体認証データの登録をお断りすることがあります。

3．取扱店の範囲
(1) 身体認証データの登録、変更、削除は当行本支店の当行所

定の窓口にてお取扱いをします。
(2) 身体認証データの照合は、当行所定の窓口および当行所定

の現金自動支払機、自動振込機にてお取扱いをします。



58 59

4．身体認証の利用範囲
(1) IC カードを用いて、当行所定の現金自動支払機、自動振込

機を利用して、払戻し、残高照会、振込、暗証番号の変更、
その他当行が定めた取引を行うとき。

(2) 当行所定の機器により、利用者および利用者の代理人の静
脈パターンと身体認証データを照合することにより、当行と
の間の銀行取引について当行が利用者または利用者の代理
人であることの確認手段の一つとして使用するとき。

(3) 身体認証データを登録・変更・削除するとき。

5． 預金の払戻し・振替・振込・解約等および身体認証データの
照合

(1) 当行所定の現金自動支払機、自動振込機で各種照会・払戻
し（現金の払戻しによる振込・振替取引も含みます。）・暗証
番号の変更その他当行所定の取引を行う時は当行所定の現
金自動支払機、自動振込機の画面表示等の操作手順に従っ
て、現金自動支払機、自動振込機に IC カードを挿入しご利
用ください。

(2) 前項の取引について、当行は身体認証データについて当行所
定の機器によって同一性が認定され、かつ入力された暗証番
号と届出の暗証番号との一致が確認できた場合に払戻し等
を行います。

6．身体認証データの登録変更
　 　身体認証データの登録の変更を行う場合は、当行所定の窓

口にて、当行所定の書類を届出てください。当行は、本人確認を
行う等、当行所定の手続きをした後に登録の変更を行います。こ
の場合、相当の期間をおき、また保証人を求めることがあります。

7．カード更改・事故・使用不能時等の手続き
(1) 身体認証データを登録した IC カードを更改・事故・カード種

類の変更または IC カードの使用不能などにより、新しい IC
カードに切り替えた場合は、すみやかに新しい IC キャッシュ
カードに身体認証データの登録手続きを行ってください。

(2) 身体認証データが登録されるまでの間は、当行所定の預入
払出機における 5．⑴の取引について身体認証データの照合
は行わず、入力された暗証番号と届出の暗証番号との一致を
確認して取引を行います。

8．認証装置の障害時の取扱い
　 　身体認証データの照合を行う当行所定の機器に障害が生じた

場合その他相当の事由のある場合は、預金払戻しまたは解約
の受付を一時的に中止する場合があります。また当行に故意、
重大な過失がない場合には、当行は免責されるものとします。

9．代理人
(1) 預金者本人は IC カードによる預入れ、払戻し、振込、振替

等につき代理人（本人と生計をともにする親族 1 名に限りま
す。）を届け出ることができます。

(2) 前項の場合、代理人は、原則として預金者本人が同席のうえ、
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代理人 IC カードに代理人の身体認証データを登録する必要
があります。

 代理人が身体認証データを登録した場合には、代理人につ
いても本規定を適用します。

(3) 当行所定の手続きにより代理人の身体認証データを登録し
た場合、当行は IC カードに登録された代理人の身体認証デー
タとの照合を行います。

(4) 代理人の行為により預金者本人に損害が生じた場合は、そ
の損害は預金者本人が負担するものとし、当行は責任を負い
ません。

(5) 身体認証による代理人の取引を解約する場合には、預金者
本人から当行所定の届出をしてください。

10．身体認証の終了
　　身体認証によるお取引は以下の場合、終了します。
(1) 本人から身体認証データの削除の申出があった場合
 本人から身体認証データを削除する旨の届出を当行が受付

け、所定の手続きが完了したとき。
 なお、身体認証データを登録した IC カードの紛失やカード

種類の変更、有効期限到来などにより、新しい IC カードに切
り替えた場合は、身体認証データは無効となるものとします。

(2) 本人から IC カードの解約の申出があった場合
 本人から IC カードを解約する旨の届出を当行が受付け、所

定の手続きが完了したとき。
(3) 普通預金口座が解約された場合
 預金者本人からのお申し出による他、普通預金口座が普通

預金規定にもとづき解約された場合も含みます。
(4) IC カードが利用停止となった場合
 IC キャッシュカード規定により、当行が IC カードの利用を

停止した場合。

11．規定の適用
　 　この規定に定めのない事項については、普通預金規定、普通

預金〔決済専用型〕規定、総合口座取引規定、振込規定、各定
期預金規定、IC キャッシュカード規定により取扱います。

12．規定の改定
(1) 本規定は、店頭表示その他の相当の方法で公表することによ

り、変更することができるものとします。
(2) 前項の変更は、公表の際に定める相当な期間を経過した日

から適用されるものとします。
(3) また、適用日以降、預金者ご本人または代理人がカードを利

用したときは、変更事項または新規定を承認したものとみな
します。

13．IC カード偽造・盗難等
(1) 利用者は、IC カードが盗難にあったもしくは紛失したことを

知ったとき、または偽造・変造により他人に不正利用された
ことにより損害が生じたことを知ったときは、遅延無く、次
の各号に掲げる諸手続きをお取りいただきます。
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　イ．当行所定の書面もしくは電話による当行への届出
　ロ．所轄警察署への届出
　ハ．不正使用者の発見に努力または協力
　ニ．その他損害の防止軽減に必要な努力

【個人情報保護法関連条項】
　 　身体認証の申込者および申込者の代理人は、次の取引を行

うときに当行が IC カード上の IC に自己の手指の静脈パターン
（以下、IC に記録した静脈パターンを「身体認証データ」とい
います）を登録・利用・保管・廃棄することに同意します。

(1) 申込者および申込者の代理人が、手指の静脈パターンが登
録された IC カードを用いて、当行所定の現金自動支払機、
自動振込機を利用して、払戻し、残高照会、振込、暗証番
号の変更、その他当行が定めた取引を行うとき。

(2) 当行所定の機器により、申込者および申込者の代理人の静
脈パターンと身体認証データを照合することにより、当行と
の間の銀行取引について当行が申込者および申込者の代理
人であることの確認手段の一つとして使用するとき。

(3) 身体認証データを登録・変更・削除するとき。

デビットカード取引規定

1．（適用範囲）
　 　次の各号の内いずれかのもの（以下「加盟店」といいます。）

に対して、デビットカード（当行がカード規定にもとづいて発行
する114 キャッシュカード、IC キャッシュカード、114 ローンカー
ド、一体型 114SalutCa。以下「カード」といいます。）を提示して、
当該加盟店が行う商品の販売または役務の提供等（以下「売買
取引」といいます。）について当該加盟店に対して負担する債務

（以下「売買取引債務」といいます。）を当該カードの預金口座（以
下「預金口座」といいます。）から預金の引落し（総合口座取引
規定にもとづく当座貸越による引落しを含みます。）によって支
払う取引（以下「デビットカード取引」といいます。）については、
この規定により取扱います。
① 日本デビットカード推進協議会（以下「協議会」といいます。）

所定の加盟店規約（以下「規約」といいます。）を承認のうえ、
協議会に直接加盟店として登録され、協議会の会員である
－または複数の金融機関（以下「加盟店銀行」といいます。）
と規約所定の加盟店契約を締結した法人または個人（以下

「直接加盟店」といいます。）。
② 規約を承認のうえ、直接加盟店と規約所定の間接加盟店

契約を締結した法人または個人。
③ 規約を承認のうえ協議会に任意組合として登録され加盟店

銀行と加盟店契約を締結した民法上の組合員であり、規約
を承認した法人または個人。

2．（利用方法等）
(1) カードをデビットカード取引に利用するときは、自らカードを

加盟店に設置されたデビットカード取引にかかる機能を備え
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た端末機（以下「端末機」といいます。）に読み取らせるかま
たは加盟店にカードを引渡したうえ加盟店をしてカードを端
末機に読み取らせ、端末機に表示された売買取引債務の金
額を確認したうえで、端末機にカードの暗証番号を第三者（加
盟店の従業員をふくみます。）に見られないように注意しつつ
自ら入力してください。

(2) 端末機を使用して、預金の払戻しによる現金の取得を目的と
して、カードを利用することはできません。

(3) 次の場合には、デビットカード取引を行うことはできません。
① 停電、故障により端末機による取扱いができない場合
② 1 回あたりのカードの利用金額が、加盟店が定めた最高限

度額を超え、または最低限度額に満たない場合
③ 購入する商品または提供を受ける役務が、加盟店がデビッ

トカード取引を行なうことができないものと定めた商品また
は役務に該当する場合

(4) 次の場合には、カードをデビットカード取引に利用すること
はできません。

① 一日あたりのカード利用金額（カード規定による預金の払
戻金額を含みます。）が、当行の定めた前回を超える場合

② 当行所定の回数を超えてカードの暗証番号を誤って入力し
た場合

③ カード（磁気ストライプの電磁記録を含みます。）が破損し
ている場合

(5) 当行がデビットカード取引を行なうことができない日または
時間帯として定めた日または時間帯は、デビットカード取引
をおこなうことはできません。

3．（デビットカード取引契約等）
　 　前条第 1 項により暗証番号が入力された時に、端末機に口座

引落確認を表す電文が表示されないことを解除条件として、加
盟店との間で売買取引債務を預金口座の引落しによって支払う
旨の契約（以下「デビットカード取引契約」といいます。）が成立

　 し、かつ当行に対して売買取引債務相当額の預金引落しの指図
および当該指図にもとづいて引落された預金による売買取引債
務の弁済の委託がされたものとみなします。この預金引落しの指
図については、通帳および払戻請求書の提出は必要ありません。

4．（預金の復元等）
(1) デビットカード取引により預金口座の預金の引落しがされた

ときは、デビットカード取引契約が解除（合意解除を含みま
す。）、取消し等により適法に解消された場合（売買取引の解
消によりデビットカード取引契約が解消された場合を含みま
す。）であっても、加盟店以外の第三者（加盟店の特定承継
人および当行を含みます。）に対して引落とされた預金相当額
の金銭の支払いを請求する権利を有しないものとし、また当
行に対して引落とされた預金の復元を請求することもできな
いものとします。

(2) 前項にかかわらず、デビットカード取引を行なった加盟店に
カードおよび加盟店が必要と認める本人確認資料等持参し
て、引落とされた預金の復元を加盟店経由で請求し、加盟
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店がこれを受けて端末機から当行に取消しの電文を送信し、
当行が当該電文をデビットカード取引契約が成立した当日中
に受信した場合に限り、当行は引落とされた預金の復元をし
ます。加盟店経由で引落とされた預金の復元を請求するに
あたっては、自らカードを端末機に読み取らせるかまたは加
盟店にカードを引き渡したうえ加盟店をして端末機に読み取
らせてください。端末機から取消しの電文を送信することが
できないときは、引落とされた預金の復元はできません。

(3) 第 1 項または前項において引落とされた預金の復元等ができ
ないときは、加盟店から現金の返金を受ける等、加盟店との
間で解決してください。

(4) デビットカード取引において金額等の誤入力があったにもか
かわらずこれを看過して端末機にカードの暗証番号を入力し
たためにデビットカード取引契約が成立した場合についても、
本条第 1 項から前項に準じて取扱うものとします。

5．（読替規定）
　 　カードをデビットカード取引に利用する場合におけるカード規

定の適用については、同規定第 6 条第 1 項中「預金の預入れ・
払戻しおよび振込の依頼をする場合」とあるのは、「デビットカー
ド取引をする場合」とし、同規定第 10 条第 2 項中「支払機ま
たは振込機」とあるのは、「端末機」とします。

 以　上

114SalutCa カードローン取引規定

　借主は、114SalutCa カードローン取引規定（以下、「本規定」
といいます。）を承認すると共に、株式会社百十四ディーシーカー
ド（以下「保証会社」といいます。）の保証による114SalutCa カー
ドローン契約（以下「本契約」といいます。）にもとづいて、当座
貸越取引（以下「本取引」といいます。）及び本取引に付随する普
通預金取引を行う場合には、本規定を遵守するものとします。
1．（契約の成立）
　 　本契約は、株式会社百十四銀行（以下、「当行」という。）所

定の申込書により、借主が申込み、当行が所定の方法により本
人と確認し、この契約をすることを適当と認めた場合に成立し
ます。当行は、本契約が成立した場合、「114SalutCa カードロー
ン利用のご案内」を借主に交付します。

　 　なお、本契約申込時に当行所定のカードローン契約が既にあ
る場合はお申込みができません。

2．（取引方法）
(1) 本取引は、本契約にもとづき、当行の国内本支店に開設さ

れる「カードローン専用口座」（以下「ローン専用口座」とい
います。）を使用する当座貸越取引とし、借主は、本取引を
重複して利用することはできないものとします。ただし、当
行が認めた場合についてはこの限りではありません。

(2) 借主は、4．に定める契約極度額を超えない範囲で、3．に
定める取引期間内において、繰り返し追加して借入できるも
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のとします。
(3) 借主は、以下の方法により本取引を行うことができるものと

します。
① 当行本支店窓口での取引
② 114 ダイレクトバンキングでの「利用口座」として使用し「代

表口座」他の「利用口座」へ振替での取引
③ 5．に定める自動融資による取引
④ その他当行が定める所定の方法による取引

(4) この取引は、第 13 条第 3 項各号のいずれにも該当しない場
合に利用することができ、第 13 条第 3 項各号の一にでも該
当する場合には、当行はこの取引の開設をお断りするものと
します。

3．（取引期間）
(1) 本取引による当座貸越の有効期間は、この約定締結の日から

3 年間とします。ただし期間満了日の前日までに当事者の一
方から別段の意思表示がない場合には、この期間はさらに同
期間延長するものとし、以後も同様とします。ただし、借主
が満 70 歳の誕生日以降は、期間延長をしないものとします。

(2) 当行が⑴の期間延長に関する審査等のため資料の提供また
は報告を求めたときには、借主は直ちにこれに応じるものと
します。なお、借主の財産、収入等について重大な変化が生
じたとき、または生じるおそれのあるときは、借主は当行か
らの請求がなくても直ちに報告します。

(3) 期間満了日の前日までに当事者の一方から期間を延長しない
旨の申出がなされた場合は次によることとします。

① 期間満了日の翌日以降本取引による当座貸越のご利用はで
きません。

② 貸越元利金は本規定の各条項に従い返済し、貸越元利金
が完済された日に本取引は当然に解約されるものとします。

③ 期間満了日に貸越元利金がない場合は期間満了日の翌日に
本取引は当然に解約されるものとします。

4．（貸越極度）
(1) 本契約の当初契約極度額は、当行が「承認金額」を追記し

た「114SalutCa カードローン取引約定書」の写しに記載さ
れた金額のとおりとします。（「114SalutCa カードローン取引
約定書」に当行が「承認金額」を追記し、契約書完成後に
同契約書の写しを顧客宛郵送します。）なお、当行がやむを
得ないものと認めて契約極度額を超えて当座貸越を行った
場合にも、本規定の定めが適用されるものとします。

(2) 当行は⑴にかかわらず本取引の貸越極度額を変更できるも
のとします。この場合当行は変更後の貸越極度額及び変更
日を通知します。

5．（自動融資）
(1) 本契約の返済用預金口座が当行所定の口座振替契約による

支払いのため資金不足になったときは、契約極度額の範囲内
でその不足相当額をローン専用口座から自動的に払い出し、
返済用預金口座に入金するものとします。この際、キャッシュ
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カードの提示または当行所定の払戻請求書の提出は不要と
します。ただし、返済用預金口座の資金不足が以下の理由に
よる場合は、自動融資の対象にはなりません。なお、「マル優」
限度を設定した口座については、すべての取引が自動融資の
対象にはなりません。

① 預金の払い戻し
② 自動積立定期預金等の積立
③ 定額自動送金
④ ローン専用口座の定例返済
⑤ 一部の税金支払等の決済

(2) 返済用預金口座に総合口座取引契約または百十四ミニカード
ローン契約に基づく当座貸越契約がある場合には、⑴の自
動融資によるローン専用口座からの払い出しをこの当座貸越
の利用限度を超えた金額について行うものとします。

(3) 返済用預金口座に対して同日に複数の口座振替の請求があ
り、資金不足合計額が自動融資のできる額を超える場合は、
そのいずれかの口座振替請求相当額に対し自動融資するか
は当行の任意とします。

(4) 自動融資を行った当日に返済用預金口座に入金があり、その
結果、営業終了後の返済用預金口座に、総合口座契約に基
づく貸越極度及び百十四ミニカードローン契約に基づく貸越
極度を含めて資金化残高が発生した場合には、その資金化
金額を自動融資金額の範囲内で自動的にローン専用口座に
戻し入れることとします。

6．（貸越金利息等）
(1) 本取引による貸越金の利息（本取引のために当行が負担する

保証会社の保証料相当金額を含む）は付利単位を 100 円と
し、毎月 8 日（休日の場合は翌営業日）に当行所定の利率・
方法により計算のうえ、貸越金元金に組入れます。

(2) 当行に対する債務を履行しなかった場合の損害金の割合は
年 14.95％（365 日の日割計算）とします。

(3) 金融情勢の変化その他相当の事由がある場合には、当行は
利率、及び損害金の割合を一般に行われる程度のものに変
更することができるものとします。

7．（貸越利率の優遇）
(1) 当行は 6．に基づく貸越利率を、当行所定の基準および方

法により、優遇することができます。
(2) 当行が一般に適用される貸越利率を、当行所定の基準およ

び方法により優遇の取扱いをした場合には、当行はいつでも
その優遇の取扱いを中止することができます。

(3) 貸越利率の変更については、照会があれば、取引店より回
答する方法によるものとします。

8．（定例返済）
(1) 本取引にもとづく毎月の返済は毎月 8 日（休日の場合は翌営

業日）に前月 8 日（休日の場合は翌営業日）現在の当座貸
越残高に応じて次のとおり返済を行うものとします。但し、
貸越極度額が 30 万円以下の場合は定例返済金額の上限を
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1 万円とします。
　　（貸越極度額１０万円～５０万円）

前月 8 日現在の貸越残高 定例返済金額
1 万円未満の場合 前月 8 日現在の貸越残高

1 万円以上 30 万円以下 1 万円
30 万円超～50 万円以下 2 万円
50 万円超の場合（注） 2 万円

　　（注） カードの使用時期、延滞等により、50 万円超となった
場合

(2) ⑴にかかわらず、当月 7 日（休日の場合は前営業日）の貸越
残高が 1 万円未満で、かつ前月 8 日の貸越残高以下の場合
には、1 万円を限度として当月 7 日（休日の場合は前営業日）
の貸越元利金が返済額となります。

 また、当月 7 日（休日の場合は前営業日）の貸越残高が 1
万円以上で⑴の前月 8 日（休日の場合は翌営業日）の貸越
残高に見合う定例返済額以下の場合にはその定例返済額を
上限として、当月 7 日（休日の場合は前営業日）の貸越残高
が返済額となります。

(3) 4．⑵により貸越極度額を変更する場合、当日は⑴の定例返
済金額を変更することができるものとします。この場合変更
後の貸越極度額とともに変更後の定例返済金額を当行より
通知します。

9．（自動引落し）
(1) 8．による返済は自動引落しの方法によることとし別途指定

した本取引の返済用預金口座から普通預金・総合口座通帳、
同払戻請求書によらず引落しを行いますので毎月返済日まで
に返済相当額を返済用預金口座に預入れてください。なお
万一預入れが遅延した場合当行は預入れ後いつでも同様の
取扱いができるものとします。

(2) 返済用預金口座の残高が返済額に満たない場合には当行は
その一部の返済にあてる取扱いはせず返済が遅延することに
なります。

10．（任意返済）
　 　8．による定例返済のほか当座貸越口座へ直接入金すること

により随時に任意の金額を返済することができます。ただし入
金額が当座貸越残高相当額範囲内の場合は貸越金の返済に充
当しますが、当座貸越残高相当額を超える場合は、その超える
金額は返済用預金口座に入金します。

11．（諸費用の引落とし）
　 　本取引に関する当行の収入印紙等の立替費用は自動引落し

の方法により、別途指定した本取引の返済用預金口座から普通
預金・総合口座通帳、同払戻請求書によらず引落しを行います。

12．（即時支払）
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(1) 次の各号の事由が一つでも生じた場合には、当行からの通知、
催告等がなくても貸越元利金について弁済期が到来するもの
とし、借主は直ちに貸越元利金全額を支払うものとします。

① 8．の返済を遅延し、書面等により督促しても翌々月の返
済日までに返済額相当を返済しなかったとき。

② 保証会社から保証の中止または解約の申出があったとき。
③ 債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知が当行に到達

した場合
④ 支払の停止または破産、民事再生手続開始の申出があった

とき。
⑤ 手形交換所の取引停止処分を受けたとき。
⑥ 預金その他当行に対する債権について仮差押、保全差押ま

たは差押の命令、通知が発送されたとき。
⑦ 行方不明となり、当行から宛てた通知が届出の住所に到達

しなくなったとき。
⑧ 相続の開始があったとき。

(2) 次の場合には、当行からの請求がありしだい、貸越元利金
の全額について弁済期が到来するものとし、借主は直ちに貸
越元利金全額を支払うものとします。

① 当行に対する債務の一つでも期限に履行しなかったとき。
② 当行との取引約定の一つにでも違反したとき。
③ 前各号のほか信用状態に著しい変化が生じるなど元利金

（損害金を含む）の返済ができなくなる相当の事由が生じ
たとき。

(3) 前項の場合において、住所変更の届出を怠る、あるいは当
行からの請求を受領しないなど借主の責めに帰すべき事由に
より、請求が延着しまたは到着しなかった場合は、通常到着
すべき時に期限の利益が失われたものとします。

13．（解約等）
(1) 12．の⑴⑵各号の事由が一つでも生じた場合は、当行は予

めの通知を要せずいつでも貸越を中止し、または本契約を
解約することができるものとします。

(2) 本契約が解約され、または貸越が中止された場合に貸越元
利金があるときは、借主は直ちにそれらを支払うものとします。

(3) 前 2 項のほか、次の各号の一にでも該当し、借主との取引
を継続することが不適切である場合には、当行はこの取引を
停止し、または借主に通知することによりこの取引を解約す
ることができるものとします。この取引を解約した場合にお
いて、貸越元利金等があるときはそれらを支払ってください。
なお、この解約によって生じた損害については、当行は責任
を負いません。また、この解約により当行に損害が生じたと
きは、その損害額を支払ってください。

① 借主が、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から
5 年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、
総会屋等、社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集
団等、その他これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」
という。）に該当し、または次のいずれかに該当することが
判明した場合

　　Ａ 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有す
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ること
　　Ｂ 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関

係を有すること
　　Ｃ 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または

第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力
団員等を利用していると認められる関係を有すること

　　Ｄ 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与す
るなどの関与をしていると認められる関係を有すること

　　Ｅ 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と
社会的に非難されるべき関係を有すること

② 借主が、自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にで
も該当する行為をした場合

　　Ａ暴力的な要求行為
　　Ｂ法的な責任を超えた不当な要求行為
　　Ｃ取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
　　Ｄ 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて当行の信用

を毀損し、または当行の業務を妨害する行為
　　Ｅその他ＡからＤに準ずる行為

14．（銀行からの相殺）
(1) 本取引による債務を履行しなければならない場合には当行

は貸越元利金等と預金その他当行の負担する債務とを、そ
の債務の期限のいかんにかかわらず、いつでも相殺すること
ができるものとし、この場合、書面により通知するものとし
ます。

(2) ⑴によって相殺ができる場合には、当行は事前の通知および
所定の手続を省略し、預金その他の諸預り金を払戻し、本
取引の債務の返済に充てることができるものとします。

(3) ⑴または⑵によって差引計算をする場合、債権債務の利息
および損害金の計算は、その期間を計算実行の日までとし、
預金の利率については預金規定の定めによります。ただし、
期限未到来の預金の利息は、期限前解約利率によらず約定
利率により1 年を 365 日とし、日割で計算します。

15．（借主からの相殺）
(1) 支払期にある預金その他当行に対する債権と本取引による

債務とを、その債務の支払期が未到来であっても、相殺する
ことができます。

(2) ⑴により相殺する場合には、相殺通知は書面によるものとし、
相殺した預金その他の債権の証書もしくは、通帳と所定の払
戻請求書に届出印を押印して直ちに当行に提出するものとし
ます。

(3) ⑴によって相殺した場合における債権債務の利息および損害
金の計算については、その期間を当行の計算実行の日までと
し、預金の利率については預金規定の定めによります。

16．（占有物の処分）
　 　借主が本取引による債務を履行しなかった場合において、借

主の動産、手形その他の有価証券（混蔵寄託による共有持分
を含む）を、当行が占有しているときは、かならずしも法定の
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手続によらず一般に適当と認められる方法、時期、価格等によ
り取立または処分のうえ、その取得金から諸費用を差し引いた
残額を法定の順序にかかわらず債務の返済に充当できるものと
します。

17．（債務の返済等にあてる順序）
(1) 本取引による債務のほかに当行に対する他の債務がある場

合に、当行から相殺をするときは、当行は債権保全上等の
事由により、どの債務との相殺にあてるかを指定することが
できるものとし、その指定に対しては異議を述べることはで
きません。

(2) ①本取引による債務のほかに当行に対する他の債務がある場
合に、債務の返済または 15．により相殺するときは、どの債
務の返済または相殺にあてるかを指定することができます。

 ②①による指定がなかったときは、当行がどの債務の返済ま
たは相殺にあてるかを指定することができるものとし、その
指定に対しては異議を述べることはできません。

(3) ⑵①の指定により債権保全上支障が生じるおそれがあるとき
は、当行は遅滞なく異議を述べ、担保・保証の状況等を考
慮してどの債務の返済または相殺にあてるかを指定すること
ができるものとします。

(4) ⑵②または⑶によって当行が指定する債務については、その
期限が到来したものとします。

18．（本人確認方法）
(1) 契約または届出・契約事項の変更、解約等の当行所定の手

続きを行うときは、借主は当行所定の書面に署名するととも
に、当行所定の本人確認資料を提示するものとします。ただ
し、当行に他の取引に関して届け出た印鑑がある場合は、当
行所定の手続きに限り、本人確認資料の提示に代えて、当
行所定の書面に届出印鑑を押印することにより取引を行うこ
ともできるものとします。

(2) 当行所定の手続きにつき、電話その他当行所定の方法によ
り手続きを行う場合、キャッシュカードの暗証番号、その他
当行所定の事項の入力、聴取等により本人確認を行うことが
できるものとします。

19．（危険負担、免責条項等）
(1) 当行に差入れた約定書等が事変、災害等やむを得ない事情

によって紛失・滅失または損傷した場合には、借主は当行の
請求により代りの証書等を差し入れます。

(2) 本取引において貸越金支払請求書、諸届その他の書類に使
用された印影（または暗証）を届出の印鑑（または暗証）と
相当の注意をもって照合し、相違ないものと認めて取扱いま
したうえはそれらの書類につき、偽造、変造その他の事故が
あってもそのために生じた損害については、当行は責任を負
いません。

20．（届出事項の変更）
(1) 氏名、住所、印章、電話番号その他の届出事項に変更があっ
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たときは、借主は直ちに書面によって当行に届出をします。
(2) 事項の届出を怠ったため、当行に最後に届出のあった氏名、

住所にあてて当行が通知または送付書類を発送した場合に
は、延着しまたは到着しなかったときでも通常到達すべき時
に到達したものとします。

21．（取引規定の変更）
　 　本取引規定の内容を変更する場合（ただし 6．⑶により利率

及び損害金の割合が変更される場合を除く）、当行は変更内容
および変更日を書面で通知します。この場合変更日以降は変更
後の内容で本取引を行なうこととします。

22．（個人信用情報センター等への登録）
(1) この契約にもとづく貸越極度額・契約日等の取引内容にかか

る客観的事実について、取引期間中およびこの契約による債
務を全額返済した日から 5 年間、銀行協会の運営する個人
信用情報センターに登録し、同センターの加盟会員ならびに
同センターと提携する個人信用情報機関の加盟会員が自己の
取引上の判断のために利用できるものとします。

(2) 次の各号の事実が発生したときは、その事実について各号
に定める期間、前項と同様に登録し、利用できるものとします。

① この契約による債務の返済を遅延したときおよびその遅延
分を返済したときは遅延した日から 5 年間。

② この契約による債務について保証会社もしくは第三者から
当行が支払を受け、または相殺、もしくは担保権実行など
の強制回収手続により当行が回収したときは、その事実発
生日から 5 年間。

 以　上

114SalutCa カードローン保証委託約款

第 1 条（委託の範囲）
1. 私が株式会社百十四ディーシーカード（以下「百十四 DC 社」

という。）に委託する保証の範囲は、株式会社百十四銀行（以
下「銀行」という。）に別途差し入れた 114SalutCa カードロー
ン取引約定書の各条項に基づき私が銀行に対し負担する借
入金、利息、損害金、その他一切の債務の全額とします。

2． 前項の保証は百十四 DC 社が保証を適当と認め、これに基
づいて銀行が 114SalutCa カードローン取引を開始したとき
に成立するものとします。

3． 第 1 項の 保 証内 容は、私 が 銀 行との間に締 結している
114SalutCaカードローン取引約定書の各条項によるものとし
ます。

第 2 条（保証料）
　私は、貴社の保証に対して、貴社所定の割合による保証
料を金融機関を経由して支払うものとし、一旦支払った保証
料は、違算過収の場合を除き一切返戻請求をしません。た
だし保証料は、金融機関に対する利息に含めて支払うことと
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します。

第 3 条（代位弁済）
1． 私が銀行との 114SalutCa カードローン取引約定に違反した

ため百十四 DC 社が銀行から保証債務の履行を求められた
ときは、私に対する通知、催告なくして弁済できるものとし
ます。

2． 私は、百十四 DC 社が求償権を行使する場合には、この約
款の各条項のほか、私が銀行との間に締結した 114SalutCa
カードローン取引約定書の各条項を適用されても異議ありま
せん。

第 4 条（求償権）
　私は、百十四 DC 社の私に対する次の各号に定める求償
権について弁済の責に任じます。

① 前条による百十四 DC 社の出捐額
② 百十四 DC 社が弁済した日の翌日から、私が①の出捐額の

履行が完了するまで年利 14.4％の割合（年 365 日の日割
計算）による遅延損害金

③ 百十四 DC 社がその債権保全あるいは実行のために要した
費用の総額

第 5 条（求償権の事前行使）
　私が次の各号の一つにでも該当したときは、第 3 条にか
かわらず、百十四 DC 社から私に対する通知・催告なくして
当然に当社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ちに弁済し
ます。

① 弁済期が到来したときまたは被保証債務の期限の利益を
失ったとき

② 仮差押・差押もしくは競売の申請または破産・民事再生な
どの申立があったとき

③ 租税公課を滞納して督促を受けたとき、または保全差押を
受けたとき

④ 支払いを停止したとき
⑤ 手形交換所の取引停止処分があったとき
⑥ 百十四 DC 社に対する債務のうち一つでも履行を怠ったとき
⑦ この約款に違反したとき
⑧ その他債務整理のため弁護士等に依頼した旨の通知があ

るなど債権保全のため必要と認められたとき

第 6 条（中止・解約・終了）
1． 原債務または百十四 DC 社に対する債務の不履行や信用情

報機関の信用情報等に基づき、百十四 DC 社が債権保全を
必要とする相当の理由が生じたときは、いつでも百十四 DC
社はこの保証を中止し、または解約することができます。こ
の場合、銀行からその旨の事前または事後の通知をもって
百十四 DC 社の通知に代えるものとします。

2． 前項により百十四 DC 社から保証が中止または解約され
たときは、直ちに原債務の弁済その他必要な手続をとり、
百十四 DC 社には負担をかけません。

3． 私と銀行との間の 114SalutCa カードローン取引契約が終了
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した場合は、私と百十四 DC 社との間の保証委託契約も当
然に終了することとします。この場合、私は、百十四 DC 社
が保証委託契約証書を私宛に返却しない取扱いをしたとし
ても異存ありません。

第 7 条（通知義務）
1． 私が、その住所、氏名、勤務先等に変更を生じ、その他求

償権の行使に影響ある事態が発生したときは、直ちに書面
をもって通知し百十四 DC 社の指示に従います。

2． 私の財産、経営、業況、収入等について、百十四 DC 社から
求められたときは、直ちに通知し、帳簿閲覧ならびに担保物
権等の調査に協力いたします。

3． 第 1 項の届出がないために、百十四 DC 社が私に対して届
出の郵便物宛先に送付する郵便物が延着しまたは到着しな
かった場合には、通常到着すべき時に到着したものとみなし
ます。ただし、やむを得ない事情がある場合はこの限りでは
ないものとします。

第 8 条（反社会的勢力の排除）
　私は、現在、次の各号のいずれにも該当しないことを表明
し、かつ将来にわたっても該当しないことを確約するものと
します。

1． 暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から 5 年を経過
しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、
社会運動等標ぼうゴロまたは特殊知能暴力集団等、その他
これらに準ずる者（以下これらを「暴力団員等」という。）に
該当せず、または次のいずれかに該当しないこと。

(1) 暴力団員等が経営を支配していると認められる関係を有する
こと

(2) 暴力団員等が経営に実質的に関与していると認められる関係
を有すること

(3) 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第
三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に暴力団員
等を利用していると認められる関係を有すること

(4) 暴力団員等に対して資金等を提供し、または便宜を供与する
などの関与をしていると認められる関係を有すること

(5) 役員または経営に実質的に関与している者が暴力団員等と社
会的に非難されるべき関係を有すること

2． 自らまたは第三者を利用して次のいずれか一にでも該当する
行為をしないこと

(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、または暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計を用いまたは威力を用いて保証会社の信

用を毀損し、または保証会社の業務を妨害する行為
3． 第 1 項各号のいずれかに該当し、もしくは前項各号のいずれ

かに該当する行為をし、または第 1 項の規定に基づく表明・
確約に関して虚偽の申告をしたことが判明し、会員との取引
を継続することが不適切である場合には、保証会社からの
請求によって、保証会社が保証している金額または保証限度
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額について保証会社に対しあらかじめ求償債務を負い、直ち
に弁済するものとします。

4． 保証会社が、前項により求償権を行使する場合には、第 6
条 2 項の規定を準用するものとします。

5． 第 3 項の規定により、求償債務の弁済がなされたときには、
本約定は失効するものとします。

第 9 条（成年後見人等の届出）
1． 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、補助・保佐・

後見が開始された場合には、直ちに成年後見人等の氏名そ
の他必要な事項を書面によって百十四 DC 社へ届けるものと
します。

2． 私またはその代理人は、家庭裁判所の審判により、任意後
見監督人の選任がされた場合には、直ちに任意後見人の氏
名その他必要な事項を書面によって百十四 DC 社へ届けるも
のとします。

3． 私またはその代理人は、すでに補助・保佐・後見開始の審
判を受けている場合、または任意後見監督人の選任がされ
ている場合にも、前 2 項と同様に届けるものとします。

4． 私またはその代理人は、前 3 項の届出事項に取消または変
更等が生じた場合にも同様に届けるものとします。

5． 前 4 項の届出の前に生じた損害については、百十四 DC 社は
責任を負わないものとします。

第 10 条（担保）
　私は百十四 DC 社から担保もしくは連帯保証人の提供また
は変更を求められたときは遅滞なくこれに応じ一切異議を申
立ていたしません。

第 11 条（充当の指定）
1． 私の弁済金が、本件保証による求償債務の全額を消滅させ

るに足りない場合は、百十四 DC 社が適当と認める順序方法
により充当されて差支えありません。

2． 私が百十四 DC 社に対し、本件保証による求償債務のほか
に他の債務を負担している場合において、私の弁済金が債
務総額を消滅させるに足りないときは、百十四 DC 社が適当
と認める順序方法によりいずれの債務に充当されても差支え
ありません。

第 12 条（公正証書の作成）
　私は、百十四 DC 社の請求があるときは直ちに求償債務に
関し、強制執行認諾条項のある公正証書の作成に必要な一
切の手続を行います。

第 13 条（規約の変更）
　本規約の変更について、百十四 DC 社から変更内容を通
知した後または新保証委託約款を送付した後に 114SalutCa
カードローン取引を利用したときは、私が変更事項または新
保証委託約款を承認したものと見なして構いません。
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第 14 条（管轄裁判所の合意）
　私は、この保証に関しての紛争が生じたときは、訴額のい
かんにかかわらず、百十四 DC 社の本社所在地の裁判所を
管轄裁判所とすることに合意します。

第 15 条（ 個人情報の収集・保有・利用・提供および登録に関す
る同意）

1． 私は、本約款に基づく保証委託契約（契約の申込みを含む。
以下同じ。）を含む百十四 DC 社との取引の与信判断及び与
信後の管理のため、以下の情報（以下これらを総称して「個
人情報」という。）を百十四 DC 社が保護措置を講じた上で
収集・利用することに同意します。

(1) 保証委託契約申込時や契約成立後に私が届け出た、私の氏
名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先、家族構成、
住居状況等の事項

(2) 保証委託契約申込日、契約成立日、保証委託金額等、本約
款に基づく保証委託契約に関する事項

(3) 本約款に基づく保証委託取引状況、支払状況
(4) 本約款に関する私の支払能力を調査するため又は支払途上

における支払能力を調査するため、私が申告した私の資産、
負債、収入、支出、百十四 DC 社が収集したクレジット利用
履歴及び過去の債務の返済状況

(5) 私が提出した、確定申告書（写）等、所得を証明する書類
の記載事項

(6) 私または公的機関から、適法かつ適正な方法により収集した、
住民票等公的機関が発行する書類の記載事項

(7) 金融機関等による顧客等の本人確認等及び預金口座等の不
正な利用の防止に関する法律に基づく本人確認書類の記載
事項

(8) 官報に掲載された情報等、公開されている情報
2． 私は、百十四 DC 社が第 1 項に基づき収集した個人情報を、

保護措置を講じたうえで銀行に提供し、銀行が 114SalutCa
カードローン取引約定に基づく取引の与信判断及び与信後の
管理のために利用することに同意します。

3． 百十四 DC 社が加盟する個人信用情報機関（個人の支払能力
に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報の提
供を業とする者）及び当該機関と提携する個人信用情報機
関に照会し、私の個人情報が登録されている場合には、私
の支払能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意
します。

4． 私の本約款に関する客観的な取引事実に基づく個人情報が、
百十四 DC 社の加盟する個人信用情報機関に本約款末尾の
表に定める期間登録され、百十四 DC 社が加盟する個人信
用情報機関及び当該機関と提携する個人信用情報機関の加
盟会員により、私の支払能力に関する調査の目的に限り、利
用されることに同意します。

5． 百十四 DC 社が加盟する個人信用情報機関の名称、住所、
問合せ電話番号、およびホームページアドレス、加盟企業の
概要は本約款末尾に記載されていることを確認します。また、
百十四 DC 社が本契約期間中に新たに個人信用情報機関に
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加盟する場合は、別途、書面により通知されることに異存あ
りません。

6． 百十四 DC 社が加盟する個人信用情報機関が提携する個人
信用情報機関の名称、住所、問合せ電話番号、およびホー
ムページアドレス、加盟企業の概要は、本約款末尾に記載
されていることを確認します。

7． 百十四 DC 社が加盟する個人信用情報機関に登録される情
報は、氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、契約の
種類、契約日、保証委託金額、保証残高、支払方法、支払
状況等の情報であることに異存ありません。

8． 私は、百十四 DC 社が各種法令の規定により提供を求めら
れた場合、およびそれに準ずる公共の利益のため必要があ
る場合、公的機関等に個人情報を提供することに同意します。
また、百十四 DC 社が本約款に基づく契約を含む百十四 DC
社との取引の管理のため、住民票等公的機関が発行する書
類を収集するに際し、公的機関から個人情報の提供を求め
られた場合、当該個人情報を提供することに同意します。

9． 私は、百十四 DC 社及び百十四 DC 社が加盟する個人信用
情報機関に対して、個人情報の保護に関する法律の定めると
ころにより自己に関する個人情報を開示するよう請求するこ
とができます。万一個人情報の内容が事実でないことが判明
した場合には、百十四 DC 社は、速やかに訂正又は削除に
応じるものとします。

① 百十四 DC 社に開示を求める場合には、本約款末尾に記
載の百十四 DC 社お客さま相談室に連絡するものとします。
開示請求手続き（受付窓口、受付方法、必要な書類、手
数料等）の詳細を知ることができます。また、下記の DC ホー
ムページにても知ることができます。〔百十四 DC ホームペー
ジ https : //www.114card.jp/dc/〕

② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、本約款末尾
に記載の個人信用情報機関に連絡するものとします。

10．私は、保証委託契約申込書の必要な記載事項の記載を希望
しない場合および本条各項の内容の全部または一部を承認
できない場合、保証委託契約を断られたとしても異議ありま
せん。

11． 私の個人情報に関するお問い合わせや開示・訂正・削除の申
出、またはご意見の申し出等は、本約款末尾に記載している
百十四 DC 社お客さま相談室まで連絡するものとします。

12．本約款に基づく保証委託契約が不成立の場合であっても本
申込をした事実は、前第 1 項、第 3 項および本約款末尾の
表に基づき、当該契約の不成立の理由の如何を問わず一定
期間利用されますが、それ以外に利用されることがないこと
に異存ありません。

〔加盟個人信用情報機関〕
本約款に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
名　　　　　称：株式会社シー・アイ・シー（CIC）
問合せ電話番号：0120-810-414
住　　　　　所：〒 160-8375　東京都新宿区新宿 1-23-7
　　　　　　　　新宿ファーストウエスト15 階
Ｈ Ｐ ア ド レ ス：https : //www.cic.co.jp



74 75

〔登録情報および登録期間〕
株式会社シー・アイ・シー（CIC）

登録情報 登録期間

①

氏名、生年月日、性別、住所、
電話番号、勤務先、勤務先電
話番号、運転免許証等の記号
番号等の本人を特定するため
の情報

左記②～④までのいずれ
かの情報が登録されてい
る期間

②
加盟個人信用情報機関を利用
した日および本約款に係る申
込みの事実

個人信用情報機関に照会
した日から 6 ヶ月間

③ 本契約に係る客観的な取引の
事実（注 1）

契約期間中および契約終
了後 5 年以内

④ 債務の支払を延滞した事実 契約期間中および契約終
了後 5 年間

注 1． 上記「本契約に係る客観的な取引の事実」は、氏名、生
年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運
転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回
数等契約内容に関する情報、等。利用残高、支払日、完
済日、延滞等支払い状況に関する情報、等。

※ 加盟する個人信用情報機関の CIC は、割賦販売法に基づく指
定信用情報機関です。

※ 当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員
の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報
を加盟会員に提供します。（但し、ショッピングリボ払い、ショッ
ピング分割払い、ショッピング2 回払い、ボーナス1回払いのサー
ビスのないカードについてはこの限りではありません。）

〔加盟個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関〕
名　　　　　称：全国銀行個人信用情報センター（KSC）
問合せ電話番号：03-3214-5020
住　　　　　所：〒 100-8216　東京都千代田区丸の内 1-3-1
Ｈ Ｐ ア ド レ ス：https://www.zenginkyo.or.jp/pcic/

名　　　　　称：株式会社日本信用情報機構（JICC）
問合せ電話番号：0570-055-955
住　　　　　所：〒 110-0014 東京都台東区北上野一丁目 10 番 14 号

　　　　　　　　　　　　住友不動産上野ビル５号館
Ｈ Ｐ ア ド レ ス：https : //www.jicc.co.jp/
※ なお、各個人信用情報機関の規約、入会資格、入会している

企業のリスト等は、各個人信用情報機関のホームページに記載
されております。

※ 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報
は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。

〔個人情報のお問い合わせや開示・訂正・削除の窓口〕
名　　　　　称：株式会社百十四ディーシーカードお客さま相談室
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住　　　　　所：〒 760-0053 香川県高松市田町 11-5
　　　　　　　　　　　　　　セントラル田町ビル 7 階
電　話　番　号：087-831-4114（代表）

114SalutCa 一体型特約

第 1 条（本特約の目的、提供範囲等）
1． 本特約は、株式会社百十四銀行（以下「当行」という。）お

よび三菱 UFJ ニコス株式会社（以下「三菱 UFJ ニコス」と
いう。）または株式会社ジェーシービー（以下「JCB」という。）
が発行する「114SalutCa 一体型」（以下「本カード」という。）
発行条件および本カードの機能使用方法等について定めるも
のです。

第 2 条（本カードの発行・貸与）
1． 本カードのお申込みは、当行および三菱 UFJ ニコスが別に

定める「114SalutCa Visa 会員規約」または当行および JCB
が別に定める「114SalutCa JCB 会員規約」（以下 Visa 会員
規約または JCB 会員規約を「会員規約」という。）、当行が
別途定めるキャッシュカード規定ならびに本特約をご承認い
ただいた、個人の方のみとします。また、お申込みは、当行
からお届出住所宛へ、諸通知の発送や諸連絡を行うことをご
了解いただける方に限らせていただきます。

2． 本カードのお申込に対し当行および三菱 UFJ ニコスまたは
JCB（三菱 UFJ ニコスまたは JCB を以下、「カード会社」と
いう。）が承認した場合に本カードは発行されるものとします。
発行される本カードの所有権は当行に帰属するものとし、当
行は承認を受けた者に対し、本カードを貸与するものとしま
す（以下、本項に基づいて本カードの貸与を受けた者を「一
体型会員」という。）。なお、本カード上には、会員氏名・カー
ド会社カード会員番号・有効期限・銀行口座番号等が表示
されています。

3． 第 1 項のお申込みに際しては、本カードのキャッシュカード
としての機能（キャッシュカード規定に定められた機能をい
い、以下「キャッシュカード機能」という。）が対応する当行
所定の普通預金口座（総合口座取引の普通預金を含みます。
以下同じです。）を、本カードのクレジットカード利用代金、
手数料等の指定預金口座として届け出るものとします。

4． 本カードが、万が一ご不在などの理由により不送達となり、
返送された場合には当行で所定の期間のみ保管をします。こ
の場合、当行にご確認のうえ、その指示に従い交付を受け
てください。所定の期間を経過した場合は、当該カードは破
棄しますので、利用をご希望の場合はあらためて本カードの
お申込みが必要となります。

5． 当行およびカード会社（以下、「両社」という。）が本カード
の発行を承認しない場合、IC キャッシュカード（以下、「IC カー
ド」という。）を発行します。

第 3 条（有効期限）
1． 本カードの有効期限は両社が指定するものとし、本カードに



76 77

表示した年月の末日までとします。
2． 両社は、カード有効期限までに、退会の申出のない一体型

会員で、かつ、両社が審査のうえ、引き続き一体型会員とし
て認める場合、有効期限を更新した新たなカード（以下「更
新カード」という。）を発行します。

3． 前項に基づいて更新カードが発行された場合、一体型会員
が更新カードの発行前に保有していた本カードのキャッシュ
カード機能は、一体型会員が更新カードを利用されたとき、
本カード上の IC チップに指静脈情報を登録したとき、もしく
は当行が定める有効期限が経過した後に無効となります。

4． 第 2 項において両社が更新カードの発行を承認しない場合、
当行は第2条第5項によりICカードを発行できるものとします。

第 4 条（本カードの機能）
1． 一体型会員は本カードにより、キャッシュカード機能および

両社が発行するクレジットカードとしての機能（会員規約に定
められた機能をいい、以下「クレジットカード機能」という。）
を、各々の規定・規約および本特約に従って利用することが
できます。

2． 一体型会員は、現金自動預入払出兼用機等（以下「自動機」
という。）において本カードを利用する場合においては、本カー
ドの表面に記載されているカード挿入方向の表示、自動機
の画面表示に従って、キャッシュカード機能とクレジットカー
ド機能の使い分けをするものとします。

3． 前項の規定に従わず、一体型会員が本カードの挿入方向や
自動機の操作を間違えることにより希望取引以外の取引が
発生した場合においても、一体型会員は、当該希望外取引
に基づく債務についての支払義務を免れないものとします。

4． 本カードのキャッシュカード機能にデビットカード機能が付
加された場合において、一体型カード会員が、本カードのデ
ビットカード機能およびクレジットカード機能の両機能を使
用できる加盟店において本カードを利用してショッピングを
行う場合には、本カード提示の際に、いずれの機能を利用
するかについて、当該加盟店に申告するものとします。

第 5 条（本カードの使用不能）
1． 万が一本カードについてカードの使用不能が生じた場合に

は、当行またはカード会社にご照会ください。
2． 本カードの使用不能に伴って本カードの再発行が必要な場合

には、一体型会員は原則として指定預金口座のある取引店（以
下「当行所定の窓口」という。）で所定の手続を行うものとし
ます。

第 6 条（本カードの機能停止等）
1． 両社は、一体型会員と両社との間の会員規約、および一体

型会員と当行との間のキャッシュカード規定が有効である場
合であっても、以下いずれかの事由が生じた場合は、本カー
ドの機能またはサービスを停止することがあります。また、
これに伴う不利益・損害等については、両社の故意または過
失による場合を除き、両社はいずれも責任を負わないものと



78 79

します。
(1) 本カードの再発行のため、一体型会員が、当行またはカード

会社に本カードを返還した場合。
(2) 本カードに関する諸変更手続きのため、当行またはカード会

社に本カードを送付または預けた場合。
(3) 自動機の利用時暗証番号相違、自動機の故障等の理由によ

り本カードが回収された場合。
(4) 一体型会員から当行またはカード会社に対して、その貸与され

た本カードを紛失または盗難に遭った旨の届出があった場合。
2． 一体型会員が本特約または会員規約に違反し、または違反

するおそれがあると当行またはカード会社が合理的な理由に
基づき判断した場合には、当行またはカード会社はクレジッ
トカード機能を一時停止することができるものとします。この
場合、当行は本カードのキャッシュカード機能の利用につい
ても停止することができるものとします。

第 7 条（本カードの解約・会員資格の取消）
1． 一体型会員は本カードをいつでも解約することができます。

ただし、解約にあたっては当行所定の書面を当行所定の窓口
に提出してください。この場合、本カードは当行に返却してく
ださい。

2． 本カードのクレジットカード機能については、会員規約に基
づいて当行が会員資格を取消すことができます。この場合、
当行は本カードのキャッシュカード機能に係る契約を特に一
体型会員に事前に通知することなく解約することができるも
のとします。これに伴って、万が一障害などが発生したとして
も当行は責任を負いませんのでご了承ください。

3． 前項の他に、当行は一体型会員が本特約またはキャッシュ
カード規定もしくは会員規約に違反したと認めた場合には、
本カードの利用契約を特に事前に通知することなく解約でき
るものとします。

第 8 条（本カードの取扱い）
1． 一体型会員は、当行より本カードを貸与されたときは、直ちに

当該カードの所定欄に自己の署名を行わなければなりません。
2． 本カードは本カード上に表示された一体型会員本人以外は使

用できません。一体型会員は善良なる管理者の注意をもって
本カードを使用し管理しなければなりません。また、本カー
ドの所有権は当行に帰属しますので、他人に貸与、譲渡およ
び担保の提供預託等をして本カードの占有を第三者に移転
することはできません。

第 9 条（届出事項の変更）
1． 一体型会員が両社に届出た住所、氏名、電話番号、勤務先

等について変更があった場合には、当行に所定の方法により
遅滞なく届出するものとします。届出の前に生じた損害につ
いては両社は責任を負いませんのでご了承ください。

2． 届出事項の変更によりカード再発行が必要となる場合、当
行にカードを返却するものとします。ただし、両社が返却す
る必要がないと認めた場合、新しいカードが交付されるまで
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の間は本カードによるクレジットカード機能およびキャッシュ
カード機能の利用は継続できるものとします。これに伴って、
万が一損害などが発生した場合でも両社は責任を負いません
のでご了承ください。

第 10 条（紛失・盗難）
1． 一体型会員は、本カードを紛失、盗難その他の事由により

喪失した場合には、会員規約および IC キャッシュカード規
定の定めるところにしたがって両社にすみやかに連絡するも
のとします。

2． 前項の連絡の後、一体型会員は遅滞なく所定の書面による
届出を行うものとします。この届出は当行の所定の窓口で受
付けるものとします。本カードの喪失に伴うカード再発行の
お申込みについても同様とします。また、キャッシュカード
規定に定める場合を除き当行は責任を負いませんのでご了承
ください。

3． 第 1 項の連絡を受けた場合は、両社はカード喪失の連絡内
容の確認など所定の手続きにしたがって、クレジットカード
機能の利用を一時停止します。両社のシステムが休止してい
る間に連絡を受けた場合には、システムの休止期間終了後に
遅滞なく同様の措置をとります。これは本カードのご利用の
安全を図るための措置であり、万が一カード喪失の連絡にお
ける一体型会員の誤りなどでカードが利用できないことが生
じても、両社は一切責任を負いませんのでご了承ください。

第 11 条（カードの再発行）
1． 両社は、本カードの紛失・盗難・破損・汚損・または氏名の

変更等の理由により一体型会員が希望した場合は、両社が
審査のうえカードを再発行します。この場合、一体型会員は、
両社所定の再発行手数料を支払うものとし、再発行手数料
は両社が別途公表いたします。なお、合理的な理由がある
場合はカードを再発行しないことがあります。また、一体型
会員が紛失・盗難以外の理由により本カードの再発行を求め
る場合には、当該一体型会員が所有する本カードを当行に
返還する必要があるものとします。ただし、当行が返還の必
要がないと判断した場合は、この限りではありません。

第 12 条（カードの返還）
1． 一体型会員は、下記のいずれかの事由が生じた場合には、

当行またはカード会社の請求により本カードを返還するもの
とし、これに伴う不利益・損害等については、両社の故意ま
たは過失による場合を除き、両社は責任を負わないものとし
ます。

(1) 会員規約所定の事由により両社が運営するカード取引システ
ムの会員たる資格を喪失した場合（一体型会員が任意に退会
した場合も含みます）。

(2) 一体型会員による本カードのキャッシュカード機能に対応す
る普通預金口座の利用が、同口座の解約等の事由により不
能となった場合。

(3) 一体型会員が当行に対し、本カードの利用を取りやめる旨の
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申し出を行い、これを両社が認めた場合。

第 13 条（カードの回収）
1． 前条第 1 項の場合、当行またはカード会社は各々の判断で、

利用者に事前の通知・催告等をすることなく、自動機や会員
規約に記載の加盟店を通じて、本カードを回収できるものと
します。この場合、当行から新たに IC カードが交付されるま
での期間において、キャッシュカード機能が利用できなくな
ることに伴う不利益・損害等については、両社の故意または
過失による場合を除き、両社はいずれも責任を負わないもの
とします。

第 14 条（業務の委託）
1． 当行は本カードの発行その他に関する業務をカード会社お

よび株式会社百十四ディーシーカードまたは株式会社百十四
ジェーシービーカード（以下、株式会社百十四ディーシーカー
ドと株式会社百十四ジェーシービーカードを併せて「保証会
社」という。）に委託することができるものとします。

2． カード会社および保証会社は、前項の業務につきカード会社
および保証会社が指定する第三者に委託することができるも
のとします。

第 15 条（情報の共有）
1． 一体型会員は、次の各号に定める情報について、本カードの

発行、管理等業務遂行上必要な範囲において、必要な保護
措置を行ったうえで両社の間で共有することに、会員は予め
同意するものとします。

(1) 会員が、両社に対して届け出た氏名、住所、電話番号、勤
務先等について変更があり、第 9 条第 1 項に基づいて当行
に対して変更の届出があった場合には、当該届出情報。

(2) 第 6 条第 1 項各号、同条第 2 項、第 12 条、第 13 条記載
の事項。

(3) キャッシュカード規定または会員規約に違反した事実。
(4) その他本カードの機能の全部または一部の利用の可否判断

に関わる当該一体型会員の情報。
2． 両社は第 1 項により知り得た一体型会員の情報について一体

型会員のプライバシーの保護に十分注意を払うものとします。
3． 第 14 条に基づき、当行が本カードの発行業務を委託するに

あたり委託業務遂行上必要な範囲でカード会社および保証
会社に対し、またはカード会社および保証会社が再委託する
第三者に対し、本カードに表示ないし記録される当該一体型
会員に関する情報を預託します。

第 16 条（本特約の優先適用）
1． 本特約と会員規約またはキャッシュカード規定の内容が両立

しない場合は、本特約が優先的に適用されるものとします。

第 17 条（本特約の改定）
1． 本特約は、店頭表示その他の相当の方法で公表または通知

することにより、改定することがあります。本特約が改定さ
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れた後に、当該一体型会員が本カードを利用したときは、当
該一体型会員はその改定を承認したものとみなします。

 以　上

個人情報の取扱いに関する同意書

　本人会員申込人（以下「申込人」という。）および家族会員申込
人（以下、併せて「申込人等」という。）は、株式会社百十四銀行

（以下「銀行」という。）ならびに、株式会社百十四ジェーシービー
カード（〔ＪＣＢカード〕取引の保証会社。）（以下、「保証会社」と
いう。）および、株式会社ジェーシービー（以下、「ＪＣＢ」という。）が、
クレジットカードの入会申込み（以下「本申込み」という。）にあたり、
個人情報の収集・保有・利用・提供・開示について個人情報に関
する必要な保護措置を行ったうえで以下の条項に則り取扱うこと
に同意します。

「カードを申込むにあたっての同意について」

第 1 条（個人情報の利用目的）
　申込人等は、銀行が、個人情報の保護に関する法律（平
成 15 年 5 月 30 日法律第 57 号）に基づき、申込人等の個
人情報（本申込み後の変更内容・追加内容および本申込み
前に取得した内容も含みます。以下同じ。）を、下記業務な
らびに利用目的の達成に必要な範囲において保護措置を講
じたうえで収集・保有・利用することに同意します。なお、
銀行法施行規則等の規定に基づき、銀行は業務を行う際に
知り得た申込人等に関する人種、信条、門地、本籍地、保
健医療または犯罪歴についての情報等の特別な非公開情報
を、適切な業務運営その他必要と認められる目的以外には
利用もしくは第三者に提供いたしません。

1． 業務内容と利用目的について
(1) 業務内容

① 預金ならびに定期積金業務、為替業務、両替業務、融資
業務、外国為替業務およびこれらに付随する業務

② 公共債の窓口販売業務、投資信託の窓口販売業務、保険
商品の窓口販売業務、金融商品仲介業務、信託代理店業
務、社債業務、クレジット業務等、法律により銀行が営む
ことができる業務およびこれらに付随する業務

③ その他銀行が営むことができる業務およびこれらに付随す
る業務（今後取扱いが認められる業務を含みます。）

(2) 利用目的
　銀行および有価証券報告書等に記載されている銀行の連
結対象会社（注）や提携会社の金融商品やサービスに関し、
以下の利用目的の達成に必要な範囲内でのみ利用させてい
ただきます。

① 各種金融商品の口座開設等、金融商品やサービスの申込
みの受付のため

② 犯罪による収益の移転防止に関する法律に基づくご本人さ
まの確認等や、金融商品やサービスをご利用いただく資格
等の確認のため
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③ 預金取引や融資取引等における期日管理等、継続的なお
取引における管理のため

④ 融資のお申込みや継続的なご利用等に際しての判断のため
⑤ 適合性の原則等に照らした判断等、金融商品やサービスの

提供にかかる妥当性の判断のため
⑥ 与信事業に際して個人情報を加盟する個人信用情報機関に

提供する場合やお預かりしたビジネスマッチング情報等を
取引先に提供する場合等、適切な業務の遂行に必要な範
囲で第三者に提供するため

⑦ 他の事業者等から個人情報の処理の全部または一部につ
いて委託された場合等において、委託された当該業務を適
切に遂行するため

⑧ 申込人等との契約や法律等に基づく権利の行使や義務の
履行のため

⑨ 市場調査、ならびにデータ分析やアンケートの実施等によ
る金融商品やサービスの研究や開発のため

⑩ ダイレクトメールの発送等、金融商品やサービスに関する
各種ご提案のため

⑪ 連結対象会社や提携会社等の商品やサービスの各種ご提
案のため

⑫ 金融商品取引法等に基づく有価証券・金融商品の勧誘・販
売、サービスの案内を行うため

⑬ 申込人等に対し、取引結果、預り残高などの報告を行うため
⑭ 各種お取引の解約やお取引解約後の事後管理のため
⑮ その他、お客さまとのお取引を適切かつ円滑に履行するため

（注） 有価証券報告書等に記載されている銀行の連結対象会社は
ホームページアドレス http : //www．114bank.co.jp の『114
グループ企業情報』等でご確認ください。

2． 法令等により利用目的が制限される場合について
① 銀行法施行規則第 13 条の 6 の 6 等により、個人信用情

報機関から提供を受けた借入申込みされた申込人の借入金
返済能力に関する情報は、申込人の返済能力の調査以外
の目的のために利用・第三者提供いたしません。

② 銀行法施行規則第 13 条の 6 の 7 等により、人種、信条、
門地、本籍地、保健医療または犯罪経歴についての情報
等の特別の非公開情報は、適切な業務運営その他の必要
と認められる目的以外の目的のために利用・第三者提供い
たしません。

③ 金融商品取引法等法令により利用目的が制限される場合に
は、その範囲を超えて利用いたしません。

ダイレクトセールスの中止について
銀行からの郵送や電話などによるセールス活動をご希望になら
ないお客さまはお申出ください。ご要望に応じて適切に対応さ
せていただきます。なお、お申し出が与信判断等銀行とのお取
引に影響することは一切ありません。

第 2 条（個人信用情報機関への登録・利用）
(1) 申込人は、銀行が加盟する個人信用情報機関（個人の支払

能力に関する情報の収集および加盟会員に対する当該情報
の提供を業とする者。以下「加盟個人信用情報機関」という。）
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および同機関と提携する個人信用情報機関（以下「提携個人
信用情報機関」という。）に申込人の個人情報（当該各機関
の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況等の情
報のほか、当該各機関によって登録される不渡情報、破産
等の官報情報、貸金業協会から登録を依頼された情報等を
含みます。）が登録されている場合には、銀行がそれを与信
取引上の判断（返済能力または転居先の調査をいいます。た
だし、銀行法施行規則等により、返済能力に関する情報に
ついては返済能力の調査の目的に限ります。以下同じ。）の
ために利用することに同意します。

(2) 申込人は、本契約に基づく下記の個人情報（その履歴を含み
ます。）が、銀行の加盟する個人信用情報機関にそれぞれ定
める期間登録され、同機関および同機関と提携する個人信
用情報機関の加盟会員によって自己の与信取引上の判断のた
めに利用されることに同意します。

(3) 申込人は、前 2 項の個人情報が、その正確性・最新性維持、
苦情処理、個人信用情報機関による加盟会員に対する規則
遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な利用
の確保のために必要な範囲内において個人信用情報機関お
よびその加盟会員によって相互に提供または利用されること
に同意します。

(4) 前 3 項に規定する個人信用情報機関および本契約に基づき
登録される情報と期間は次のとおりです。各機関の加盟資格、
会員名等は各機関のホームページに掲載されております。

 また、銀行、JCB、保証会社が本契約期間中に新たに個人
信用情報機関に加盟し、登録・利用する場合は、別途、書
面により通知のうえ同意を得るものとします。

＜銀行、JCB、保証会社の加盟個人信用情報機関＞

名
称

全 国 銀 行 個 人 信
用 情 報 セ ン タ ー

（KSC）

株式会社シー・
アイ・シー（CIC）

株式会社日本信用
情報機構（JICC）

所
在
地

〒 100-8216
東京都千代田区丸
の内 1-3-1

〒 160-8375
東京都新宿区西新宿
1-23-7 新 宿 フ ァ ー
ストウエスト 15 階

〒 110-0014
東京都台東区北上野一丁
目 10 番 14 号住友不動産
上野ビル５号館

電
話
番
号

03-3214-5020 0120-810-414 0570-055-955

ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

（
Ｕ
Ｒ
Ｌ
）

https : //www.
zenginkyo.or.jp/
pcic/

https : //www.
cic.co.jp/

https : //www.jicc.
co.jp/

※ 各個人信用情報機関の業務内容、加盟資格、加盟会員企業名
等の詳細は、各機関のホームページをご覧下さい。

＜銀行、JCB、保証会社の個人信用情報機関加盟状況＞
名称 銀行 JCB 保証会社

全国銀行個人信用情報センター（KSC） ○
株式会社シー・アイ・シー（CIC） ○ ○ ○
株式会社日本信用情報機構（JICC） ○ ○
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＜加盟個人信用情報機関と提携個人信用情報機関の関係＞
加盟個人信用情報機関 提携個人信用情報機関 登録情報

KSC CIC・JICC ※
CIC KSC・JICC ※
JICC KSC・CIC ※

※ 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情報
は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。

※ 当行が加盟する個人信用情報機関のうち、CIC は、割賦販売法
に基づく指定信用情報機関です。

※ 当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会員
の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人情報
を加盟会員に提供します。（但し、ショッピングリボ払い、ショッ
ピング分割払い、ショッピング2 回払い、ボーナス1回払いのサー
ビスがないカードについてはこの限りではありません。）

＜銀行、JCB、保証会社の加盟個人信用情報機関への登録情報とその期間＞
株式会社シー・アイ・シー（CIC）

登録情報 登録期間
① 氏名、生年月日、性別、住所、

電話番号、勤務先、勤務先
電話番号、運転免許証等の
記号番号等の本人を特定す
る為の情報

左記②～④までのいずれかの
情報が登録されている期間

② 加盟個人信用情報機関を利
用した日および本約款に係
る申込みの事実

個人信用情報機関に照会した
日から 6 ヶ月間

③ 本契約に係る客観的な取引
事実（注 1）

契約期間中および契約終了後
5 年以内

④債務の支払を延滞した事実 契約期間中および契約終了後
5 年間

注 1． 氏名、生年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話
番号、運転免許証等の記号番号等本人を特定するための
情報、等。契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品
名およびその数量／回数／期間、支払回数等契約内容に
関する情報、等。利用残高、割賦残高、年間請求予定額、
支払日、完済日、延滞等支払い状況に関する情報、等

全国銀行個人情報センター（KSC）・株式会社日本信用情報機構（JICC）

登録情報
登録期間

KSC JICC
① 氏名、生年月日、住所、電

話番号、勤務先、運転免許
証の番号、本人確認書類の
記号番号等の本人情報

左記②から⑥までのいずれか
の情報等が登録されている期
間
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② 加盟個人信用情報機関を利
用した日および本約款に係
る申込みの事実

当該利用日か
ら 1 年を超え
ない期間

照会日から
6 ヶ月以内

③ 入会承認日、利用可能枠、
貸付残高等の本約款の内容
および債務の支払を延滞し
た事実、完済等のその返済
状況

契 約 期 間 中 お
よ び 契 約 終 了
日（完済してい
ない場合は完済
日 ） か ら 5 年
を超えない期間

契約継続中
および契約終
了後 5 年以内

④ 官報において公開されてい
る情報

破産手続開始決
定等を受けた日
か ら 7 年 を 超
えない期間

－

⑤ 登録情報に関する苦情を受
け、調査中である旨 当該調査中の期間

⑥ 本人確認資料の紛失、盗難、
貸付自粛等の本人申告情報

本人申告があっ
た 日 か ら 5 年
を超えない期間

－

※ 上記の内、個人信用情報機関が独自に収集し、登録するものは、
④～⑥までとなります。

※ 上記の他、JICC については、債権譲渡の事実に係る情報は当
該事実の発生日から1 年以内が登録されます。

第 3 条（銀行と保証会社間での個人情報の提供）
1． 申込人は本申込みにおいて保証会社に保証委託をする場合

は、本申込みおよび本契約にかかる情報を含む申込人に関
する下記情報を下記目的の達成に必要な範囲内で、銀行と保
証会社が相互に提供し、利用することに同意します。

(1) 銀行より保証会社に提供される情報
① 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関す

る情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報
等、申込書ならびに契約書に記載される全ての情報、本申
込みならびに本契約にあたり提出される付属資料等に記載
の情報ならびに口頭にて確認する情報

② 銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、返済
日等本契約に関する情報

③ 銀行における預金残高情報、他の借入金の残高情報・返
済状況等、保証会社における取引管理または取引上の権利
保全に必要な情報

④ 延滞情報、破産情報等を含む本契約の返済に関する情報
⑤ 銀行が保証会社に対して代位弁済を請求するにあたり必要

な情報
＜利用目的＞

① 本申込みならびに本契約の受付、資格確認、保証の審査、
保証の決定

② 保証取引の継続的な管理、保証基準の見直し
③ 加盟する個人信用情報機関への提供等、適切な業務の遂

行に必要な範囲での第三者への提供
④ 法令等もしくは契約上の権利行使や義務の履行
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⑤ 取引上必要な各郵便物の送付
⑥ 市場調査等研究開発
⑦ その他申込人との取引の適切かつ円滑な実行

(2) 保証会社より銀行に提供される情報
① 氏名、住所、連絡先、家族に関する情報、勤務先に関す

る情報、資産・負債に関する情報、申込内容に関する情報
等、申込書ならびに契約書に記載される全ての情報、本申
込みならびに本契約にあたり提出される付属書類等に記載
の情報ならびに口頭にて確認する情報

② 保証会社における保証審査の結果に関する情報
③ 保証番号や保証料金額等、保証会社における取引に関する

情報
④ 保証会社における保証残高情報、他の保証取引に関する情

報等、銀行における取引管理または取引上の権利保全に
必要な情報

⑤ 銀行の代位弁済請求に対する代位弁済完了に関する情報
等、代位弁済手続きに必要な情報

⑥ 代位弁済完了後の返済状況等に関する情報
＜利用目的＞
　・第 1 条に定める銀行における個人情報の利用目的

第 4 条（個人情報の保険会社への第三者提供）
　申込人等は、本契約に保険を付ける場合は、本申込みお
よび本契約にかかる情報を含む申込人等に関する下記情報
を、下記に記載の利用目的の達成に必要な範囲で、銀行が
保険契約を締結する幹事生命・損害保険会社に提供される
ことに同意します。

＜提供される情報＞
① 氏名、銀行における借入残高、借入期間、金利、返済額、

返済日等本契約に関する情報
② 延滞情報を含む本契約の返済に関する情報
③ 銀行が幹事生命・損害保険会社に対して保険金を請求する

にあたり必要な情報

＜利用目的＞
　・ 幹事生命・損害保険会社における当該生命・損害保険の加入、

管理および支払いのため

第 5 条（個人情報の債権譲渡にともなう第三者提供）
　ローン等の債権は、債権譲渡・証券化といった形式で、他
の事業者等に移転することがあります。申込人等は、その際、
申込人等の個人情報が当該債権譲渡または証券化のために
必要な範囲内で、債権譲渡先または証券化のために設立さ
れた特定目的会社等に提供され、債権管理・回収等の目的
のために利用されることに同意します。

第 6 条（個人情報の開示・訂正・削除）
(1) 申込人は、銀行および第 2 条に記載する個人信用情報機関

に対して、申込人に関する個人情報を開示するよう請求する
ことができます。銀行に開示を求める場合には、第 8 条記
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載の窓口に連絡してください。但し、個人信用情報機関に登
録されている情報の開示は銀行ではできませんので第 2 条
記載の個人信用情報機関に請求してください。

(2) 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合
には、銀行は、速やかに訂正または削除に応じるものとします。

第 7 条（本同意条項に不同意の場合）
　銀行は、申込人等が本契約に必要な記載事項（契約書表
面で申込人等が記載すべき事項）の記載を希望しない場合
および本同意条項の内容の全部または一部を承認できない
場合、本契約をお断りすることがあります。

第 8 条（問い合わせ窓口）
　個人情報の開示・訂正・削除についての申込人等の個人情
報に関するお問い合わせや利用・提供・中止・その他ご意見
の申出等に関しましては、下記までお願いします。

　〒 760-0050　香川県高松市亀井町 7 番地 15
　株式会社百十四銀行  クレジットセンター
　TEL　087-832-0114

第 9 条（本契約が不成立の場合）
　本契約が不成立の場合であっても本申込みをした事実は、
第 1 条および第 2 条に基づき、当該契約の不成立の理由の
如何を問わず一定期間利用されますが、それ以外に利用さ
れることはありません。

第 10 条（条項の変更）
　本同意条項は法令が定める手続きにより、必要な範囲内
で変更できるものとします。

第 11 条（個人情報の収集、保有、利用、預託）
1． 本人会員・家族会員および申込人等（以下「会員等」という。）

は、銀行および JCB（以下「両社」という）が会員等の本取
引契約（本申込みを含む。以下同じ。）を含む銀行との取引の
与信判断および与信後の管理のため、以下の情報（以下これ
らを総称して「個人情報」と称します。）につき必要な保護
措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。

(1) 本契約を含む銀行もしくは JCB または両社との取引に関する
与信判断および与信後の管理のために、以下の①②③④⑤
⑥⑦⑧⑨の個人情報を収集、利用すること。

① 氏名、生年月日、性別、住所、電話番号（ショートメッセー
ジサービスの送信先番号を兼ねる）、勤務先、Ｅメールアド
レス等、会員等が入会申込時および契約後に届け出た事項。

② 入会申込日、入会承認日、有効期限、利用可能枠等、会
員等と両社の契約内容に関する事項。

③ 申込人のカードの利用内容、支払い状況、お問い合わせ内
容および与信判断や債権回収その他の与信後の管理の過
程において両社が知り得た事項。

④ 会員等が入会申込時に届け出た収入・負債・家族構成等、
銀行または JCB が収集したクレジット利用・支払履歴。
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⑤ 犯罪収益移転防止法で定める本人確認書類等の記載事項ま
たは会員等が銀行に提出した収入証明書類等の記載事項。

⑥ 銀行または JCB が適正かつ適法な方法で収集した住民票
等公的機関が発行する書類の記載事項（公的機関に当該
書類の交付を申請するに際し、法令等に基づき、①②③の
うち必要な情報が公的機関に開示される場合があります。）

⑦ 電話帳、住宅地図、官報等において公開されている情報。
⑧ インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用い

た非対面取引で、会員が加盟店における購入画面等に入力
した氏名、E メールアドレス、電話番号、商品等送付先住
所および請求先住所等の取引情報（以下「オンライン取引
情報」という。）。

⑨ インターネット等によるオンライン取引等の通信手段を用い
た非対面取引で、会員が当該オンライン取引の際に使用し
たパソコン、スマートフォンおよびタブレット端末等の機器
に関する情報（OS の種類・言語、IP アドレス、位置情報、
端末識別番号等）（以下「デバイス情報」という。）。

(2) 以下の目的のために、前号①②③④の個人情報を利用する
こと。ただし、申込人が本号③に定める市場調査を目的とし
たアンケート用の書面その他の媒体の送付または本号④に定
める営業案内等について銀行または JCB に中止を申し出た場
合、両社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するも
のとします。なお、中止の申し出は本条項末尾に記載の相談
窓口へ連絡するものとします。

① カードの機能、付帯サービス等の提供。
② 銀行もしくは JCB または両社のクレジット事業その他の銀

行もしくは JCB または両社の事業（銀行または JCB の定款
記載の事業をいう。以下「両社事業」という場合における
取引上の判断（会員等による加盟店申込み審査を含む。）。

③ 両社事業における新商品、新機能、新サービス等の開発お
よび市場調査。

④ 両社事業における宣伝物の送付または電話・E メールその
他の通信手段等の方法による等、銀行、JCB または加盟店
その他等の営業案内および貸付の契約に関する勧誘。

⑤ 刑事訴訟法第 197 条第 2 項に基づく捜査関係事項照会そ
の他各種法令に基づき公的機関・公的団体等から提出を求
められた場合の公的機関・公的団体等への提供。

(3) 割賦販売法等に基づき第三者によるカード番号の不正利用の
防止を図る業務を行うため、インターネット等によるオンライ
ン取引等の通信手段を用いた非対面取引で、オンライン取引
情報とデバイス情報に含まれる上の (1) ⑧⑨の個人情報を使
用して本人認証を行うこと。なお、当該分析の結果、当該非
対面取引が第三者によるカード番号の不正利用である可能性
が相対的に高いと判断された取引については、当社は会員ら
の財産の保護を図るため、追加の本人確認手続きを求めたり、
当該非対面取引におけるショッピング利用を拒絶したりする
場合があります。両社は当該業務のために、上の (1) ⑧⑨の
個人情報を不正検知サービスを運営する事業者に提供し、当
該事業者から当該事業者が行った分析結果を受領します。ま
た当該事業者は、会員によるオンライン取引完了後も当該個
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人情報を個人が直接特定できないような形式に置き換えたう
えで一定期間保管し、当該事業者内において、当該事業者が
提携する両社以外の組織向けの不正検知サービスにおける分
析のためにも当該情報を使用します。詳細については、JCB
のホームページ内の J/Secure(TM) サービスに関する案内に
て確認ください。

(4) 本人会員および申込人（以下「本人会員等」という。）は、銀
行、JCB および JCB が運営するカード取引システム（以下「JCB
カード取引システム」）に参加する JCB の提携会社が、与信
判断および与信後の管理、その他自己との取引上の判断の
ため、第 1 項⑴①②③④の個人情報（第 12 条により個人信
用情報機関からのみ取得された個人情報を除く。）を共同利
用することに同意します。（JCB カード取引システムに参加す
る JCB の提携会社は次のホームページにてご確認いただけま
す。https : //www.jcb.co.jp/r/riyou/）なお、本項に基づく
共同利用に係る個人情報の管理について責任を有する者は
JCB となります。

(5) 本人会員等は、銀行または JCB が個人情報の提供に関する
契約を締結した提携会社（以下「共同利用会社」という。）が、
共同利用会社のサービス提供等のため、第 1 項⑴①②③の
個人情報を共同利用することに同意します。（共同利用会社
および利用目的は本条末尾に記載のとおりです。）なお、本
項に基づく共同利用に係る個人情報の管理について責任を
有する者は JCB となります。

2． 本人会員等は本申込みにおいて保証会社である JCB または
百十四ジェーシービーカードに保証を委託する場合は、第 1
項⑴①②③④の個人情報を、委託を受けた保証会社におい
ては本項⑴に定める目的の達成に必要な範囲で、銀行およ
び JCB においては本項⑵に定める目的の達成に必要な範囲
で、銀行および JCB と委託を受けた保証会社が相互に提供
し、利用することに同意します。

(1) 委託を受けた保証会社の利用目的
① 本申込みの受付、保証の審査および保証の決定
② 本人会員等の委託に係る保証取引（以下「本件保証取引」

という。）に関する与信判断および与信後の管理
③ 加盟する個人信用情報機関への提供および適正かつ適法

と認められる範囲での第三者の提供
④ 本件保証取引上の権利行使および義務の履行
⑤ 法令等によって認められる権利行使および義務の履行
⑥ 本件保証取引上必要な会員等への連絡および郵便物等の送付

(2) 銀行および JCB の利用目的
① 銀行または JCB もしくは両社との取引に関する与信判断お

よび与信後の管理
② 本条第 1 項⑵①②③の目的

第 12 条（個人信用情報機関の利用および登録）
1． 本人会員等は、銀行または JCB が加盟する個人信用情報機

関（個人の支払能力に関する情報の収集および当該機関に加
盟する貸金業者その他与信事業者・包括信用購入あっせん
業者等（以下「加盟会員」という。）に対する当該情報の提
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供を業とするもの）について以下のとおり同意します。
(1) 本人会員等の支払能力の調査のために、両社がそれぞれ加

盟する個人信用情報機関（以下「加盟個人信用情報機関」と
いう。）および当該機関と提携する個人信用情報機関（以下「提
携個人信用情報機関」という。）に照会し、会員等の個人情報
が登録されている場合はこれを利用すること。なお、登録され
ている個人情報には、不渡情報、官報等において公開されて
いる情報、登録された情報に関し本人から苦情を受け調査中
である旨の情報、本人確認資料の紛失・盗難、貸付自粛等
本人より申告された情報など、加盟個人信用情報機関および
提携個人信用情報機関のそれぞれが収集し登録した情報が
含まれます。

(2) 加盟個人信用情報機関に、本人会員等の本契約に関する客
観的な取引事実に基づく個人情報および加盟個人信用情報機
関が独自に収集した情報が「登録情報および登録期間」表に
定める期間登録されることで、加盟個人信用情報機関および
提携個人信用情報機関の加盟会員に、これらの登録に係る
情報が提供され、自己の与信取引上の判断（会員等の支払能
力の調査または転居先の調査をいう。ただし、割賦販売法に
より、支払能力に関する情報については支払能力の調査の目
的に限る。）のために利用されること。

(3) 前号により加盟個人信用情報機関に登録されている個人情報
について、個人情報の正確性および最新性の維持、苦情処理、
加盟会員に対する規制遵守状況のモニタリング等加盟個人信
用情報機関における個人情報の保護と適正な利用確保のた
めに必要な範囲において、加盟個人信用情報機関および加
盟個人信用情報機関の加盟会員が個人情報を相互に提供し、
利用すること。

2． 加盟個人信用情報機関および提携個人信用情報機関は、本
条項末尾に記載の個人信用情報機関とし、各加盟個人信用
情報機関に登録する情報は第 2 条⑷の「登録情報および登
録期間」表に定める事実とします。なお、銀行または JCB
が新たに個人信用情報機関に加盟する場合は、書面その他
の方法により通知のうえ同意を得るものとします。

第 13 条（個人情報の開示、訂正、削除）
1． 本人会員等は、銀行、JCB、JCB カード取引システムに参加

する JCB の提携会社、共同利用会社および加盟個人信用情
報機関に対して、当該会社および機関がそれぞれ保有する自
己に関する個人情報を開示するよう請求することができます。
なお、開示請求は以下に連絡するものとします。

(1) 銀行に対する開示請求：本条項末尾に記載の銀行相談窓口へ
(2) JCB、JCB カード取引システムに参加する JCB の提携会社お

よび共同利用会社に対する開示請求：本条項末尾に記載の
JCB 相談窓口へ

(3) 加盟個人信用情報機関に対する開示請求：本条項末尾に記
載の各加盟個人信用情報機関へ

2． 万一登録内容が不正確または誤りであることが判明した場合
には、両社は速やかに訂正または削除に応じるものとします。
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第 14 条（個人情報の取り扱いに関する不同意）
　両社は、会員等が入会の申込みに必要な事項の記載を希
望しない場合、または本条項に定める個人情報の取り扱いに
ついて承諾できない場合は、入会を断ることや、退会の手続
きをとることがあります。ただし、第 11 条第 1 項⑵③に定め
る市場調査を目的としたアンケート用の書面その他の媒体の
送付または同④に定める銀行、JCB または加盟店等の営業
案内等に対する中止の申し出があっても、入会を断ることや
退会の手続きをとることはありません。（本条に関する申し出
は本条項末尾に記載の相談窓口へ連絡するものとします。）

第 15 条（契約不成立時および退会後の個人情報の利用）
1． 両社が入会を承認しない場合であっても入会申込みをした事

実は、承認をしない理由のいかんを問わず、第 11 条に定め
る目的（ただし、第 11 条第 1 項⑵③に定める市場調査を目
的としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④
に定める銀行、JCB または加盟店等の営業案内等を除く。）
および第 12 条の定めに基づき一定期間利用されますが、そ
れ以外に利用されることはありません。

2． 退会の申し出または会員資格の喪失後も、第 11 条に定める
目的（ただし、第 11 条第 1 項⑵③に定める市場調査を目的
としたアンケート用の書面その他の媒体の送付および同④に
定める銀行、JCB または加盟店等の営業案内等を除く。）お
よび開示請求等に必要な範囲で、法令等または両社が定め
る所定の期間個人情報を保有し、利用します。

【お問い合わせ・相談窓口】
1． 商品などについてのお問い合わせ・ご相談はカードをご利用

された加盟店にご連絡ください。
2． 本条項についてのお問い合わせ、ご相談については、下記の

銀行カードデスクまで、個人情報の開示・訂正・削除等の会
員の個人情報に関するお問い合わせ、ご相談および支払停
止の抗弁に関する書面については銀行本支店店舗窓口また
は下記にご連絡ください。

（本条項についてのお問い合わせ、ご相談受付窓口）
株式会社百十四銀行　クレジットセンター
〒 760-0050　香川県高松市亀井町 7 番地 15
TEL　087-832-0114
受付時間　9：00 ～ 17：00（銀行休業日を除く）

（個人情報の開示等の手続きについてのお問い合わせ窓口）
株式会社百十四銀行　お客さま相談センター
〒 760-8574　香川県高松市亀井町 5 番地 1
TEL　087-831-0114（大代表）
受付時間　9：00 ～ 17：00（銀行休業日を除く）

（個人情報の取扱いに関する質問及び苦情の受付窓口）
株式会社百十四銀行　お客さま相談センター
〒 760-8574　香川県高松市亀井町 5 番地 1
TEL　087-831-0114（大代表）
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受付時間　9：00 ～ 17：00（銀行休業日を除く）

（SalutCa サービスの保証についてのお問い合わせ窓口）
株式会社百十四ジェーシービーカード（JCB）
〒 760-0053　 香川県高松市田町 11 番地 5（セントラル田町ビル

7 階）
TEL　087-802-3533
受付時間　9：00 ～ 17：00（銀行休業日を除く）
＜共同利用会社＞
JCB が本条項に定める共同利用会社は以下のとおりです。
○株式会社 JCBトラベル
〒 171-0033　東京都豊島区高田 3-13-2　高田馬場 TS ビル
利用目的： 旅行サービス、航空券・ゴルフ場等リザベーションサー

ビス等の提供

○株式会社ジェーシービー・サービス
〒 107-0062　東京都港区南青山 5-1-22　青山ライズスクエア
利用目的：保険サービス等の提供

＜加盟個人信用情報機関＞
本条項に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
名　　称　全国銀行個人信用情報センター（KSC）
所 在 地　〒 100-8216　東京都千代田区丸の内 1-3-1
電話番号　03-3214-5020
ホームページ（URL）https : //www.zenginkyo.or.jp/pcic/

名　　称　株式会社シー・アイ・シー（CIC）
所 在 地　〒 160-8375　東京都新宿区西新宿 1-23-7
　　　　　　　　　　　　新宿ファーストウエスト15 階
電話番号　0120-810-414
ホームページ（URL）https : //www.cic.co.jp/

名　　称　株式会社日本信用情報機構（JICC）
所 在 地　〒 110-0014 東京都台東区北上野一丁目 10 番 14 号

　　　　　　　　　住友不動産上野ビル５号館
電話番号　0570-055-955
ホームページ（URL）https : //www.jicc.co.jp/

【株式会社百十四ジェーシービーカードに対する同意内容】
1． 保証会社における個人情報の収集・保有・利用等
 会員等は、株式会社百十四ジェーシービーカード（以下「保

証会社」といいます。）が、保証約款に基づく、保証会社に
おける保証申込の受付、資格確認、保証審査、保証の決定、
保証取引の継続的な管理、加盟する個人信用情報機関への
提供、法令等や契約上の権利の行使や義務の履行、取引上
必要な各種郵便物の送付、その他会員等との取引が適切か
つ円滑に履行されるために、下記①と②の個人情報を、保証
会社が保護措置を講じた上で収集・利用することに同意する
ものとします。なお、保証債権の継続的な管理には、法令に
基づき市区町村の要求に従って会員の個人情報（入会申込書
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の写し・残高通知書等）を市区町村に提出し住民票・住民除
票の写し・戸籍謄抄本・除籍謄本等の交付を受けて連絡先
の確認や債権回収のために利用することを含むものとします。

① 保証依頼時に会員等が 114SalutCa 保証委託申込書に記入
し、もしくは会員等が提出する書類等に記載されている氏
名、年齢、生年月日、住所、電話番号、勤務先等の情報（以
下総称して「氏名等」といいます。）、保証約款に基づき届
出られた情報および電話等での問い合わせ等により保証会
社が知り得た氏名等の情報（以下総称して「属性情報」と
いいます。）

② 官報や電話帳等の公開情報
2． 個人信用情報機関への登録・利用
(1) 本人会員等は、保証会社が保証約款に係る取引上の判断に

あたり、保証会社が各々加盟する下表の個人信用情報機関（以
下「加盟個人信用情報機関」といいます。）及び加盟信用情
報機関と提携する下表の個人信用情報機関（以下「提携信用
情報機関」といいます。）に照会し、本人会員等の情報（当
該各機関の加盟会員によって登録される契約内容、返済状況
等の情報の他、下表の「登録情報」記載の情報で、その履
歴を含む。）が登録されている場合には、本人会員等の支払
能力の調査の目的に限り、それを利用することに同意するも
のとします。

(2) 本人会員等は、①加盟信用情報機関により定められた情報
が当該機関に下表の「登録期間」に定める期間登録されるこ
と、並びに、②登録された情報が加盟信用情報機関及び提
携信用情報機関の加盟会員により本人会員等の支払能力に
関する調査のため利用されることに同意するものとします。

＜加盟個人信用情報機関＞
本約款に定める加盟個人信用情報機関は以下のとおりです。
名　　称　株式会社シー・アイ・シー（CIC）
所 在 地　〒 160-8375　東京都新宿区西新宿 1-23-7
　　　　　　　　　　　　新宿ファーストウエスト15 階
電話番号　0120-810-414
ホームページ（URL）https : //www.cic.co.jp/
＜登録情報および登録期間＞

株式会社シー・アイ・シー（CIC）
登録情報 登録期間

① 氏名、生年月日、性別、住所、
電話番号、勤務先、勤務先電
話番号、運転免許証等の記号
番号等の本人を特定するため
の情報

左記②～④までのいずれ
かの情報が登録されてい
る期間

② 加盟個人信用情報機関を利用
した日および本約款に係る申
込みの事実

個人信用情報機関に照会
した日から 6 ヶ月間

③ 本契約に係る客観的な取引の
事実（注 1）

契約期間中および契約終
了後 5 年以内
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④ 債務の支払を延滞した事実 契約期間中および契約終
了後 5 年間

注 1． 上記「本契約に係る客観的な取引の事実」は、氏名、生
年月日、住所、電話番号、勤務先、勤務先電話番号、運
転免許証等の記号番号等本人を特定するための情報、等。
契約の種類、契約日、契約額、貸付額、商品名、支払回
数等契約内容に関する情報、等。利用残高、支払日、完済日、
延滞等支払い状況に関する情報、等

　※ 加盟する個人信用情報機関の CIC は、割賦販売法に基づく
指定信用情報機関です。

　※ 当該指定信用情報機関は、他の指定信用情報機関の加盟会
員の依頼に応じ、当該指定信用情報機関に登録された個人
情報を加盟会員に提供します。（但し、ショッピングリボ払い、
ショッピング分割払い、ショッピング 2 回払い、ボーナス 1
回払いのサービスのないカードについてはこの限りではありま
せん。）

(3) 本人会員等は、前項の情報が、その正確性・最新性維持、
苦情処理、加盟個人信用情報機関による加盟会員に対する
規則遵守状況のモニタリング等の個人情報の保護と適正な
利用の確保のために必要な範囲内において、加盟個人信用
情報機関および提携個人信用情報機関並びにそれらの加盟
会員によって相互に提供または利用されることに同意するも
のとします。

　※ 株式会社シー・アイ・シーは、主に割賦販売等のクレジット
事業を営む企業を会員とする個人信用情報機関です。

　※ 全国銀行個人信用情報センターは、主に金融機関とその関係
会社を会員とする個人信用情報機関です。

　※ 株式会社日本信用情報機構は、主にカード会社、信販会社、
消費者金融専業会社を加盟会員とする個人信用情報機関です。

　○ 銀行もしくは保証会社が契約期間中に新たに個人信用情報機
関に加盟する場合は、別途、書面により通知し、同意を得る
ものとします。

＜加盟個人信用情報機関が提携する個人信用情報機関＞

名　　称　全国銀行個人信用情報センター（KSC）
所 在 地　〒 100-8216　東京都千代田区丸の内 1-3-1
電話番号　03-3214-5020
ホームページ（URL）https : //www.zenginkyo.or.jp/pcic/

名　　称　株式会社日本信用情報機構（JICC）
所 在 地　〒 110-0014 東京都台東区北上野一丁目 10 番 14 号

　　　　　　　　　住友不動産上野ビル５号館
電話番号　0570-055-955
ホームページ（URL）https : //www.jicc.co.jp/

　※ なお、各個人信用情報機関の規約、入会資格、入会してい
る企業のリスト等は、各個人信用情報機関のホームページに
記載されております。

　※ 提携個人信用情報機関の加盟会員により利用される登録情
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報は、「債務の支払いを延滞した事実等」となります。
3． 個人情報の開示・訂正・削除
(1) 本人会員等は、保証会社、個人信用情報機関に対して、個

人情報の保護に関する法律に定めるところにより、本人会員
等自身の個人情報を開示するよう請求することができます。

① 保証会社に開示を求める場合には、7．記載の窓口に連絡
するものとします。保証会社は開示請求手続（受付窓口、受
付方法、必要書類等）の詳細を回答するものとします。また、
開示請求手続は、保証会社所定の方法（インターネットの保
証会社ホームページへの常時掲載）でもお知らせします。

② 個人信用情報機関に開示を求める場合には、2．記載の連
絡先へ連絡するものとします。

(2) 開示請求により、万一登録内容が不正確または誤りであるこ
とが明らかになった場合、本人会員等は、当該情報の訂正ま
たは削除の請求ができます。

4． 会員契約が不成立の場合
 保証契約が不成立の場合であっても、本人会員等が保証を

依頼した事実は、2．に基づき、当該契約の不成立の理由の
如何を問わず、一定期間利用されますが、それ以外に利用さ
れることはないものとします。

5． 規約等に不同意の場合
 保証会社は、会員等が保証委託に必要な記載事項の記載を

希望しない場合および保証約款の内容の全部又は一部を承
認できない場合、保証をお断りする場合があります。

6． 本重要事項の変更
 本重要事項は法令に定める手続きにより、必要な範囲内で

変更できるものとします。
7． 個人情報に関する問合せ先
 3．に定める個人情報の開示・訂正・削除等については、下

記の窓口にて受付られます。

〈保証会社の問合せ窓口〉
株式会社百十四ジェーシービーカード（JCB）
〒 760-0053　香川県高松市田町 11 番地 5
　　　　　　　（セントラル田町ビル 7 階）
TEL　087-802-3533
受付時間　9：00 ～ 17：00（銀行休業日を除く）

「支払停止抗弁の申出に関する登録・利用同意」

　本契約について支払停止の抗弁の申出が行われていることが、
加盟する指定信用情報機関にその抗弁に関する調査期間中登録
され、その情報が当該指定信用情報機関および提携する他の指
定信用情報機関の加盟会員に提供されること。
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